
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令

第
三
百
九
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及

び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル

法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
百
八
号
）

の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
希
少
鳥
獣
）

第
一
条
の
二
　
法
第
二
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る

鳥
獣
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
鳥
獣
と
す
る
。

（
指
定
管
理
鳥
獣
）

第
一
条
の
三
　
法
第
二
条
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る

鳥
獣
は
、
Ｓ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｃ
ｒ
ｏ
ｆ
ａ
（
イ
ノ
シ
シ
）
及

び
Ｃ
ｅ
ｒ
ｖ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ｉ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
（
ニ
ホ
ン
ジ
カ
）

と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
銃
器
、
網

又
は
わ
な
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
銃

器
、
網
又
は
わ
な
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
銃
器
　
装
薬
銃
及
び
空
気
銃
（
空
気
銃
に
あ
っ
て

は
、
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す
る
も
の
を
含
み
、
コ
ル
ク

を
発
射
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
網
　
む
そ
う
網
、
は
り
網
、
つ
き
網
及
び
な
げ
網

三
　
わ
な
　
く
く
り
わ
な
、
は
こ
わ
な
、
は
こ
お
と
し

及
び
囲
い
わ
な
（
囲
い
わ
な
に
あ
っ
て
は
、
農
業
者

又
は
林
業
者
が
事
業
に
対
す
る
被
害
を
防
止
す
る
目

的
で
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
狩
猟
鳥
獣
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
七
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
鳥
獣

は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
鳥
獣
と
す
る
。

第
四
条
　
削
除

（
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
捕
獲
等
の
目
的
）

第
五
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
目
的

は
、
次
に
掲
げ
る
目
的
と
す
る
。

一
　
博
物
館
、
動
物
園
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
に

お
け
る
展
示

二
　
愛
玩
の
た
め
の
飼
養

三
　
養
殖
し
て
い
る
鳥
類
の
過
度
の
近
親
交
配
の
防
止

四
　
鵜
飼
漁
業
へ
の
利
用

五
　
伝
統
的
な
祭
礼
行
事
等
へ
の
利
用

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
公
益
上
の
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
目
的

（
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
重
大
な
支
障
が
あ
る
網
又
は
わ

な
）

第
六
条
　
法
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め

る
網
又
は
わ
な
は
、
か
す
み
網
（
は
り
網
の
う
ち
棚
糸

を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
第
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
す
る
。

（
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
許
可
の
申
請
等
）

第
七
条
　
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
鳥
獣

の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
を
し
よ
う
と
す
る

事
由
を
証
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
証
明

書
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
、
こ
れ
を
環
境
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
自
ら
飼
養
す
る
た
め
、
鳥
獣
の
捕
獲
又
は
鳥
類
の

卵
の
採
取
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
証
明
書
を
添
え

な
く
て
も
よ
い
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
又
は
採
取
等
を
し

よ
う
と
す
る
鳥
類
の
卵
の
種
類
及
び
数
量

三
　
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
目
的
、
期
間
、
区
域
及
び

方
法

四
　
捕
獲
等
又
は
採
取
等
を
し
た
後
の
処
置

五
　
学
術
研
究
を
目
的
と
し
て
、
捕
獲
等
又
は
採
取
等

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
研
究
の
事
項

及
び
方
法

六
　
愛
玩
の
た
め
の
飼
養
を
目
的
と
し
て
、
鳥
獣
の
捕

獲
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
申
請
者
の
属
す
る
世
帯
に
お
い
て
現
に

飼
養
し
て
い
る
鳥
獣
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
申
請

者
が
申
請
日
以
前
五
年
の
間
に
愛
玩
の
た
め
の
飼
養

を
目
的
と
し
て
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
と
き
は
当
該
許
可
に
係
る
鳥
獣
の
種
類

及
び
数
量

七
　
次
に
掲
げ
る
場
所
、
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
、

特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
又
は
猟
区
内
に
お
い
て
捕

獲
等
又
は
採
取
等
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
旨

イ
　
鳥
獣
保
護
区

ロ
　
休
猟
区

ハ
　
公
道

ニ
　
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十

一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
特
別
保
護
地
区

ホ
　
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

第
四
条
第
六
項
の
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
公
共
空

地
そ
の
他
公
衆
慰
楽
の
目
的
で
設
け
た
園
地
で
あ

っ
て
、
囲
い
又
は
標
識
に
よ
り
そ
の
区
域
を
明
示

し
た
も
の

ヘ
　
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八

十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
原
生
自
然
環
境
保

全
地
域

ト
　
社
寺
境
内

チ
　
墓
地

八
　
狩
猟
免
許
を
申
請
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
捕
獲

等
に
従
事
す
る
者
）
が
現
に
受
け
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
狩
猟
免
許
の
種
類
、
当
該
狩
猟
免
許

を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
名
並
び
に
当
該
狩
猟
免
許

に
係
る
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

九
　
銃
器
を
使
用
し
て
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
銃
器
の
所
持
に
つ
い
て
申
請
者

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
捕
獲
等
に
従
事
す
る
者
）
が

現
に
受
け
て
い
る
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
に
係
る
許
可
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月

日
（
当
該
許
可
が
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取

締
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六

号
）
第
五
条
第
二
項
に
定
め
る
人
命
救
助
等
に
従
事

す
る
者
届
出
済
証
明
書
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
を

含
む
。
）

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
捕
獲
等
又
は
採
取
等
を
し
よ
う
と
す
る
場
所
を
明

ら
か
に
し
た
図
面

二
　
銃
器
を
使
用
す
る
方
法
以
外
の
方
法
を
用
い
て
捕

獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
方

法
を
明
ら
か
に
し
た
図
面

３
　
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請

を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
同
項
の
申
請
書
及
び
前
項

の
図
面
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
九
条
第
三
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場

合
は
、
人
為
的
に
導
入
さ
れ
た
鳥
獣
に
よ
り
生
態
系
に

係
る
被
害
が
生
じ
て
い
る
地
域
又
は
今
後
被
害
が
予
測

さ
れ
る
地
域
に
お
い
て
、
当
該
鳥
獣
に
よ
る
当
該
生
態

系
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
目
的
で
捕
獲
等
又
は
採
取

等
を
す
る
場
合
と
す
る
。

５
　
法
第
九
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
区

域
は
、
第
一
項
第
七
号
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
区
域
と
す

る
。

６
　
法
第
九
条
第
七
項
の
許
可
証
の
様
式
は
、
様
式
第
一

の
と
お
り
と
す
る
。

７
　
法
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
従
事
者
証
の
交
付

の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

二
　
捕
獲
等
又
は
採
取
等
に
係
る
許
可
証
の
番
号

三
　
捕
獲
等
又
は
採
取
等
に
従
事
す
る
者
の
住
所
、
氏

名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

８
　
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
を

し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
同
項
の
申
請
書
の
ほ
か
必
要

と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
法
第
九
条
第
八
項
の
従
事
者
証
の
様
式
は
、
様
式
第

二
の
と
お
り
と
す
る
。

10
　
法
第
九
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
又
は
従
事

者
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
、
交
付
を
受
け
た
環
境
大
臣
又
は
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
許
可
証
又
は
従
事
者
証
の
番
号

三
　
許
可
証
若
し
く
は
従
事
者
証
を
亡
失
し
、
又
は
許

可
証
若
し
く
は
従
事
者
証
が
滅
失
し
た
事
情

11
　
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
住
所
又
は
氏

名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
又
は
代
表
者
の
氏
名
）
を
変
更
し
た
と
き
は
、
二

週
間
以
内
に
そ
の
旨
を
交
付
を
受
け
た
環
境
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12
　
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
法
人
は
、
従
事
者
証
に
記

載
さ
れ
た
者
の
住
所
又
は
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

は
、
二
週
間
以
内
に
そ
の
旨
を
交
付
を
受
け
た
環
境
大

臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

13
　
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
亡
失
し
た

と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
交
付
を

受
け
た
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
項
の
申
請
を
し
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

14
　
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
法
人
は
、
従
事
者
証
を
亡

失
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く

そ
の
旨
を
交
付
を
受
け
た
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
項

の
申
請
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

15
　
許
可
証
又
は
従
事
者
証
は
、
法
第
九
条
第
十
一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

1



と
な
っ
た
場
合
は
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
っ
た
場
合
は
速
や
か
に
、
交
付
を
受
け
た
環
境

大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

16
　
法
第
九
条
第
十
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
猟
具

は
、
網
、
わ
な
及
び
つ
り
ば
り
又
は
と
り
も
ち
を
使
用

し
た
猟
具
と
す
る
。

17
　
法
第
九
条
第
十
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県

知
事
名
、
許
可
の
有
効
期
間
、
許
可
証
の
番
号
及
び
捕

獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
又
は
採
取
等
を
し
よ
う
と

す
る
鳥
類
の
卵
の
種
類
と
す
る
。

18
　
前
項
の
事
項
は
、
金
属
製
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

標
識
に
、
一
字
の
大
き
さ
が
縦
一
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
、
横
一
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
文
字
で

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

19
　
法
第
九
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
鳥
獣

の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
を
し
た
場
所
、
そ

の
捕
獲
等
を
し
た
鳥
獣
又
は
採
取
等
を
し
た
鳥
類
の
卵

の
種
類
別
の
員
数
及
び
処
置
の
概
要
に
つ
い
て
行
う
も

の
と
す
る
。

（
生
態
系
の
保
護
又
は
住
民
の
安
全
の
確
保
若
し
く
は

静
穏
の
保
持
が
特
に
必
要
な
区
域
）

第
八
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
区

域
は
、
前
条
第
一
項
第
七
号
ハ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る

区
域
と
す
る
。

（
捕
獲
等
を
す
る
期
間
）

第
九
条
　
法
第
十
一
条
第
二
項
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
捕

獲
等
を
す
る
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
と
す

る
。

区
域

狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
期
間

北
海
道

以
外
の

区
域

毎
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
翌
年
二
月
十
五
日
ま

で
（
猟
区
の
区
域
内
に
お
い
て
は
、
毎
年
十
月

十
五
日
か
ら
翌
年
三
月
十
五
日
ま
で
）

北
海
道

の
区
域

毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

（
猟
区
の
区
域
内
に
お
い
て
は
、
毎
年
九
月
十
五

日
か
ら
翌
年
二
月
末
日
ま
で
）

（
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
又
は
制
限
）

第
十
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
大
臣
が
禁

止
す
る
捕
獲
等
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
狩

猟
鳥
獣
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区

域
内
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
内
に
お
い
て
行

う
捕
獲
等
と
す
る
。

対
象
狩
猟
鳥
獣

捕
獲
等
を
禁
止
す
る
区

域

捕

獲

等

を

禁

止

す

る

期

間

Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ

ｕ
ｓ
　
ｓ
ｏ
ｅ
ｍ
ｍ

ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｉ

（
ヤ
マ
ド
リ
）
（
Ｓ
ｙ

ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ

　
ｓ
ｏ
ｅ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ

ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｉ
　
ｉ

ｊ
ｉ
ｍ
ａ
ｅ
（
亜
種

コ
シ
ジ
ロ
ヤ
マ
ド
リ
）

を
除
く
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
雌
及
び
Ｐ
ｈ
ａ
ｓ

ｉ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｏ

ｌ

ｃ

ｈ

ｉ

ｃ

ｕ

ｓ

（
キ
ジ
）
の
雌
（
Ｐ
ｈ

ａ
ｓ
ｉ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
　

ｃ
ｏ
ｌ
ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ｕ

ｓ
　
ｋ
ａ
ｒ
ｐ
ｏ
ｗ

ｉ
（
亜
種
コ
ウ
ラ
イ

キ
ジ
）
を
除
く
。
）

全
国
の
区
域
（
Ｓ
ｙ
ｒ

ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ

ｏ
ｅ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｎ

ｇ
ｉ
ｉ
（
ヤ
マ
ド
リ
）

の
雌
に
あ
っ
て
は
放
鳥

獣
を
さ
れ
た
Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ

ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｏ

ｅ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ

ｉ
ｉ
（
ヤ
マ
ド
リ
）
の

雌
の
捕
獲
を
目
的
に
含

む
放
鳥
獣
猟
区
の
区
域

を
除
き
、
Ｐ
ｈ
ａ
ｓ
ｉ

ａ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｏ
ｌ
ｃ

ｈ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
（
キ
ジ
）

の
雌
に
あ
っ
て
は
放
鳥

獣
を
さ
れ
た
Ｐ
ｈ
ａ
ｓ

ｉ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｏ
ｌ

ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
（
キ

ジ
）
の
雌
の
捕
獲
を
目

的
に
含
む
放
鳥
獣
猟
区

の
区
域
を
除
く
。
）

令

和

四

年

九

月

十

五

日

か

ら

令

和

九

年

九

月

十

四

日

ま

で

Ｈ
ｙ
ｐ
ｓ
ｉ
ｐ
ｅ
ｔ

ｅ
ｓ
　
ａ
ｍ
ａ
ｕ
ｒ

ｏ
ｔ
ｉ
ｓ
（
ヒ
ヨ
ド

リ
）

東
京
都
小
笠
原
村
、
鹿

児
島
県
奄
美
市
及
び
大

島
郡
並
び
に
沖
縄
県
の

区
域

令

和

四

年

九

月

十

五

日

か

ら

令

和

九

年

九

月

十

四

日

ま

で

Ｕ
ｒ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｈ

ｉ
ｂ
ｅ
ｔ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ

（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
）

三
重
県
、
奈
良
県
、
和

歌
山
県
、
島
根
県
、
広

島
県
、
山
口
県
、
徳
島

県
、
香
川
県
、
愛
媛
県

、
高
知
県
の
区
域

令

和

四

年

九

月

十

五

日

か

ら

令

和

九

年

九

月

十

四

日

ま

で

Ｔ
ａ
ｍ
ｉ
ａ
ｓ
　
ｓ

ｉ
ｂ
ｉ
ｒ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ

（
シ
マ
リ
ス
）

北
海
道
の
区
域

令

和

四

年

九

月

十

五

日

か

ら

令

和

九

年

九

月

十

四

日

ま

で

２
　
法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
制
限
す

る
捕
獲
等
の
数
の
一
日
当
た
り
の
上
限
は
、
猟
区
の
区

域
外
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
狩
猟

鳥
獣
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
羽
数

又
は
頭
数
と
す
る
。

対
象
狩
猟
鳥
獣

羽
数
又
は
頭

数

Ｔ
ｅ
ｔ
ｒ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｂ
ｏ
ｎ
ａ
ｓ
ｉ

ａ
（
エ
ゾ
ラ
イ
チ
ョ
ウ
）

二
羽

Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｏ
ｅ
ｍ
ｍ

ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｉ
（
ヤ
マ
ド
リ
）
及
び

Ｐ
ｈ
ａ
ｓ
ｉ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｏ
ｌ
ｃ
ｈ
ｉ

ｃ
ｕ
ｓ
（
キ
ジ
）

合
計
し
て
二

羽

Ｂ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｓ
ｉ
ｃ
ｏ
ｌ
ａ
　
ｔ
ｈ
ｏ
ｒ

ａ
ｃ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｈ
ｏ
ｒ
ａ
ｃ
ｉ
ｃ
ｕ

ｓ
（
コ
ジ
ュ
ケ
イ
）

五
羽

Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｆ
ａ
ｌ
ｃ
ａ
ｔ
ａ
（
ヨ
シ
ガ

モ
）
、
Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｐ
ｅ
ｎ
ｅ
ｌ
ｏ
ｐ
ｅ

（
ヒ
ド
リ
ガ
モ
）
、
Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｐ
ｌ
ａ
ｔ

ｙ
ｒ
ｈ
ｙ
ｎ
ｃ
ｈ
ｏ
ｓ
（
マ
ガ
モ
）
、
Ａ
ｎ

ａ
ｓ
　
ｚ
ｏ
ｎ
ｏ
ｒ
ｈ
ｙ
ｎ
ｃ
ｈ
ａ
（
カ

ル
ガ
モ
）
、
Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｃ
ｌ
ｙ
ｐ
ｅ
ａ
ｔ

ａ
（
ハ
シ
ビ
ロ
ガ
モ
）
、
Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ａ
ｃ

ｕ
ｔ
ａ
（
オ
ナ
ガ
ガ
モ
）
、
Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｃ

ｒ
ｅ
ｃ
ｃ
ａ
（
コ
ガ
モ
）
、
Ａ
ｙ
ｔ
ｈ
ｙ

ａ
　
ｆ
ｅ
ｒ
ｉ
ｎ
ａ
（
ホ
シ
ハ
ジ
ロ
）
、
Ａ

ｙ
ｔ
ｈ
ｙ
ａ
　
ｆ
ｕ
ｌ
ｉ
ｇ
ｕ
ｌ
ａ
（
キ

ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ
）
、
Ａ
ｙ
ｔ
ｈ
ｙ
ａ
　
ｍ
ａ

ｒ
ｉ
ｌ
ａ
（
ス
ズ
ガ
モ
）
及
び
Ｍ
ｅ
ｌ
ａ

ｎ
ｉ
ｔ
ｔ
ａ
　
ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
ａ

（
ク
ロ
ガ
モ
）

合
計
し
て
五

羽
（
た
だ
し

、
網
を
使
用

す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

法
第
十
一
条

第
二
項
に
基

づ
き
環
境
大

臣
の
定
め
る

狩
猟
鳥
獣
の

捕
獲
等
を
す

る
期
間
ご
と

に
合
計
し
て

二
百
羽
）

Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｐ
ｔ
ｏ
ｐ
ｅ
ｌ
ｉ
ａ
　
ｏ
ｒ
ｉ

ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
（
キ
ジ
バ
ト
）

十
羽

Ｓ
ｃ
ｏ
ｌ
ｏ
ｐ
ａ
ｘ
　
ｒ
ｕ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
ｏ

ｌ
ａ
（
ヤ
マ
シ
ギ
）
及
び
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ

ａ
ｇ
ｏ
　
ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ａ
ｇ
ｏ
（
タ
シ

ギ
）

合
計
し
て
五

羽

３
　
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
環
境
大
臣
が
禁
止
す

る
猟
法
は
、
次
に
掲
げ
る
猟
法
と
す
る
。

一
　
Ｌ
ｅ
ｐ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｉ
ｍ
ｉ
ｄ
ｕ
ｓ
（
ユ
キ
ウ
サ

ギ
）
及
び
Ｌ
ｅ
ｐ
ｕ
ｓ
　
ｂ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｙ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ

（
ノ
ウ
サ
ギ
）
以
外
の
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
を

す
る
た
め
、
は
り
網
を
使
用
す
る
方
法
（
人
が
操
作

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
り
網
を
動
か
し
て
捕
獲
等
を

す
る
方
法
を
除
く
。
）

二
　
口
径
の
長
さ
が
十
番
の
銃
器
又
は
こ
れ
よ
り
口
径

の
長
い
銃
器
を
使
用
す
る
方
法

三
　
飛
行
中
の
飛
行
機
若
し
く
は
運
行
中
の
自
動
車
又

は
五
ノ
ッ
ト
以
上
の
速
力
で
航
行
中
の
モ
ー
タ
ー
ボ

ー
ト
の
上
か
ら
銃
器
を
使
用
す
る
方
法

四
　
構
造
の
一
部
と
し
て
三
発
以
上
の
実
包
を
充
て
ん

す
る
こ
と
が
で
き
る
弾
倉
の
あ
る
散
弾
銃
を
使
用
す

る
方
法

五
　
装
薬
銃
で
あ
る
ラ
イ
フ
ル
銃
（
Ｕ
ｒ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ａ

ｒ
ｃ
ｔ
ｏ
ｓ
（
ヒ
グ
マ
）
、
Ｕ
ｒ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｈ
ｉ

ｂ
ｅ
ｔ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
）
、
Ｓ
ｕ
ｓ
　

ｓ
ｃ
ｒ
ｏ
ｆ
ａ
（
イ
ノ
シ
シ
）
及
び
Ｃ
ｅ
ｒ
ｖ
ｕ

ｓ
　
ｎ
ｉ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
（
ニ
ホ
ン
ジ
カ
）
に
あ
っ
て

は
、
口
径
の
長
さ
が
五
・
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

ラ
イ
フ
ル
銃
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
方
法

六
　
空
気
散
弾
銃
を
使
用
す
る
方
法

七
　
同
時
に
三
十
一
以
上
の
わ
な
を
使
用
す
る
方
法

八
　
鳥
類
並
び
に
Ｕ
ｒ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｒ
ｃ
ｔ
ｏ
ｓ
（
ヒ

グ
マ
）
及
び
Ｕ
ｒ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｈ
ｉ
ｂ
ｅ
ｔ
ａ
ｎ
ｕ

ｓ
（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
）
の
捕
獲
等
を
す
る
た
め
、
わ

な
を
使
用
す
る
方
法

九
　
Ｓ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｃ
ｒ
ｏ
ｆ
ａ
（
イ
ノ
シ
シ
）
及
び
Ｃ

ｅ
ｒ
ｖ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ｉ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
（
ニ
ホ
ン
ジ
カ
）
の

捕
獲
等
を
す
る
た
め
、
く
く
り
わ
な
（
輪
の
直
径
が

十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
、
締
付
け
防

止
金
具
が
装
着
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
よ
り
も
ど
し

が
装
着
さ
れ
て
い
な
い
も
の
又
は
ワ
イ
ヤ
ー
の
直
径

が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、

お
し
又
は
と
ら
ば
さ
み
を
使
用
す
る
方
法

十
　
Ｕ
ｒ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｒ
ｃ
ｔ
ｏ
ｓ
（
ヒ
グ
マ
）
、
Ｕ

ｒ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｈ
ｉ
ｂ
ｅ
ｔ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
（
ツ
キ
ノ
ワ

グ
マ
）
、
Ｓ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｃ
ｒ
ｏ
ｆ
ａ
（
イ
ノ
シ
シ
）

及
び
Ｃ
ｅ
ｒ
ｖ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ｉ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
（
ニ
ホ
ン
ジ

カ
）
以
外
の
獣
類
の
捕
獲
等
を
す
る
た
め
、
く
く
り

わ
な
（
輪
の
直
径
が
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
も
の
又
は
締
付
け
防
止
金
具
が
装
着
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
限
る
。
）
、
お
し
又
は
と
ら
ば
さ
み
を
使
用

す
る
方
法

十
一
　
つ
り
ば
り
又
は
と
り
も
ち
を
使
用
す
る
方
法

十
二
　
矢
を
使
用
す
る
方
法

十
三
　
犬
に
咬
み
つ
か
せ
る
こ
と
の
み
に
よ
り
捕
獲
等

を
す
る
方
法
又
は
犬
に
咬
み
つ
か
せ
て
狩
猟
鳥
獣
の

動
き
を
止
め
若
し
く
は
鈍
ら
せ
、
法
定
猟
法
以
外
の

方
法
に
よ
り
捕
獲
等
を
す
る
方
法

十
四
　
キ
ジ
笛
を
使
用
す
る
方
法

2



十
五
　
Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｏ
ｅ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ

ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｉ
（
ヤ
マ
ド
リ
）
及
び
Ｐ
ｈ
ａ
ｓ
ｉ
ａ

ｎ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｏ
ｌ
ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
（
キ
ジ
）
の
捕
獲

等
を
す
る
た
め
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
等
電
気
音
響

機
器
を
使
用
す
る
方
法

（
捕
獲
等
の
禁
止
等
）

第
十
一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
及

び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
の

禁
止
若
し
く
は
制
限
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
捕
獲

等
の
禁
止
等
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
内
容
の
変
更
を

行
お
う
と
す
る
場
合
は
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
届
出
書

を
、
捕
獲
等
の
禁
止
等
の
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

は
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
捕
獲
等
の
禁
止
等
を
行
う
区

域
及
び
そ
の
位
置
を
示
す
図
面
並
び
に
法
第
十
二
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
四
項
及
び
法
第

七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
合
議
制
機
関
へ
の
諮
問
に

対
す
る
答
申
の
写
し
及
び
意
見
聴
取
に
係
る
調
書
そ
の

他
の
環
境
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
参
考
と
な
る
資
料
を

添
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
捕
獲
等
の
禁
止
等
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
若
し

く
は
そ
の
内
容
の
変
更
を
行
お
う
と
す
る
場
合
又
は
捕

獲
等
の
禁
止
等
の
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

環
境
大
臣
が
限
定
し
た
期
間
の
延
長
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
狩
猟
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
延
長
」

と
い
う
。
）
若
し
く
は
そ
の
期
間
の
変
更
を
行
お
う
と

す
る
場
合
又
は
狩
猟
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
延

長
の
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
法
第
十
二
条

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
狩
猟
鳥
獣
の

捕
獲
等
の
禁
止
若
し
く
は
制
限
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
限
定
し
た
期
間
の
延
長
」

と
、
「
捕
獲
等
の
禁
止
等
」
と
あ
る
の
は
「
狩
猟
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
延
長
」
と
、
第
二
項
中
「
捕

獲
等
の
禁
止
等
」
と
あ
る
の
は
「
狩
猟
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
期
間
の
延
長
」
と
、
「
法
第
十
二
条
第
六
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
承
認
の
申
請
等
）

第
十
一
条
の
二
　
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
制

限
は
、
当
該
制
限
を
行
う
区
域
の
名
称
及
び
期
間
並
び

に
承
認
す
る
者
の
数
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
二
条
第
三
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
承
認
の
申
請
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
狩
猟
者
登
録
証
の
写
し

を
添
え
て
、
こ
れ
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
環
境
大
臣
又
は
都
道
府

県
知
事
が
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
つ
き
あ
ら
か

じ
め
承
認
を
受
け
る
べ
き
旨
の
制
限
を
し
た
区
域
の

名
称

三
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
種
類

四
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

４
　
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
の
申
請

を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
前
項
の
申
請
書
の
ほ
か
必

要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
二
条
第

三
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
承
認
証
を
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
前
項
の
承
認
証
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
承
認

証
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
様
式
第
二
の
二
の
と
お

り
と
す
る
。

７
　
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
を
亡
失

し
、
又
は
承
認
証
が
滅
失
し
た
と
き
は
、
承
認
証
の
交

付
を
受
け
た
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
申
請
を

し
て
、
承
認
証
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
承
認
証
の
番
号

三
　
承
認
証
を
亡
失
し
、
又
は
承
認
証
が
滅
失
し
た

事
情

９
　
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
住
所
又
は
氏

名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
そ
の
旨
を
交

付
を
受
け
た
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10
　
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
亡
失
し
た

と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
交
付
を

受
け
た
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
七
項
の
申
請
を
し
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
農
業
又
は
林
業
の
事
業
活
動
に
伴
い
捕
獲
等
又
は
採

取
等
を
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
鳥
獣
又
は
鳥
類
の

卵
）

第
十
二
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る

鳥
獣
又
は
鳥
類
の
卵
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
鳥
獣
と
す

る
。

科
名

種
名

動
物
界

哺
乳
綱

（
一
）
　
も
ぐ
ら
目

も
ぐ
ら
科
も
ぐ
ら
科
全
種

（
二
）
　
ね
ず
み
目

ね
ず
み
科
ね
ず
み
科
全
種
（
Ｒ
ａ
ｔ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ｏ
ｒ

ｖ
ｅ
ｇ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
（
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
）
、
Ｒ
ａ
ｔ

ｔ
ｕ
ｓ
　
ｒ
ａ
ｔ
ｔ
ｕ
ｓ
（
ク
マ
ネ
ズ
ミ
）

及
び
Ｍ
ｕ
ｓ
　
ｍ
ｕ
ｓ
ｃ
ｕ
ｌ
ｕ
ｓ
（
ハ
ツ

カ
ネ
ズ
ミ
）
を
除
く
。
）

備
考

括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す
る
和
名

で
あ
る
。

（
農
業
又
は
林
業
の
事
業
活
動
に
伴
い
捕
獲
等
又
は
採

取
等
を
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
鳥
獣
の
捕
獲
等
）

第
十
三
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大

臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
要
し
な
い
捕
獲
等
又

は
採
取
等
は
、
農
業
又
は
林
業
の
事
業
活
動
に
伴
い
や

む
を
得
ず
す
る
捕
獲
等
又
は
採
取
等
と
す
る
。

（
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
の
結
果
の
報
告
）

第
十
三
条
の
二
　
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
は
、
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
し
た
場
所
、
そ
の
捕
獲

等
を
し
た
鳥
獣
の
種
類
別
の
員
数
及
び
処
置
の
概
要
に

つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
国
の
機
関
に
よ
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
実

施
）

第
十
三
条
の
三
　
法
第
十
四
条
の
二
第
五
項
前
段
の
規
定

に
よ
る
国
の
機
関
が
実
施
す
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等

事
業
は
、
国
の
機
関
が
管
理
す
る
区
域
内
に
お
い
て
、

当
該
国
の
機
関
が
当
該
区
域
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る

国
の
機
関
の
確
認
）

第
十
三
条
の
四
　
法
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
国
の
機
関
は
、
実
施
し
よ

う
と
す
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
つ
い
て
法
第

十
四
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
実
施
区
域
を
明
ら
か
に
し
た

図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
国
の
機
関
に
対
し
同
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
図

面
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
国
の
機
関
が
実
施
す
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業

の
結
果
の
通
知
）

第
十
三
条
の
五
　
法
第
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
は
、
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
し
た
場
所
、
そ
の
捕
獲

等
を
し
た
鳥
獣
の
種
類
別
の
員
数
、
処
置
の
概
要
そ
の

他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
を
委
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
）

第
十
三
条
の
六
　
法
第
十
四
条
の
二
第
七
項
の
環
境
省
令

で
定
め
る
者
は
、
法
人
で
あ
っ
て
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等

事
業
者
と
同
等
以
上
の
技
能
及
び
知
識
並
び
に
安
全
管

理
を
図
る
た
め
の
体
制
を
有
し
、
委
託
し
よ
う
と
す
る

指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
を
適
正
か
つ
効
率
的
に
実

施
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
鳥
獣
の
放
置
が

認
め
ら
れ
る
場
合
）

第
十
三
条
の
七
　
法
第
十
四
条
の
二
第
八
項
第
一
号
の
環

境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
捕
獲
等
を
し
た
鳥
獣
を
当

該
捕
獲
等
を
し
た
場
所
に
放
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
が
特
に
効
果
的
に
行
わ
れ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
銃
猟
に
あ
っ
て
は

非
鉛
弾
を
使
用
し
、
放
置
し
た
鳥
獣
又
は
放
置
し
た
鳥

獣
が
誘
引
し
た
鳥
獣
等
に
よ
り
生
態
系
、
住
民
の
安

全
、
生
活
環
境
又
は
地
域
の
産
業
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
な
い
と
き
と
す
る
。

（
夜
間
銃
猟
に
係
る
確
認
等
）

第
十
三
条
の
八
　
法
第
十
四
条
の
二
第
八
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等

事
業
者
は
、
次
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
四
条
の
二
第
八
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
夜
間
銃
猟
の
実
施
日
時

二
　
夜
間
銃
猟
の
実
施
区
域

三
　
夜
間
銃
猟
の
実
施
方
法
及
び
実
施
体
制

四
　
夜
間
銃
猟
を
す
る
者

五
　
住
民
の
安
全
の
確
保
の
た
め
に
特
に
必
要
な
措
置

及
び
周
辺
地
域
へ
の
注
意
喚
起
の
方
法

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
夜
間
銃
猟
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
を
明
ら
か
に
し

た
図
面

二
　
射
撃
場
所
、
射
撃
方
向
そ
の
他
夜
間
銃
猟
の
安
全

性
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
し

た
図
面

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
対
し
同
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
図
面
の
ほ

か
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
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（
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
従
事
す
る
者
に
対
す

る
従
事
者
証
の
交
付
の
申
請
等
）

第
十
三
条
の
九
　
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に

よ
る
従
事
者
証
の
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

二
　
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
実
施
期
間
及
び
実

施
区
域

三
　
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
従
事
す
る
者
の
住

所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
に
対
し
同
項
の
申
請
書
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
法
第
九
条
第
八
項
の
従
事
者
証
の
様
式

は
、
様
式
第
二
の
三
の
と
お
り
と
す
る
。

４
　
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
法
第
九
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
従
事
者

証
の
再
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
、
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

二
　
従
事
者
証
の
番
号

三
　
従
事
者
証
を
亡
失
し
、
又
は
従
事
者
証
が
滅
失
し

た
事
情

５
　
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受

け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
者
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
、
名
称
又
は
代
表
者
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、

二
週
間
以
内
に
そ
の
旨
を
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知

事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受

け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
者
は
、
従
事
者
証
に
記
載
さ
れ

た
者
の
住
所
又
は
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
二

週
間
以
内
に
そ
の
旨
を
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受

け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
者
は
、
従
事
者
証
を
亡
失
し
た

者
が
あ
る
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の
旨

を
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
項
の
申
請
を
し
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８
　
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
法
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
従
事
者

証
は
、
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
法
第
九
条
第
十
一
項
第
三
号
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
三

十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
十
四
条
の
二

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
九

条
第
十
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

は
速
や
か
に
、
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
返
納

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る

法
第
九
条
第
十
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
猟
具
は
、

網
及
び
わ
な
と
す
る
。

10
　
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る

法
第
九
条
第
十
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
名
（
法
第

十
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者

に
あ
っ
て
は
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県

知
事
名
及
び
委
託
し
た
都
道
府
県
又
は
国
の
機
関
の
名

称
）
、
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
実
施
期
間
及
び

捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
の
種
類
と
す
る
。

11
　
前
項
の
事
項
は
、
金
属
製
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

標
識
に
、
一
字
の
大
き
さ
が
縦
一
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
、
横
一
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
文
字
で

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
指
定
の
届
出
）

第
十
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
指
定
猟
法
の
種
類

二
　
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
名
称

三
　
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
区
域

四
　
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
区
域
に
編
入
し
よ
う
と
す

る
土
地
及
び
水
面
の
面
積

五
　
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
存
続
期
間

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
区
域
又

は
存
続
期
間
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
そ
の
内

容
を
、
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
の
解
除
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
は
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
環
境

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
届
出
書
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条

第
二
項
中
「
捕
獲
等
の
禁
止
等
を
行
う
」
と
あ
る
の
は

「
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
指
定
猟
法
の
許
可
の
申
請
等
）

第
十
五
条
　
法
第
十
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
許
可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
指
定
猟
法
の
種
類

三
　
前
号
の
指
定
猟
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由

四
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
目
的
、
期
間
及
び
区
域

五
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
の
種
類
及
び
数
量

六
　
学
術
研
究
を
目
的
と
し
て
、
捕
獲
等
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
研
究
の
事
項
及
び
方
法

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
区

域
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請

を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
同
項
の
申
請
書
及
び
前
項

の
図
面
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
十
五
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
法
第
九
条
第
七
項
の
指
定
猟
法
許
可
証
の
様
式

は
、
様
式
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

５
　
法
第
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
猟
法
許
可

証
の
再
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
、
交
付
を
受
け
た
環
境
大
臣
又
は
都
道
府

県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
指
定
猟
法
許
可
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

三
　
指
定
猟
法
許
可
証
を
亡
失
し
、
又
は
指
定
猟
法
許

可
証
が
滅
失
し
た
事
情

６
　
指
定
猟
法
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
氏

名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
そ

の
旨
を
交
付
を
受
け
た
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
指
定
猟
法
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を

亡
失
し
た
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の
旨

を
交
付
を
受
け
た
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
項
の
申
請

を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８
　
指
定
猟
法
許
可
証
は
、
法
第
十
五
条
第
九
項
第
一
号

又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
そ
の

日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

に
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は

速
や
か
に
、
交
付
を
受
け
た
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県

知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
標
識
）

第
十
六
条
　
法
第
十
五
条
第
十
四
項
の
指
定
猟
法
禁
止
区

域
の
標
識
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
様
式
第
四
の
と
お

り
と
す
る
。

（
使
用
禁
止
猟
具
）

第
十
七
条
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る

猟
具
は
、
か
す
み
網
と
す
る
。

（
使
用
禁
止
猟
具
の
販
売
又
は
頒
布
の
届
出
）

第
十
八
条
　
法
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、

当
該
使
用
禁
止
猟
具
が
輸
出
用
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
環
境
大
臣
に
提
出
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
届
出
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
使
用
禁
止
猟
具
の
種
類
並
び
に
構
造
及
び
材
質
の

概
要

三
　
販
売
又
は
頒
布
（
以
下
「
販
売
等
」
と
い
う
。
）

の
相
手
方
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

（
相
手
方
が
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
販
売

等
の
時
期

四
　
販
売
等
の
数
量

五
　
輸
出
の
仕
向
地
及
び
時
期

（
適
切
な
処
理
が
困
難
な
場
合
又
は
生
態
系
に
影
響
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
軽
微
で
あ
る
場
合
）

第
十
九
条
　
法
第
十
八
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
地
形
、
地
質
、
積
雪
そ
の
他
の
捕
獲
等
又
は
採
取

等
を
し
た
者
の
責
め
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
要
因

に
よ
り
、
捕
獲
等
を
し
た
鳥
獣
又
は
採
取
等
を
し
た

鳥
類
の
卵
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
困
難
で
、
か
つ
、
こ

れ
ら
を
生
態
系
に
大
き
な
影
響
を
与
え
な
い
方
法
で

埋
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二
　
過
失
が
な
く
て
捕
獲
等
を
し
た
鳥
獣
の
行
方
を
確

知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

三
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
捕
獲
等
を
し

た
鳥
獣
又
は
採
取
等
を
し
た
鳥
類
の
卵
を
農
地
又
は

林
地
に
放
置
す
る
場
合

四
　
漁
業
活
動
に
伴
っ
て
意
図
せ
ず
捕
獲
等
を
し
た
鳥

獣
を
、
当
該
捕
獲
等
を
し
た
場
所
で
放
出
す
る
場
合

（
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
認
定
の
申
請
等
）

第
十
九
条
の
二
　
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

申
請
書
は
、
法
第
十
八
条
の
二
の
認
定
（
以
下
単
に

「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
主
た
る

事
業
所
の
所
在
地
又
は
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
す
る

鳥
獣
の
捕
獲
等
を
実
施
す
る
主
た
る
地
域
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
　
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証

明
書

二
　
役
員
（
代
表
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
次

条
に
規
定
す
る
事
業
管
理
責
任
者
（
以
下
「
役
員

等
」
と
い
う
。
）
の
住
所
、
本
籍
、
氏
名
、
生
年
月

日
及
び
役
職
を
記
載
し
た
名
簿

三
　
次
条
に
規
定
す
る
事
業
管
理
責
任
者
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
書
類

イ
　
次
条
に
規
定
す
る
事
業
管
理
責
任
者
が
申
請
者

の
役
員
で
あ
る
場
合
（
ロ
に
掲
げ
る
場
合
を
除

く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類

ロ
　
申
請
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
条
に
規
定
す
る
事
業
管
理
責
任
者
が
当

該
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
類

ハ
　
イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
雇
用
契

約
書
の
写
し
そ
の
他
申
請
者
の
次
条
に
規
定
す
る

事
業
管
理
責
任
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る

書
類

四
　
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
実
施
に
係
る
安
全
管
理
規
程

（
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
基
準
に
適
合

す
る
旨
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
夜
間
銃
猟
の
実
施
に
係
る
安
全
管
理
規
程
を
含

む
。
）

五
　
次
条
に
規
定
す
る
事
業
管
理
責
任
者
が
第
十
九
条

の
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
実

施
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
面

六
　
次
条
に
規
定
す
る
事
業
管
理
責
任
者
及
び
鳥
獣
捕

獲
等
事
業
に
お
い
て
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
従
事
す
る
者

（
以
下
「
捕
獲
従
事
者
」
と
い
う
。
）
の
狩
猟
免
状
の

写
し

七
　
銃
器
を
使
用
し
て
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
銃
器
の
所
持
に
つ
い
て

捕
獲
従
事
者
が
現
に
受
け
て
い
る
銃
砲
刀
剣
類
所
持

等
取
締
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係

る
許
可
証
の
写
し
（
当
該
許
可
が
同
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
銃
砲
刀

剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
に
定

め
る
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出
済
証
明
書
の

写
し
を
含
む
。
）

八
　
次
条
に
規
定
す
る
事
業
管
理
責
任
者
及
び
捕
獲
従

事
者
が
受
講
し
た
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
六
号
に

定
め
る
知
識
を
含
む
救
命
講
習
の
修
了
証
の
写
し
又

は
こ
れ
に
類
す
る
書
類

九
　
次
条
に
規
定
す
る
事
業
管
理
責
任
者
及
び
捕
獲
従

事
者
が
受
講
し
た
次
に
掲
げ
る
講
習
の
修
了
証
の
写

し
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
並
び
に
講
習
の
内

容
及
び
時
間
を
記
し
た
書
類
（
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

講
習
を
修
了
し
た
者
と
同
等
の
知
識
及
び
技
能
を
有

す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
）

イ
　
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
夜
間
銃
猟
を
除
く
。
）
を
す

る
際
の
安
全
管
理
に
関
す
る
講
習
（
以
下
「
安
全

管
理
講
習
」
と
い
う
。
）

ロ
　
適
正
か
つ
効
率
的
に
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
た

め
に
必
要
な
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
講
習
（
以

下
「
技
能
知
識
講
習
」
と
い
う
。
）

ハ
　
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
基
準
に
適

合
す
る
旨
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
夜
間
銃
猟
を
す
る
際
の
安
全
管
理
に
関

す
る
講
習
（
以
下
「
夜
間
銃
猟
安
全
管
理
講
習
」

と
い
う
。
）

十
　
夜
間
銃
猟
を
す
る
捕
獲
従
事
者
の
技
能
が
第
十
九

条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を

証
す
る
書
類

十
一
　
第
十
九
条
の
七
に
規
定
す
る
研
修
に
関
す
る
計

画
書

十
二
　
第
十
九
条
の
八
第
一
号
に
規
定
す
る
実
績
に
関

す
る
書
類
（
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
発
注
者
の
氏
名
又
は

名
称
、
鳥
獣
の
種
類
、
実
施
期
間
、
実
施
区
域
、
捕

獲
等
の
方
法
及
び
捕
獲
数
を
記
し
た
書
類
並
び
に
申

請
前
三
年
以
内
に
実
施
し
た
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
お
い

て
発
生
し
た
全
て
の
事
故
に
関
す
る
報
告
書
を
含

む
。
）

十
三
　
役
員
等
が
第
十
九
条
の
八
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま

で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
四
　
第
十
九
条
の
八
第
四
号
に
規
定
す
る
損
害
保
険

契
約
書
の
写
し

十
五
　
申
請
者
が
法
第
十
八
条
の
四
各
号
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

対
し
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
管
理
責
任
者
の
選
任
）

第
十
九
条
の
三
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
鳥
獣

捕
獲
等
事
業
の
実
施
に
係
る
安
全
管
理
を
図
る
た
め
の

体
制
の
確
保
及
び
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
従
事
す
る
者

（
以
下
「
事
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
研
修
に

関
す
る
責
任
者
（
以
下
「
事
業
管
理
責
任
者
」
と
い

う
。
）
を
、
自
己
の
役
員
又
は
雇
用
す
る
者
（
認
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
職
員
）
の
中
か
ら
選
任
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
安
全
管
理
体
制
に
係
る
認
定
基
準
等
）

第
十
九
条
の
四
　
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
環

境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
鳥
獣
捕
獲
等
事
業

の
実
施
に
係
る
安
全
管
理
規
程
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
実
施
時
の
連
絡
体
制
図

（
緊
急
時
の
連
絡
方
法
を
含
む
。
）

ロ
　
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
を
実
施
す
る
際
の
安
全
の
確

保
の
た
め
の
配
慮
事
項
（
第
六
号
に
定
め
る
知
識

を
有
す
る
捕
獲
従
事
者
の
配
置
に
関
す
る
事
項
を

含
む
。
）

ハ
　
猟
具
の
定
期
的
な
点
検
計
画
及
び
安
全
な
取
扱

い
に
関
す
る
事
項

ニ
　
銃
器
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
（
１
）
及

び
（
２
）
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
射
撃
場
に
お
け
る
射
撃
を
捕
獲
従
事
者
（
麻

酔
銃
の
み
を
使
用
す
る
者
を
除
く
。
）
に
一
年

間
に
二
回
以
上
実
施
さ
せ
る
こ
と
に
関
す
る

事
項

（２）
　
銃
器
の
保
管
及
び
使
用
に
関
す
る
事
項
（
捕

獲
従
事
者
が
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第

五
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
事
業
に
対

す
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
ラ
イ
フ
ル
銃
に
よ

る
獣
類
の
捕
獲
を
必
要
と
す
る
者
と
し
て
ラ
イ

フ
ル
を
所
持
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ラ

イ
フ
ル
銃
の
保
管
及
び
使
用
に
関
す
る
事
項
を

含
む
。
）

ホ
　
事
業
従
事
者
の
心
身
の
健
康
状
態
の
把
握
に
関

す
る
事
項
（
視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力
の
把
握

に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）

ヘ
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

二
　
事
業
管
理
責
任
者
に
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ

る
こ
と
。

イ
　
前
号
に
規
定
す
る
安
全
管
理
規
程
に
つ
い
て
、

随
時
必
要
な
改
善
を
図
る
こ
と
。

ロ
　
前
号
に
規
定
す
る
安
全
管
理
規
程
を
は
じ
め
と

す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
実
施
に
係
る
安
全
管
理

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
従
事
者
へ
の
周

知
を
徹
底
し
、
遵
守
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
事
業
管
理
責
任
者
に
あ
っ
て
は
認
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
お
い
て
用
い
る
猟
法
の

種
類
に
応
じ
た
狩
猟
免
許
を
、
捕
獲
従
事
者
に
あ
っ

て
は
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
等

の
う
ち
自
ら
が
従
事
す
る
も
の
に
お
い
て
用
い
る
猟

法
に
係
る
狩
猟
免
許
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

四
　
銃
器
を
使
用
し
て
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
銃
器
を
使
用
す
る
捕
獲
従
事
者
が
前
号

の
狩
猟
免
許
の
種
類
に
応
じ
た
銃
器
を
所
持
し
て
い

る
こ
と
。

五
　
事
業
管
理
責
任
者
及
び
捕
獲
従
事
者
が
、
安
全
管

理
講
習
と
し
て
、
安
全
管
理
に
必
要
な
法
令
、
事
故

の
防
止
、
住
民
の
安
全
の
確
保
、
猟
具
の
安
全
な
取

扱
い
及
び
定
期
的
な
点
検
に
関
す
る
知
識
等
に
つ
い

て
五
時
間
以
上
の
講
習
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。
た

だ
し
、
当
該
講
習
を
修
了
し
た
者
と
同
等
の
知
識
を

有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

六
　
事
業
管
理
責
任
者
及
び
半
数
以
上
の
捕
獲
従
事
者

が
、
救
急
救
命
に
関
す
る
知
識
（
心
肺
蘇
生
、
外
傷

の
応
急
手
当
、
搬
送
法
等
を
含
む
。
）
を
有
す
る
こ

と
。

２
　
事
業
従
事
者
（
前
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）
は
、
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
講
習
を
修
了
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
従
事
者
（
第
一
項
第
六
号
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）
は
、
第
一
項
第
六
号
に
定
め
る
知
識
を
有
す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
夜
間
銃
猟
を
す
る
際
の
安
全
管
理
体
制
に
係
る
認
定

基
準
等
）

第
十
九
条
の
五
　
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
環

境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
夜
間
銃
猟
の
実
施

に
係
る
安
全
管
理
規
程
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
前
条
第
一
項
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る

事
項

ロ
　
夜
間
銃
猟
を
す
る
際
の
連
絡
体
制
図
（
緊
急
時

の
連
絡
方
法
を
含
む
。
）

ハ
　
夜
間
銃
猟
を
す
る
際
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の

配
慮
事
項
（
前
条
第
一
項
第
六
号
に
定
め
る
知
識

を
有
す
る
捕
獲
従
事
者
の
配
置
に
関
す
る
事
項
及

び
夜
間
銃
猟
を
す
る
際
の
銃
器
の
使
用
に
関
す
る

事
項
を
含
む
。
）

ニ
　
夜
間
銃
猟
を
す
る
際
の
住
民
へ
の
事
前
の
周
知

方
法
、
実
施
区
域
周
辺
に
お
け
る
案
内
、
誘
導
等

の
方
法

ホ
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

二
　
捕
獲
従
事
者
（
夜
間
銃
猟
に
従
事
す
る
者
に
限

る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
夜
間
銃
猟
を
す

る
際
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
技
能
が
、
環
境
大
臣

が
告
示
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

三
　
事
業
管
理
責
任
者
及
び
捕
獲
従
事
者
が
、
夜
間
銃

猟
安
全
管
理
講
習
と
し
て
、
夜
間
銃
猟
を
す
る
際
の

安
全
の
確
保
に
関
す
る
知
識
等
に
つ
い
て
、
五
時
間

以
上
の
講
習
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。

２
　
夜
間
銃
猟
に
携
わ
る
事
業
従
事
者
（
前
項
第
三
号
に

該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
前
項
第
三
号
に
規
定
す

る
講
習
を
修
了
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
技
能
知
識
に
係
る
認
定
基
準
等
）

第
十
九
条
の
六
　
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
三
号
の
環

境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
事
業
管
理
責
任
者
及
び
捕

獲
従
事
者
が
、
技
能
知
識
講
習
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護

又
は
管
理
に
関
連
す
る
法
令
、
科
学
的
か
つ
計
画
的
な

鳥
獣
の
管
理
、
鳥
獣
の
生
態
、
適
正
か
つ
効
率
的
な
捕

獲
手
法
及
び
捕
獲
個
体
の
処
分
方
法
等
に
つ
い
て
、
五

時
間
以
上
の
講
習
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
講
習
を
修
了
し
た
者
と
同
等
の
知
識
及
び

技
能
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
従
事
者
（
前
項
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は

、
前
項
に
規
定
す
る
講
習
を
修
了
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
従
事
者
に
対
す
る
研
修
に
係
る
審
査
）

第
十
九
条
の
七
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
八
条
の
五

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
研
修
の
内
容
が
同
号
の
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
と

き
は
、
事
業
従
事
者
に
対
す
る
研
修
の
内
容
が
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と

す
る
。

一
　
捕
獲
従
事
者
に
対
す
る
研
修
が
、
毎
年
五
時
間
以

上
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
事
業
管
理
責
任
者
が
、
研
修
計
画
を
定
め
、
随
時

必
要
な
改
善
を
図
る
こ
と
。

三
　
研
修
計
画
に
定
め
る
研
修
の
内
容
が
、
適
正
か
つ

効
率
的
に
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
た
め
に
必
要
な
技

能
及
び
知
識
の
維
持
向
上
に
適
切
か
つ
十
分
な
も
の

で
あ
る
こ
と
。

四
　
事
業
管
理
責
任
者
が
、
研
修
が
適
切
に
実
施
さ
れ

る
よ
う
監
督
す
る
こ
と
。

２
　
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
は
、
事
業
従
事
者
（
捕
獲
従
事

者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
毎
年
五
時
間
以
上
の
研
修
を

実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
の
認
定
基
準
等
）

第
十
九
条
の
八
　
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
環

境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
申
請
者
が
、
申
請
前
三
年
以
内
に
、
認
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
お
い
て
用
い
る
猟

法
（
法
定
猟
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
認
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
お
い
て
対
象
と
す

る
種
の
捕
獲
等
を
実
施
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
捕
獲
等
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

三
　
申
請
者
の
役
員
等
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
こ
と
。

イ
　
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
そ
の
鳥
獣
捕
獲
等

事
業
を
適
正
か
つ
効
率
的
に
行
う
に
当
た
っ
て
必

要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
者

ロ
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な

い
者

ハ
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た

日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
第
三

十
二
条
の
三
第
七
項
及
び
第
三
十
二
条
の
十
一
第

一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
刑
法

（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
、

第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の

二
、
第
二
百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七

条
の
罪
若
し
く
は
暴
力
行
為
等
処
罰
ニ
関
ス
ル
法

律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
の
罪
を
犯

し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日

か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

ホ
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
」
と
い
う

。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年

を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
暴

力
団
員
等
」
と
い
う
。
）

ヘ
　
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

四
　
捕
獲
従
事
者
が
、
一
又
は
複
数
の
損
害
保
険
契
約

（
損
害
保
険
会
社
が
損
害
の
塡
補
を
約
す
る
保
険
契

約
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

っ
て
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
の
被
保
険
者

で
あ
る
こ
と
。

イ
　
申
請
者
が
契
約
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
捕

獲
従
事
者
が
一
部
又
は
全
て
の
損
害
保
険
契
約
の

契
約
者
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

ロ
　
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
等

に
起
因
す
る
事
故
の
た
め
に
他
人
の
生
命
又
は
身

体
を
害
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
上
の
損

害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
被
る
損
害
に

係
る
損
害
保
険
契
約
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
保
険
金
額
（
捕
獲
従
事
者
が
複
数
の
損
害
保
険

契
約
の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各

損
害
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
の
合
計
額
）

が
、
銃
猟
に
係
る
損
害
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

一
億
円
以
上
、
網
猟
及
び
わ
な
猟
に
係
る
損
害
に

係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
三
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ

と
。

五
　
申
請
者
が
、
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
で
用
い
る
猟
法
ご

と
に
捕
獲
従
事
者
を
原
則
と
し
て
四
人
以
上
有
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
わ
な
猟
に
よ
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
わ
な
に
か
か

っ
た
鳥
獣
を
確
実
に
捕
獲
等
す
る
た
め
に
装
薬
銃
を

使
用
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、
装
薬
銃
を
使
用
す
る

捕
獲
従
事
者
を
二
人
以
上
有
す
る
こ
と
。

六
　
Ｍ
ａ
ｃ
ａ
ｃ
ａ
　
ｆ
ｕ
ｓ
ｃ
ａ
ｔ
ａ
（
ニ
ホ
ン
ザ

ル
）
、
Ｕ
ｒ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｒ
ｃ
ｔ
ｏ
ｓ
（
ヒ
グ
マ
）
、

Ｕ
ｒ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｈ
ｉ
ｂ
ｅ
ｔ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
（
ツ
キ
ノ

ワ
グ
マ
）
、
Ｓ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｃ
ｒ
ｏ
ｆ
ａ
（
イ
ノ
シ
シ
）

及
び
Ｃ
ｅ
ｒ
ｖ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ｉ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
（
ニ
ホ
ン
ジ

カ
）
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
で
あ
っ
て
装

薬
銃
を
使
用
す
る
も
の
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
事
業
従
事
者
を
原
則
と
し
て
十
人
以
上
有
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
た
だ
し
書
の
事
業
に
あ
っ
て

は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
認
定
証
）

第
十
九
条
の
九
　
都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
を
し
た
と
き

は
、
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
認
定
証
（
以
下
「
認
定
証
」
と
い
う
。
）
の

様
式
は
、
様
式
第
四
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
認
定
証
を
亡
失

し
、
又
は
認
定
証
が
滅
失
し
た
と
き
は
、
交
付
を
受
け

た
都
道
府
県
知
事
に
申
請
を
し
て
、
認
定
証
の
再
交
付

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

三
　
認
定
証
を
亡
失
し
、
又
は
認
定
証
が
滅
失
し
た

事
情

５
　
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
亡
失
し
た

と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
交
付
を

受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
第
四
項
の
申
請
を
し
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

（
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
十
九
条
の
十
　
法
第
十
八
条
の
七
第
一
項
た
だ
し
書
の

環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

の
変
更
（
捕
獲
等
を
す
る
鳥
獣
の
種
類
又
は
そ
の
方

法
の
追
加
に
係
る
変
更
を
除
く
。
）

二
　
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

の
う
ち
捕
獲
従
事
者
に
係
る
変
更
（
次
の
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
変
更
後
も

捕
獲
従
事
者
の
数
が
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
六
号

及
び
第
十
九
条
の
八
第
五
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
が
明
ら
か
な
も
の

イ
　
捕
獲
従
事
者
の
追
加
に
係
る
変
更

ロ
　
捕
獲
従
事
者
の
狩
猟
免
許
の
種
類
に
係
る
変
更

（
変
更
の
認
定
の
申
請
、
基
準
、
認
定
証
等
）

第
十
九
条
の
十
一
　
法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請

書
は
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
申
請
者
は
、
法
第
十
八
条
の
三
第
二
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
の
三
第
一
項
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
認
定
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

四
　
変
更
の
理
由

４
　
法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
の
三
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

変
更
に
係
る
第
十
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書

類
と
す
る
。

５
　
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
九
条
の
三
か
ら
第

十
九
条
の
九
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
の
七
第
一

項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
十
二
　
法
第
十
八
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
出
書
を
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
変
更
が
第
十
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書

類
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
当
該
変
更
後
の
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
前
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
年
月
日

五
　
変
更
の
理
由

２
　
法
第
十
八
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
が
認
定
証

の
記
載
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
書
換
え
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
）

第
十
九
条
の
十
三
　
法
第
十
八
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請

書
（
第
四
項
に
お
い
て
単
に
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
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は
、
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
有
効
期
間
の
更
新
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
の
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
又
は

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
実
施

す
る
主
た
る
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
八
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
の
三
第
一
項
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
認
定
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
と
す
る
。

３
　
法
第
十
八
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
の
三
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

第
十
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、

法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
研
修
の

実
施
状
況
に
関
す
る
報
告
書
と
す
る
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
有

効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
申
請

書
及
び
前
項
に
定
め
る
書
類
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
飼
養
登
録
の
申
請
等
）

第
二
十
条
　
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の

申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）

二
　
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
捕
獲
し
た
鳥

獣
に
係
る
許
可
証
の
番
号

２
　
登
録
票
は
、
一
羽
又
は
一
頭
ご
と
に
交
付
す
る
。

３
　
法
第
十
九
条
第
三
項
の
登
録
票
の
様
式
は
、
様
式
第

五
の
と
お
り
と
す
る
。

４
　
法
第
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
票
の
再
交

付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
、
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）

二
　
登
録
票
の
番
号

三
　
登
録
票
を
亡
失
し
、
又
は
登
録
票
が
滅
失
し
た

事
情

５
　
登
録
票
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
住
所
又
は
氏

名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
又
は
代
表
者
の
氏
名
）
を
変
更
し
た
と
き
は
、
二

週
間
以
内
に
そ
の
旨
を
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
登
録
票
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
登
録
票
を
亡

失
し
た
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を

交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
項
の
申
請
を
し
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
登
録
個
体
等
の
譲
受
け
等
の
届
出
）

第
二
十
一
条
　
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
管
轄
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）

二
　
登
録
票
の
番
号

三
　
譲
受
け
又
は
引
受
け
を
し
た
年
月
日

四
　
届
出
者
に
譲
渡
し
又
は
引
渡
し
を
し
た
者
の
住
所

及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

（
販
売
禁
止
鳥
獣
等
）

第
二
十
二
条
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定

め
る
鳥
獣
又
は
鳥
類
の
卵
は
、
Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ

ｓ
　
ｓ
ｏ
ｅ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｉ
（
ヤ
マ
ド
リ
）

及
び
Ａ
ｃ
ｃ
ｉ
ｐ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｌ
ｉ
ｓ
　

ｆ
ｕ
ｊ
ｉ
ｙ
ａ
ｍ
ａ
ｅ
（
オ
オ
タ
カ
）
並
び
に
そ
れ
ら

の
卵
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
鳥
獣

の
加
工
品
は
、
Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｏ
ｅ
ｍ

ｍ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｉ
（
ヤ
マ
ド
リ
）
を
加
工
し
た
食

料
品
と
す
る
。

（
販
売
の
目
的
）

第
二
十
三
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定

め
る
目
的
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
Ａ
ｃ
ｃ
ｉ
ｐ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｌ
ｉ
ｓ
　

ｆ
ｕ
ｊ
ｉ
ｙ
ａ
ｍ
ａ
ｅ
（
オ
オ
タ
カ
）
に
あ
っ
て
は
、

第
一
号
イ
及
び
ハ
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ト
に
掲
げ
る

も
の
に
限
る
。

一
　
販
売
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
が
人
工
増
殖
し
た
鳥
獣

で
な
い
場
合

イ
　
博
物
館
、
動
物
園
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設

に
お
け
る
展
示

ロ
　
鑑
賞

ハ
　
販
売
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
の
保
護
に
支
障
を
及

ぼ
す
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
目
的

二
　
販
売
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
が
人
工
増
殖
し
た
鳥
獣

で
あ
る
場
合

イ
　
博
物
館
、
動
物
園
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設

に
お
け
る
展
示

ロ
　
鑑
賞

ハ
　
放
鳥

ニ
　
は
く
製

ホ
　
食
用

ヘ
　
羽
毛
の
加
工

ト
　
販
売
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
の
保
護
に
支
障
を
及

ぼ
す
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
目
的

（
販
売
の
許
可
の
申
請
等
）

第
二
十
四
条
　
法
第
二
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り

準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の

申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
販
売
し
よ
う
と
す
る
販
売
禁
止
鳥
獣
等
の
種
類
、

数
量
及
び
所
在
地

三
　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
に
対
し
同
項
の
申
請
書
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
販
売
許
可
証
の
様
式
は
、

様
式
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。

４
　
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
販
売
許
可
証

の
再
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
、
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
販
売
許
可
証
の
番
号

三
　
販
売
許
可
証
を
亡
失
し
、
又
は
販
売
許
可
証
が
滅

失
し
た
事
情

５
　
販
売
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
氏
名
又

は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
そ
の
旨

を
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

６
　
販
売
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
亡
失

し
た
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
交

付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
四
項
の
申
請
を
し
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

７
　
販
売
許
可
証
は
、
法
第
二
十
四
条
第
八
項
第
一
号
又

は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
そ
の
日

か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、

同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
速
や

か
に
、
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
出
の
場
合
に
適
法
捕
獲
証
明
書
等
を
添
付
す
べ
き

鳥
獣
等
）

第
二
十
五
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定

め
る
鳥
獣
、
鳥
獣
の
加
工
品
及
び
鳥
類
の
卵
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
鳥
獣
　
次
の
表
に
掲
げ
る
鳥
獣

科
名

種
名

動
物
界

一
　
鳥
綱

（
一
）
　
き
じ
目

き
じ
科

Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｏ
ｅ

ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｉ
（
ヤ
マ

ド
リ
）

（
二
）
　
か
も
目

か
も
科

Ａ
ｉ
ｘ
　
ｇ
ａ
ｌ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ｕ
ｌ
ａ

ｔ
ａ
（
オ
シ
ド
リ
）

（
三
）
　
す
ず
め
目

し

じ

ゅ

う

か

ら
科

Ｐ
ｏ
ｅ
ｃ
ｉ
ｌ
ｅ
　
ｍ
ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ

ｕ
ｓ
（
コ
ガ
ラ
）

Ｐ
ｏ
ｅ
ｃ
ｉ
ｌ
ｅ
　
ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｕ
ｓ

（
ヤ
マ
ガ
ラ
）

Ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｐ
ａ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｔ
ｅ
ｒ

（
ヒ
ガ
ラ
）

ひ

ば

り

科

Ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｄ
ａ
　
ａ
ｒ
ｖ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ

ｓ
（
ヒ
バ
リ
）

う

ぐ

い

す
科

Ｃ
ｅ
ｔ
ｔ
ｉ
ａ
　
ｄ
ｉ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ

（
ウ
グ
イ
ス
）

め

じ

ろ

科

Ｚ
ｏ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｏ
ｐ
ｓ
　
ｊ
ａ
ｐ
ｏ

ｎ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
（
メ
ジ
ロ
）

ひ

た

き

科

Ｔ
ｕ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ａ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
ｎ

ｉ
（
ツ
グ
ミ
）

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ａ
ｋ
ａ
ｈ
ｉ

ｇ
ｅ
（
コ
マ
ド
リ
）

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ

ｏ
ｐ
ｅ
（
ノ
ゴ
マ
）

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｃ
ｙ
ａ
ｎ
ｅ

（
コ
ル
リ
）

Ｆ
ｉ
ｃ
ｅ
ｄ
ｕ
ｌ
ａ
　
ｎ
ａ
ｒ
ｃ
ｉ

ｓ
ｓ
ｉ
ｎ
ａ
（
キ
ビ
タ
キ
）

Ｃ
ｙ
ａ
ｎ
ｏ
ｐ
ｔ
ｉ
ｌ
ａ
　
ｃ
ｙ
ａ

ｎ
ｏ
ｍ
ｅ
ｌ
ａ
ｎ
ａ
（
オ
オ
ル

リ
）

あ

と

り

科

Ｃ
ｈ
ｌ
ｏ
ｒ
ｉ
ｓ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ

（
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
）

Ｃ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｅ
ｌ
ｉ
ｓ
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｎ

ｕ
ｓ
（
マ
ヒ
ワ
）

Ｌ
ｏ
ｘ
ｉ
ａ
　
ｃ
ｕ
ｒ
ｖ
ｉ
ｒ
ｏ
ｓ

ｔ
ｒ
ａ
（
イ
ス
カ
）

Ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｈ
ｕ
ｌ
ａ
　
ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｈ

ｕ
ｌ
ａ
（
ウ
ソ
）
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Ｅ
ｏ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ａ
　
ｍ
ｉ
ｇ
ｒ
ａ
ｔ

ｏ
ｒ
ｉ
ａ
（
コ
イ
カ
ル
）

Ｅ
ｏ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ａ
　
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ

ａ
ｔ
ａ
（
イ
カ
ル
）

ほ

お

じ

ろ
科

Ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
　
ｃ
ｉ
ｏ
ｉ
ｄ

ｅ
ｓ
（
ホ
オ
ジ
ロ
）

Ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
　
ｅ
ｌ
ｅ
ｇ
ａ

ｎ
ｓ
（
ミ
ヤ
マ
ホ
オ
ジ
ロ
）

Ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
　
ｓ
ｕ
ｌ
ｐ
ｈ

ｕ
ｒ
ａ
ｔ
ａ
（
ノ
ジ
コ
）

二
　
哺
乳
綱

（
一
）
　
ね
こ
目

い
ぬ
科

Ｎ
ｙ
ｃ
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
ｕ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｒ

ｏ
ｃ
ｙ
ｏ
ｎ
ｏ
ｉ
ｄ
ｅ
ｓ
（
タ
ヌ

キ
）

Ｖ
ｕ
ｌ
ｐ
ｅ
ｓ
　
ｖ
ｕ
ｌ
ｐ
ｅ
ｓ

（
キ
ツ
ネ
）

い

た

ち

科

Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｍ
ｅ
ｌ
ａ
ｍ
ｐ
ｕ

ｓ
（
テ
ン
）

Ｍ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
ｓ
ｉ

（
イ
タ
チ
）

Ｍ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｓ
ｉ
ｂ
ｉ
ｒ
ｉ

ｃ
ａ
（
シ
ベ
リ
ア
イ
タ
チ
）

Ｍ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｎ
ａ
ｋ
ｕ
ｍ
ａ

（
ア
ナ
グ
マ
）

（
二
）
　
う
し
目

う
し
科

Ｃ
ａ
ｐ
ｒ
ｉ
ｃ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ
ｓ
　
ｃ
ｒ

ｉ
ｓ
ｐ
ｕ
ｓ
（
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ

カ
）

（
三
）
　
ね
ず
み
目

り
す
科

Ｓ
ｃ
ｉ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｖ
ｕ
ｌ
ｇ
ａ
ｒ

ｉ
ｓ
（
キ
タ
リ
ス
）

Ｓ
ｃ
ｉ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｌ
ｉ
ｓ
（
ニ
ホ

ン
リ
ス
）

Ｐ
ｅ
ｔ
ａ
ｕ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
　
ｌ
ｅ
ｕ

ｃ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
ｙ
ｓ
（
ム
サ
サ
ビ
）

備
考

括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す
る

和
名
そ
の
他
の
名
称
で
あ
る
。

二
　
鳥
獣
の
加
工
品
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
加

工
品種

名

加
工
品

Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ

　
ｓ
ｏ
ｅ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
ｒ

は
く
製
、
標
本
及

び
羽
毛
製
品

ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｉ
（
ヤ
マ
ド

リ
）

Ａ
ｉ
ｘ
　
ｇ
ａ
ｌ
ｅ
ｒ
ｉ

ｃ
ｕ
ｌ
ａ
ｔ
ａ
（
オ
シ

ド
リ
）

は
く
製
、
標
本
及

び
羽
毛
製
品

Ｖ
ｕ
ｌ
ｐ
ｅ
ｓ
　
ｖ
ｕ
ｌ

ｐ
ｅ
ｓ
（
キ
ツ
ネ
）

は
く
製
及
び
標
本

Ｎ
ｙ
ｃ
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
ｕ
ｔ
ｅ

ｓ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｃ
ｙ
ｏ
ｎ

ｏ
ｉ
ｄ
ｅ
ｓ
（
タ
ヌ
キ
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｍ
ｅ
ｌ

ａ
ｍ
ｐ
ｕ
ｓ
（
テ
ン
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｍ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｉ
ｔ

ａ
ｔ
ｓ
ｉ
（
イ
タ
チ
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｍ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｓ
ｉ

ｂ
ｉ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
（
シ
ベ

リ
ア
イ
タ
チ
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｍ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｎ
ａ
ｋ

ｕ
ｍ
ａ
（
ア
ナ
グ
マ
）

は
く
製
及
び
標
本

Ｃ
ａ
ｐ
ｒ
ｉ
ｃ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ

ｓ
　
ｃ
ｒ
ｉ
ｓ
ｐ
ｕ
ｓ

（
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｓ
ｃ
ｉ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｖ
ｕ

ｌ
ｇ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
（
キ
タ

リ
ス
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｓ
ｃ
ｉ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｌ
ｉ

ｓ
（
ニ
ホ
ン
リ
ス
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｐ
ｅ
ｔ
ａ
ｕ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ

　
ｌ
ｅ
ｕ
ｃ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ

ｙ
ｓ
（
ム
サ
サ
ビ
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

三
　
鳥
類
の
卵
　
各
種
鳥
類
の
卵
（
絶
滅
の
お
そ
れ
の

あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平

成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定

す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
（
同
条
第
五
項
に
規

定
す
る
特
定
第
一
種
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
を
除

く
。
）
の
卵
を
除
く
。
第
二
十
七
条
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）

（
適
法
捕
獲
等
証
明
書
の
交
付
の
申
請
等
）

第
二
十
六
条
　
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
適

法
捕
獲
等
証
明
書
の
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）

二
　
鳥
獣
又
は
鳥
類
の
卵
の
種
類
及
び
加
工
品
に
あ
っ

て
は
そ
の
品
名

三
　
鳥
獣
又
は
鳥
類
の
卵
の
数
量
及
び
容
器
又
は
包
装

の
数

四
　
輸
出
の
仕
向
地
及
び
時
期

五
　
輸
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
）

六
　
捕
獲
等
又
は
採
取
等
を
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

並
び
に
加
工
品
に
あ
っ
て
は
加
工
を
し
た
者
の
住
所

及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

七
　
現
品
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
年
月
日

及
び
場
所

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

事
が
当
該
申
請
に
係
る
捕
獲
等
又
は
採
取
等
に
つ
い
て

法
第
九
条
第
七
項
の
許
可
証
を
交
付
し
て
い
る
場
合
、

又
は
都
道
府
県
知
事
が
当
該
申
請
に
係
る
捕
獲
等
に
つ

い
て
法
第
六
十
条
の
狩
猟
者
登
録
証
を
交
付
し
て
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府

県
知
事
が
証
す
る
書
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
適
法
捕
獲
等
証
明
書
の
様

式
は
、
様
式
第
七
の
と
お
り
と
す
る
。

４
　
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
適
法
捕
獲
等

証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
適
法
捕
獲
等
証
明
書
の
番
号

三
　
適
法
捕
獲
等
証
明
書
を
亡
失
し
、
又
は
適
法
捕
獲

等
証
明
書
が
滅
失
し
た
事
情

５
　
適
法
捕
獲
等
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の

氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に

そ
の
旨
を
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
適
法
捕
獲
等
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ

を
亡
失
し
た
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の

旨
を
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
第
四
項
の
申
請
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

７
　
適
法
捕
獲
等
証
明
書
は
、
法
第
二
十
五
条
第
五
項
第

一
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
そ
の
日
か
ら

起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
同
項

第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
速
や
か

に
、
環
境
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
入
の
場
合
に
輸
出
国
の
政
府
機
関
等
の
発
行
す
る

証
明
書
を
添
付
す
べ
き
鳥
獣
等
）

第
二
十
七
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定

め
る
鳥
獣
、
鳥
獣
の
加
工
品
及
び
鳥
類
の
卵
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
鳥
獣
　
次
の
表
に
掲
げ
る
鳥
獣

科
名

種
名

動
物
界

一
　
鳥
綱

（
一
）
　
き
じ
目

き
じ
科

Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｏ
ｅ

ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｉ
（
ヤ
マ

ド
リ
）

（
二
）
　
か
も
目

か
も
科

Ａ
ｉ
ｘ
　
ｇ
ａ
ｌ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ｕ
ｌ
ａ

ｔ
ａ
（
オ
シ
ド
リ
）

（
三
）
　
た
か
目

た
か
科

Ａ
ｃ
ｃ
ｉ
ｐ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ

ｉ
ｌ
ｉ
ｓ
　
ｆ
ｕ
ｊ
ｉ
ｙ
ａ
ｍ
ａ

ｅ
（
オ
オ
タ
カ
）

（
四
）
　
す
ず
め
目

し

じ

ゅ

う

か

ら
科

Ｐ
ｏ
ｅ
ｃ
ｉ
ｌ
ｅ
　
ｍ
ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ

ｕ
ｓ
（
コ
ガ
ラ
）

Ｐ
ｏ
ｅ
ｃ
ｉ
ｌ
ｅ
　
ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｕ
ｓ

（
ヤ
マ
ガ
ラ
）

Ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｐ
ａ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｔ
ｅ
ｒ

（
ヒ
ガ
ラ
）

ひ

ば

り

科

Ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｄ
ａ
　
ａ
ｒ
ｖ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ

ｓ
（
ヒ
バ
リ
）

う

ぐ

い

す
科

Ｃ
ｅ
ｔ
ｔ
ｉ
ａ
　
ｄ
ｉ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ

（
ウ
グ
イ
ス
）

め

じ

ろ

科

Ｚ
ｏ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｏ
ｐ
ｓ
　
ｊ
ａ
ｐ
ｏ

ｎ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
（
メ
ジ
ロ
）

ひ

た

き

科

Ｔ
ｕ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ａ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
ｎ

ｉ
（
ツ
グ
ミ
）

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ａ
ｋ
ａ
ｈ
ｉ

ｇ
ｅ
（
コ
マ
ド
リ
）

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ

ｏ
ｐ
ｅ
（
ノ
ゴ
マ
）

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｃ
ｙ
ａ
ｎ
ｅ

（
コ
ル
リ
）

Ｆ
ｉ
ｃ
ｅ
ｄ
ｕ
ｌ
ａ
　
ｎ
ａ
ｒ
ｃ
ｉ

ｓ
ｓ
ｉ
ｎ
ａ
（
キ
ビ
タ
キ
）
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Ｃ
ｙ
ａ
ｎ
ｏ
ｐ
ｔ
ｉ
ｌ
ａ
　
ｃ
ｙ
ａ

ｎ
ｏ
ｍ
ｅ
ｌ
ａ
ｎ
ａ
（
オ
オ
ル

リ
）

あ

と

り

科

Ｃ
ｈ
ｌ
ｏ
ｒ
ｉ
ｓ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ

（
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
）

Ｃ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｅ
ｌ
ｉ
ｓ
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｎ

ｕ
ｓ
（
マ
ヒ
ワ
）

Ｌ
ｏ
ｘ
ｉ
ａ
　
ｃ
ｕ
ｒ
ｖ
ｉ
ｒ
ｏ
ｓ

ｔ
ｒ
ａ
（
イ
ス
カ
）

Ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｈ
ｕ
ｌ
ａ
　
ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｈ

ｕ
ｌ
ａ
（
ウ
ソ
）

Ｅ
ｏ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ａ
　
ｍ
ｉ
ｇ
ｒ
ａ
ｔ

ｏ
ｒ
ｉ
ａ
（
コ
イ
カ
ル
）

Ｅ
ｏ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ａ
　
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ

ａ
ｔ
ａ
（
イ
カ
ル
）

ほ

お

じ

ろ
科

Ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
　
ｃ
ｉ
ｏ
ｉ
ｄ

ｅ
ｓ
（
ホ
オ
ジ
ロ
）

Ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
　
ｅ
ｌ
ｅ
ｇ
ａ

ｎ
ｓ
（
ミ
ヤ
マ
ホ
オ
ジ
ロ
）

Ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
　
ｓ
ｕ
ｌ
ｐ
ｈ

ｕ
ｒ
ａ
ｔ
ａ
（
ノ
ジ
コ
）

二
　
哺
乳
綱

（
一
）
　
ね
こ
目

い
ぬ
科

Ｎ
ｙ
ｃ
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
ｕ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｒ

ｏ
ｃ
ｙ
ｏ
ｎ
ｏ
ｉ
ｄ
ｅ
ｓ
（
タ
ヌ

キ
）

Ｖ
ｕ
ｌ
ｐ
ｅ
ｓ
　
ｖ
ｕ
ｌ
ｐ
ｅ
ｓ

（
キ
ツ
ネ
）

い

た

ち

科

Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｍ
ｅ
ｌ
ａ
ｍ
ｐ
ｕ

ｓ
（
テ
ン
）

Ｍ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
ｓ
ｉ

（
イ
タ
チ
）

Ｍ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｓ
ｉ
ｂ
ｉ
ｒ
ｉ

ｃ
ａ
（
シ
ベ
リ
ア
イ
タ
チ
）

Ｍ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｎ
ａ
ｋ
ｕ
ｍ
ａ

（
ア
ナ
グ
マ
）

（
二
）
　
う
し
目

う
し
科

Ｃ
ａ
ｐ
ｒ
ｉ
ｃ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ
ｓ
　
ｃ
ｒ

ｉ
ｓ
ｐ
ｕ
ｓ
（
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ

カ
）

（
三
）
　
ね
ず
み
目

り
す
科

Ｓ
ｃ
ｉ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｖ
ｕ
ｌ
ｇ
ａ
ｒ

ｉ
ｓ
（
キ
タ
リ
ス
）

Ｓ
ｃ
ｉ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｌ
ｉ
ｓ
（
ニ
ホ

ン
リ
ス
）

Ｐ
ｅ
ｔ
ａ
ｕ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
　
ｌ
ｅ
ｕ

ｃ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
ｙ
ｓ
（
ム
サ
サ
ビ
）

備
考

括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す
る

和
名
そ
の
他
の
名
称
で
あ
る
。

二
　
鳥
獣
の
加
工
品
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
加

工
品種

名

加
工
品

Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ

　
ｓ
ｏ
ｅ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
ｒ

ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｉ
（
ヤ
マ
ド

リ
）

は
く
製
、
標
本
及

び
羽
毛
製
品

Ａ
ｉ
ｘ
　
ｇ
ａ
ｌ
ｅ
ｒ
ｉ

ｃ
ｕ
ｌ
ａ
ｔ
ａ
（
オ
シ

ド
リ
）

は
く
製
、
標
本
及

び
羽
毛
製
品

Ｖ
ｕ
ｌ
ｐ
ｅ
ｓ
　
ｖ
ｕ
ｌ

ｐ
ｅ
ｓ
（
キ
ツ
ネ
）

は
く
製
及
び
標
本

Ｎ
ｙ
ｃ
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
ｕ
ｔ
ｅ

ｓ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｃ
ｙ
ｏ
ｎ

ｏ
ｉ
ｄ
ｅ
ｓ
（
タ
ヌ
キ
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｍ
ｅ
ｌ

ａ
ｍ
ｐ
ｕ
ｓ
（
テ
ン
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｍ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｉ
ｔ

ａ
ｔ
ｓ
ｉ
（
イ
タ
チ
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｍ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｓ
ｉ

ｂ
ｉ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
（
シ
ベ

リ
ア
イ
タ
チ
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｍ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｎ
ａ
ｋ

ｕ
ｍ
ａ
（
ア
ナ
グ
マ
）

は
く
製
及
び
標
本

Ｃ
ａ
ｐ
ｒ
ｉ
ｃ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ

ｓ
　
ｃ
ｒ
ｉ
ｓ
ｐ
ｕ
ｓ

（
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｓ
ｃ
ｉ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｖ
ｕ

ｌ
ｇ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
（
キ
タ

リ
ス
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｓ
ｃ
ｉ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｌ
ｉ

ｓ
（
ニ
ホ
ン
リ
ス
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

Ｐ
ｅ
ｔ
ａ
ｕ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ

　
ｌ
ｅ
ｕ
ｃ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ

ｙ
ｓ
（
ム
サ
サ
ビ
）

は
く
製
、
標
本
、

毛
皮
及
び
毛
皮

製
品

三
　
鳥
類
の
卵
　
各
種
鳥
類
の
卵

（
証
明
書
を
発
行
す
る
者
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る

も
の
）

第
二
十
八
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
環
境
大
臣
が
定

め
る
者
は
、
次
条
第
七
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
地

域
に
お
い
て
証
明
書
を
発
行
す
る
者
と
す
る
。

（
証
明
制
度
を
有
し
な
い
国
又
は
地
域
と
し
て
環
境
大

臣
が
定
め
る
も
の
）

第
二
十
九
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
環
境
大
臣
が
定

め
る
国
又
は
地
域
は
、
次
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
以
外

の
国
又
は
地
域
と
す
る
。
た
だ
し
、
Ａ
ｃ
ｃ
ｉ
ｐ
ｉ
ｔ

ｅ
ｒ
　
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｌ
ｉ
ｓ
　
ｆ
ｕ
ｊ
ｉ
ｙ
ａ
ｍ
ａ
ｅ

（
オ
オ
タ
カ
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

二
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

三
　
ウ
ク
ラ
イ
ナ

四
　
カ
ナ
ダ

五
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

六
　
大
韓
民
国

七
　
台
湾

八
　
中
華
人
民
共
和
国

九
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

十
　
ブ
ラ
ジ
ル

十
一
　
ペ
ル
ー

十
二
　
ベ
ル
ギ
ー

十
三
　
香
港

十
四
　
マ
レ
ー
シ
ア

十
五
　
メ
キ
シ
コ

十
六
　
ラ
オ
ス

（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
鳥
獣
）

第
二
十
九
条
の
二
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
環
境
省
令

で
定
め
る
鳥
獣
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
鳥
獣
（
生
き
て

い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

科
名

種
名

動
物
界

鳥
綱

（
一
）
　
か
も
目

か
も
科

Ａ
ｉ
ｘ
　
ｇ
ａ
ｌ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ｕ
ｌ
ａ
ｔ
ａ
（
オ

シ
ド
リ
）

（
二
）
　
た
か
目

た
か
科

Ａ
ｃ
ｃ
ｉ
ｐ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｌ
ｉ

ｓ
　
ｆ
ｕ
ｊ
ｉ
ｙ
ａ
ｍ
ａ
ｅ
（
オ
オ
タ
カ
）

（
三
）
　
す
ず
め
目

し

じ

ゅ

う

か

ら

科

Ｐ
ｏ
ｅ
ｃ
ｉ
ｌ
ｅ
　
ｍ
ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
（
コ

ガ
ラ
）

Ｐ
ｏ
ｅ
ｃ
ｉ
ｌ
ｅ
　
ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｕ
ｓ
（
ヤ
マ
ガ

ラ
）

Ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｐ
ａ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
（
ヒ
ガ

ラ
）

ひ

ば

り

科

Ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｄ
ａ
　
ａ
ｒ
ｖ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
（
ヒ
バ

リ
）

う

ぐ

い

す
科

Ｃ
ｅ
ｔ
ｔ
ｉ
ａ
　
ｄ
ｉ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
（
ウ
グ
イ

ス
）

め

じ

ろ

科

Ｚ
ｏ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｏ
ｐ
ｓ
　
ｊ
ａ
ｐ
ｏ
ｎ
ｉ
ｃ
ｕ

ｓ
（
メ
ジ
ロ
）

ひ

た

き

科

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ａ
ｋ
ａ
ｈ
ｉ
ｇ
ｅ
（
コ

マ
ド
リ
）

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｏ
ｐ
ｅ

（
ノ
ゴ
マ
）

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｃ
ｙ
ａ
ｎ
ｅ
（
コ
ル

リ
）

Ｆ
ｉ
ｃ
ｅ
ｄ
ｕ
ｌ
ａ
　
ｎ
ａ
ｒ
ｃ
ｉ
ｓ
ｓ
ｉ
ｎ

ａ
（
キ
ビ
タ
キ
）

Ｃ
ｙ
ａ
ｎ
ｏ
ｐ
ｔ
ｉ
ｌ
ａ
　
ｃ
ｙ
ａ
ｎ
ｏ
ｍ
ｅ

ｌ
ａ
ｎ
ａ
（
オ
オ
ル
リ
）

あ

と

り

科

Ｃ
ｈ
ｌ
ｏ
ｒ
ｉ
ｓ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
（
カ
ワ
ラ

ヒ
ワ
）

Ｃ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｅ
ｌ
ｉ
ｓ
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ
（
マ

ヒ
ワ
）

Ｌ
ｏ
ｘ
ｉ
ａ
　
ｃ
ｕ
ｒ
ｖ
ｉ
ｒ
ｏ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ

（
イ
ス
カ
）

Ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｈ
ｕ
ｌ
ａ
　
ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｈ
ｕ
ｌ
ａ

（
ウ
ソ
）

Ｅ
ｏ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ａ
　
ｍ
ｉ
ｇ
ｒ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ａ

（
コ
イ
カ
ル
）

Ｅ
ｏ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ａ
　
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ａ
ｔ
ａ

（
イ
カ
ル
）

ほ

お

じ

ろ
科

Ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
　
ｃ
ｉ
ｏ
ｉ
ｄ
ｅ
ｓ
（
ホ

オ
ジ
ロ
）

Ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
　
ｅ
ｌ
ｅ
ｇ
ａ
ｎ
ｓ
（
ミ

ヤ
マ
ホ
オ
ジ
ロ
）

Ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
　
ｓ
ｕ
ｌ
ｐ
ｈ
ｕ
ｒ
ａ
ｔ

ａ
（
ノ
ジ
コ
）

備
考

括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す
る
和
名

で
あ
る
。

（
特
定
輸
入
鳥
獣
の
標
識
）

第
二
十
九
条
の
三
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
標
識
の
様

式
は
、
様
式
第
七
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
標
識
の
交
付
の
申
請
等
）

第
二
十
九
条
の
四
　
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
標
識
の
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
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し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）

二
　
特
定
輸
入
鳥
獣
の
種
類
及
び
数
量

三
　
輸
入
の
仕
出
地

四
　
輸
入
に
係
る
港
又
は
飛
行
場
及
び
輸
入
の
年
月
日

五
　
標
識
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ

れ
た
輸
入
許
可
書
の
写
し
又
は
同
法
第
百
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
輸
入
に
係
る
通
関
の
証
明

書
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
環
境
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

に
対
し
同
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
写
し
の
ほ

か
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
標
識
は
、
一
羽
又
は
一
頭
ご
と
に
交
付
す
る
。

（
標
識
の
取
り
外
し
に
係
る
事
由
）

第
二
十
九
条
の
五
　
法
第
二
十
六
条
第
五
項
の
環
境
省
令

で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
特
定
輸
入
鳥
獣
が
脚
の
疾
患
に
か
か
っ
て
い
る

場
合

二
　
特
定
輸
入
鳥
獣
の
脚
に
外
傷
が
あ
る
場
合

（
標
識
の
再
交
付
）

第
二
十
九
条
の
六
　
標
識
の
交
付
を
受
け
た
特
定
輸
入
鳥

獣
を
飼
養
し
て
い
る
者
は
、
標
識
が
破
損
し
、
又
は
前

条
に
規
定
す
る
事
由
が
や
み
特
定
輸
入
鳥
獣
に
標
識
を

着
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出

し
て
、
標
識
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）

二
　
標
識
の
番
号

三
　
標
識
が
破
損
し
、
又
は
標
識
を
取
り
外
し
た
事
情

２
　
標
識
の
破
損
に
係
る
前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
二
十

九
条
の
四
第
二
項
の
書
類
の
写
し
、
申
請
に
係
る
特
定

輸
入
鳥
獣
が
外
国
産
で
あ
る
こ
と
を
科
学
的
知
見
に
基

づ
き
証
す
る
書
類
及
び
当
該
特
定
輸
入
鳥
獣
に
係
る
破

損
し
た
標
識
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
条
に
掲
げ
る
事
由
が
や
ん
だ
こ
と
に
係
る
第
一
項

の
申
請
書
に
は
、
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
の
書
類
の

写
し
、
申
請
に
係
る
特
定
輸
入
鳥
獣
の
標
識
を
取
り
外

し
た
こ
と
を
証
す
る
獣
医
師
の
診
断
書
及
び
当
該
特
定

輸
入
鳥
獣
に
係
る
取
り
外
し
た
標
識
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
標
識
の
交
付
に
関
す
る
手
数
料
の
納
付
）

第
二
十
九
条
の
七
　
法
第
二
十
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る

手
数
料
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
申

請
書
に
当
該
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙

を
は
る
こ
と
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
こ
れ

を
返
還
し
な
い
。

（
譲
渡
し
等
を
禁
止
す
る
鳥
獣
の
加
工
品
）

第
三
十
条
　
法
第
二
十
七
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
加
工

品
は
、
は
く
製
、
標
本
、
羽
毛
製
品
、
毛
皮
、
毛
皮
製

品
及
び
加
工
し
た
食
料
品
と
す
る
。

（
鳥
獣
保
護
区
指
定
の
届
出
）

第
三
十
一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を

環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鳥
獣
保
護
区
の
名
称

二
　
鳥
獣
保
護
区
の
区
域

三
　
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
に
編
入
し
よ
う
と
す
る
土
地

の
地
目
別
面
積
及
び
水
面
の
面
積

四
　
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

五
　
第
三
号
の
土
地
及
び
水
面
に
お
け
る
鳥
獣
の
生
息

状
況

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
又
は
存
続

期
間
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
そ
の
内
容
を
、

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は

そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
届
出
書
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条

第
二
項
中
「
捕
獲
の
禁
止
等
を
行
う
」
と
あ
る
の
は

「
鳥
獣
保
護
区
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
の
公
告
）

第
三
十
二
条
　
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公

告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
鳥
獣
保
護
区
の
名
称

二
　
鳥
獣
保
護
区
の
区
域

三
　
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

四
　
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
縦
覧
場
所

（
鳥
獣
保
護
区
の
標
識
）

第
三
十
三
条
　
法
第
二
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
五
条
第
十
四
項
の
鳥
獣
保
護
区
の
標
識
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
様
式
第
八
の
と
お
り
と
す
る
。

（
保
全
事
業
）

第
三
十
三
条
の
二
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
環
境

省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一
　
鳥
獣
の
繁
殖
施
設
の
設
置

二
　
鳥
獣
の
採
餌
施
設
の
設
置

三
　
鳥
獣
の
休
息
施
設
の
設
置

四
　
湖
沼
等
の
水
質
を
改
善
す
る
た
め
の
施
設
の
設
置

五
　
鳥
獣
の
生
息
地
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
動
物
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
施
設
の
設
置

六
　
鳥
獣
の
生
息
地
の
保
護
及
び
整
備
に
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
の
あ
る
動
物
の
捕
獲
等

（
特
別
保
護
地
区
へ
の
準
用
）

第
三
十
四
条
　
第
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項

及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
特
別
保

護
地
区
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
十
一
条
第
二
項
中
「
捕
獲
等
の
禁
止
等
を
行
う
」
と

あ
る
の
は
「
特
別
保
護
地
区
の
」
と
、
同
項
並
び
に
第

三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
届
出
書
」
と
あ
る

の
は
「
届
出
書
又
は
協
議
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
特
別
保
護
地
区
の
標
識
）

第
三
十
五
条
　
法
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
五
条
第
十
四
項
の
特
別
保
護
地
区
の
標
識
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
様
式
第
九
の
と
お
り
と
す
る
。

（
特
別
保
護
指
定
区
域
及
び
指
定
期
間
の
指
定
等
の
公

示
）

第
三
十
六
条
　
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第

二
十
九
条
第
七
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣

又
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
区
域
（
以
下
「
特
別

保
護
指
定
区
域
」
と
い
う
。
）
及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び

管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定
期

間
」
と
い
う
。
）
を
指
定
し
た
と
き
は
そ
の
区
域
及
び

期
間
を
、
当
該
指
定
を
変
更
し
た
と
き
は
当
該
変
更
に

係
る
区
域
又
は
期
間
を
、
当
該
指
定
を
解
除
し
た
と
き

は
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
保
護
指
定
区
域
の
標
識
設
置
）

第
三
十
七
条
　
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
特
別

保
護
指
定
区
域
及
び
指
定
期
間
を
指
定
を
し
た
と
き

は
、
当
該
特
別
保
護
指
定
区
域
の
区
域
内
に
こ
れ
ら
を

表
示
す
る
標
識
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
標
識
は
、
様
式
第
十
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
都
道
府
県
知
事
が
設
置
す
る
標
識
の
寸
法
は
、

様
式
第
十
の
定
め
る
と
こ
ろ
を
参
酌
し
て
、
都
道
府
県

の
条
例
で
定
め
る
。

（
鳥
獣
の
保
護
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
行
為
）

第
三
十
八
条
　
法
第
二
十
九
条
第
七
項
の
環
境
大
臣
の
定

め
る
鳥
獣
の
保
護
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
行
為

は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
水
面
以
外
の
水
面
の
埋
立

て
又
は
干
拓
で
、
総
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
で

あ
る
も
の

二
　
単
木
択
伐
、
木
竹
の
本
数
に
お
い
て
二
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
の
間
伐
又
は
保
育
の
た
め
の
下
刈
り
若
し

く
は
除
伐

三
　
次
に
掲
げ
る
工
作
物
の
設
置

イ
　
住
宅
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
工
作
物

ロ
　
ベ
ン
チ
、
く
ず
か
ご
、
水
槽
又
は
墓
碑

ハ
　
炭
焼
小
屋
、
作
業
小
屋
又
は
幕
舎

ニ
　
自
家
用
水
道
の
送
水
施
設
又
は
自
家
用
発
電
の

送
電
施
設

ホ
　
そ
の
面
積
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
休
憩

所
又
は
停
留
所

ヘ
　
そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
展
望
台

ト
　
そ
の
延
長
が
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
歩
道

チ
　
そ
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
長
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
公
園
遊
戯

施
設

リ
　
そ
の
面
積
が
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
公
衆

便
所

ヌ
　
そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
面
積
が
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
仮

工
作
物

ル
　
災
害
復
旧
又
は
人
命
保
護
の
た
め
の
緊
急
を
要

す
る
応
急
工
作
物

ヲ
　
そ
の
延
長
が
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
道
路
（
軌

道
を
含
む
。
）
の
改
修
の
た
め
の
工
作
物

ワ
　
自
然
木
を
利
用
し
た
仮
設
軽
索
道

カ
　
既
存
工
作
物
に
附
属
す
る
工
作
物
で
あ
っ
て
、

そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
面
積
が
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

四
　
令
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
行
為

イ
　
水
面
の
埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
、
木
竹
の
伐
採

又
は
工
作
物
の
設
置
（
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
及

び
法
第
二
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
て
施
行
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
施
行
す
る

た
め
に
必
要
な
行
為

ロ
　
道
路
、
鉄
道
、
軌
道
又
は
索
道
の
交
通
の
安
全

を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為

ハ
　
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七

号
）
に
よ
る
河
川
の
管
理
又
は
砂
防
法
（
明
治
三
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十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
土
地
、
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和

三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
地

す
べ
り
防
止
区
域
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
急
傾
斜
地
崩
壊

危
険
区
域
若
し
く
は
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
海
岸
保
全
区
域

の
管
理
と
し
て
行
う
行
為

ニ
　
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
基
本
測
量
若
し
く
は
同

法
第
五
条
に
規
定
す
る
公
共
測
量
又
は
水
路
業
務

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
号
）
第
六
条
に

規
定
す
る
水
路
測
量
を
行
う
た
め
に
必
要
な
行
為

ホ
　
気
象
、
地
象
、
地
動
、
地
球
磁
気
、
地
球
電
気

又
は
水
象
の
観
測
を
行
う
た
め
に
必
要
な
行
為

ヘ
　
海
上
保
安
庁
が
行
う
海
上
に
お
け
る
法
令
の
励

行
、
海
難
救
助
、
海
洋
の
汚
染
の
防
止
、
海
上
に

お
け
る
船
舶
交
通
に
関
す
る
規
制
、
水
路
、
航
路

標
識
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
海
上
の
安
全
の
確
保

に
関
す
る
事
務
に
必
要
な
行
為

ト
　
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八

十
六
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定

電
気
通
信
事
業
者
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
認
定

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
、
放
送
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
に
よ
る

基
幹
放
送
の
用
に
供
す
る
放
送
設
備
又
は
有
線
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い

て
行
わ
れ
る
同
法
第
二
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る

放
送
設
備
の
管
理
に
必
要
な
行
為

チ
　
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
試
験
研
究
機
関

又
は
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
及
び
国

立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二

号
）
第
二
条
第
四
項
に
定
め
る
機
関
を
い
う
。
リ

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
地
内
に
お
い
て
、
試
験

研
究
又
は
教
育
若
し
く
は
学
術
研
究
と
し
て
行
う

行
為

リ
　
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
試
験
研
究
機
関

若
し
く
は
大
学
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一

般
財
団
法
人
で
学
術
の
研
究
を
目
的
と
す
る
も
の

が
試
験
研
究
又
は
学
術
研
究
と
し
て
行
う
行
為

（
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
大
臣
に
通
知
し
た
も
の
に

限
る
。
）

ヌ
　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九

号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
保
安
林
の
通
常
の
管

理
行
為
又
は
同
法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
保
安
施

設
地
区
に
お
け
る
森
林
の
造
成
若
し
く
は
維
持
に

必
要
な
行
為

ル
　
犯
罪
の
予
防
又
は
捜
査
、
遭
難
者
の
救
助
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
行
為
を
行
う
た
め
に
必
要
な

行
為

ヲ
　
法
令
に
基
づ
く
検
査
、
調
査
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
行
為
を
行
う
た
め
に
必
要
な
行
為

ワ
　
法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
よ
る
義
務
の

履
行
と
し
て
行
う
行
為

（
特
別
保
護
地
区
に
お
け
る
行
為
の
許
可
申
請
等
）

第
三
十
九
条
　
法
第
二
十
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）

二
　
行
為
の
種
類

三
　
行
為
の
目
的

四
　
行
為
の
場
所

五
　
行
為
の
場
所
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
（
木
竹
の
伐

採
に
あ
っ
て
は
、
伐
採
し
よ
う
と
す
る
木
竹
の
樹

齢
、
樹
種
別
本
数
及
び
材
積
を
含
む
。
）

六
　
行
為
の
施
行
方
法
（
令
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
行

為
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
行
為
の
方
法
）

七
　
行
為
の
着
手
及
び
完
了
の
予
定
日

２
　
水
面
の
埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
、
木
竹
の
伐
採
又
は

工
作
物
の
設
置
に
係
る
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲

げ
る
資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
行
為
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
五
万
分
の
一
以
上

の
地
形
図

二
　
行
為
の
場
所
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に

し
た
天
然
色
写
真
そ
の
他
の
資
料

三
　
行
為
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
図
面

３
　
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請

者
に
対
し
同
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
資
料
の
ほ
か
必

要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
補
償
請
求
）

第
四
十
条
　
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
償

の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

一
　
請
求
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）

二
　
補
償
請
求
の
理
由

三
　
補
償
請
求
額
の
総
額
及
び
そ
の
内
訳

（
休
猟
区
の
標
識
）

第
四
十
一
条
　
法
第
三
十
四
条
第
六
項
の
休
猟
区
の
標
識

に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
同
条
第
七
項
の
標
識
の
寸
法

に
関
す
る
基
準
は
、
様
式
第
十
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
特
定
猟
具
で
あ
る
わ
な
）

第
四
十
一
条
の
二
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
環
境
省
令

で
定
め
る
わ
な
は
、
く
く
り
わ
な
、
は
こ
わ
な
、
は
こ

お
と
し
及
び
囲
い
わ
な
と
す
る
。

（
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
に
お
け
る
捕
獲
等
の
承
認

の
申
請
等
）

第
四
十
二
条
　
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承

認
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

に
、
狩
猟
者
登
録
証
の
写
し
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
使
用
し
よ
う
と
す
る
特
定
猟
具
の
種
類

三
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
猟
具
使
用
制
限
区

域
の
名
称

四
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
に
対
し
同
項
の
申
請
書
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
三
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

二
十
四
条
第
五
項
の
承
認
証
の
様
式
は
、
様
式
第
十
二

の
と
お
り
と
す
る
。

４
　
法
第
三
十
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
証
の
再

交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
、
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
承
認
証
の
番
号

三
　
承
認
証
を
亡
失
し
、
又
は
承
認
証
が
滅
失
し
た

事
情

５
　
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
氏
名
又
は
住

所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
そ
の
旨
を
交

付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

６
　
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
亡
失
し
た

と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
交
付
を

受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
第
四
項
の
申
請
を
し
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

７
　
承
認
証
は
、
法
第
三
十
五
条
第
十
項
第
一
号
又
は
第

二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
そ
の
日
か
ら

起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
同
項

第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
速
や
か

に
、
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
五
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
四
十
三
条
　
法
第
三
十
五
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
銃
器
を
特
定
猟
具
の
種
類
と
し
て
指
定

さ
れ
た
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
に
つ
い
て
は
、
当
該

区
域
の
面
積
を
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
表
し
た
場
合
の
数
値
を

二
十
で
除
し
て
得
た
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県

知
事
は
、
当
該
区
域
の
地
形
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
必

要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
基
準
に
よ
ら
な
い

こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
等
の
標
識
）

第
四
十
四
条
　
法
第
三
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
三
十
四
条
第
六
項
の
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区

域
及
び
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
の
標
識
に
関
し
必
要

な
事
項
並
び
に
同
条
第
七
項
の
標
識
の
寸
法
に
関
す
る

基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
十
三
及
び
様
式
第
十
四
の

と
お
り
と
す
る
。

（
危
険
猟
法
）

第
四
十
五
条
　
法
第
三
十
六
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
猟

法
は
、
据
銃
、
陥
穽
そ
の
他
人
の
生
命
又
は
身
体
に
重

大
な
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
わ
な
を
使
用
す
る

猟
法
と
す
る
。

（
危
険
猟
法
の
許
可
の
申
請
等
）

第
四
十
六
条
　
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
危
険
猟
法
の
種
類

三
　
前
号
の
危
険
猟
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由

四
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
目
的
、
期
間
及
び
区
域

五
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
の
種
類
及
び
数
量

六
　
学
術
研
究
を
目
的
と
し
て
、
捕
獲
等
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
研
究
の
事
項
及
び
方
法

七
　
危
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置

八
　
麻
酔
銃
を
使
用
し
て
鳥
獣
の
捕
獲
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
所
持
に
つ
き
、
申
請
者

が
現
に
受
け
て
い
る
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
所
持
の
許
可
」
と
い
う
。
）
に
係
る
許
可

証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
（
所
持
の
許
可
を
受
け

た
者
以
外
の
者
が
当
該
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
の

監
督
の
下
に
麻
酔
銃
猟
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
第
五
条
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第
二
項
に
定
め
る
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出

済
証
明
書
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
を
含
む
。
）

２
　
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に

対
し
同
項
の
申
請
書
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
三
十
七
条
第
六
項
の
危
険
猟
法
許
可
証
の
様
式

は
、
様
式
第
十
五
の
と
お
り
と
す
る
。

４
　
法
第
三
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
危
険
猟
法
許

可
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
危
険
猟
法
許
可
証
の
番
号

三
　
危
険
猟
法
許
可
証
を
亡
失
し
、
又
は
危
険
猟
法
許

可
証
が
滅
失
し
た
事
情

５
　
危
険
猟
法
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
氏

名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
そ

の
旨
を
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
危
険
猟
法
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を

亡
失
し
た
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の
旨

を
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
第
四
項
の
申
請
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

７
　
危
険
猟
法
許
可
証
は
、
法
第
三
十
七
条
第
九
項
第
一

号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
そ

の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

に
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は

速
や
か
に
、
環
境
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
住
居
集
合
地
域
等
に
お
け
る
麻
酔
銃
猟
の
許
可
の
申

請
等
）

第
四
十
六
条
の
二
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
使
用
す
る
麻
酔
薬
の
名
称
及
び
量

三
　
住
居
集
合
地
域
等
に
お
い
て
麻
酔
銃
猟
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由

四
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
及
び
区
域

五
　
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
の
種
類
及
び
数
量

六
　
危
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置

七
　
使
用
す
る
麻
酔
銃
の
所
持
に
つ
き
、
申
請
者
が
現

に
受
け
て
い
る
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
所
持
の
許
可
」
と
い
う
。
）
に
係
る
許
可
証
の

番
号
及
び
交
付
年
月
日
（
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者

以
外
の
者
が
当
該
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
の
監
督

の
下
に
麻
酔
銃
猟
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
第
五
条
第
二

項
に
定
め
る
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出
済
証

明
書
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
を
含
む
。
）

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
に
対
し
同
項
の
申
請
書
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
の
麻
酔
銃
猟
許
可
証
の

様
式
は
、
様
式
第
十
五
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

４
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
麻
酔
銃

猟
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
麻
酔
銃
猟
許
可
証
の
番
号

三
　
麻
酔
銃
猟
許
可
証
を
亡
失
し
、
又
は
麻
酔
銃
猟
許

可
証
が
滅
失
し
た
事
情

５
　
麻
酔
銃
猟
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
氏

名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
そ

の
旨
を
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
麻
酔
銃
猟
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を

亡
失
し
た
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の
旨

を
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
項
の
申
請
を
し
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７
　
麻
酔
銃
猟
許
可
証
は
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
九
項

第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

は
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
に
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
は
速
や
か
に
、
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
狩
猟
免
許
の
欠
格
事
由
）

第
四
十
七
条
　
法
第
四
十
条
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め

る
病
気
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
統
合
失
調
症

二
　
そ
う
う
つ
病
（
そ
う
病
及
び
う
つ
病
を
含
む
。
）

三
　
て
ん
か
ん
（
発
作
が
再
発
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も

の
、
発
作
が
再
発
し
て
も
意
識
障
害
が
も
た
ら
さ
れ

な
い
も
の
及
び
発
作
が
睡
眠
中
に
限
り
再
発
す
る
も

の
を
除
く
。
）

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
己
の
行
為
の

是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ
の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す

る
能
力
を
失
わ
せ
、
又
は
著
し
く
低
下
さ
せ
る
症
状

を
呈
す
る
病
気

（
狩
猟
免
許
の
申
請
等
）

第
四
十
八
条
　
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
許

の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

（
以
下
「
免
許
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
都
道
府
県
知
事

に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類

三
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
て
罰

金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
の
有
無
及
び
罰
金

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
そ
の

刑
の
執
行
が
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
の

な
く
な
っ
た
年
月
日

四
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
狩
猟
免
許

が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
当
該
取
消
し

に
係
る
狩
猟
免
許
の
種
類
、
取
消
し
を
し
た
都
道
府

県
知
事
名
及
び
取
消
し
の
年
月
日

五
　
第
一
種
銃
猟
免
許
又
は
第
二
種
銃
猟
免
許
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
銃
器
の
所
持
に
つ
い
て

申
請
者
が
現
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の
番

号
及
び
交
付
年
月
日

六
　
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
と
異
な
る
種
類
の
狩

猟
免
許
を
申
請
者
が
現
に
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
狩
猟
免
許
の
種
類
、
当
該
狩
猟
免
許
を

与
え
た
都
道
府
県
知
事
名
並
び
に
当
該
狩
猟
免
許
に

係
る
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

七
　
申
請
者
が
一
の
登
録
年
度
（
毎
年
四
月
十
六
日
か

ら
翌
年
四
月
十
五
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
お
い
て
、
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
と
異
な
る

種
類
の
狩
猟
免
許
に
係
る
免
許
申
請
書
又
は
法
第
五

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
許
の
有
効
期

間
の
更
新
に
係
る
申
請
書
（
以
下
「
免
許
更
新
申
請

書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
そ
の
旨

２
　
前
項
の
免
許
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の

写
し

二
　
申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
法
第
四
十
条
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
の
医
師
の
診
断
書

三
　
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真

で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し

た
も
の
一
枚

３
　
法
第
四
十
三
条
の
狩
猟
免
状
の
様
式
は
、
様
式
第
十

六
の
と
お
り
と
す
る
。

４
　
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
状
の

記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
出
書
を
管
轄
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

一
　
変
更
前
の
届
出
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
狩
猟
免
許
の
種
類
並
び
に
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び

交
付
年
月
日

三
　
変
更
に
係
る
事
項

四
　
変
更
の
年
月
日

五
　
変
更
の
理
由

５
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
状
の

再
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
、
管
轄
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

三
　
狩
猟
免
状
を
亡
失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
又
は

破
損
し
た
事
情

（
住
所
の
変
更
の
通
知
）

第
四
十
九
条
　
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
他
の
都
道
府
県

の
区
域
か
ら
そ
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
住
所
を
移
し
た

者
か
ら
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住
所
の

変
更
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
旧
住

所
地
の
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

（
狩
猟
免
状
の
亡
失
の
届
出
）

第
五
十
条
　
狩
猟
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
狩
猟
免

状
を
亡
失
し
た
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ

の
旨
を
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
八
条
第
五
項
の
申

請
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
狩
猟
免
許
試
験
）

第
五
十
一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
狩
猟
免
許
試
験
を
、

毎
登
録
年
度
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
年
度
開
始
後
、
速
や
か

に
、
当
該
登
録
年
度
に
行
う
狩
猟
免
許
試
験
（
次
項
に

規
定
す
る
免
許
試
験
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
免
許
試

験
を
行
う
場
所
及
び
そ
の
期
日
、
免
許
申
請
書
の
提
出

期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
法
第
四
十
九
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
未
更
新
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
免
許

試
験
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
未

更
新
者
が
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
申

請
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
免
許
申
請
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書
を
受
理
し
た
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
未
更
新

者
に
対
し
、
免
許
試
験
を
行
う
場
所
及
び
そ
の
期
日
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
適
性
試
験
）

第
五
十
二
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
号
の
狩
猟
に
つ
い
て

必
要
な
適
性
に
つ
い
て
行
う
試
験
（
以
下
「
適
性
試

験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目

に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

科目

合
格
基
準

視力

一
　
網
猟
免
許
又
は
わ
な
猟
免
許
に
係
る
適
性
試
験

に
あ
っ
て
は
、
視
力
（
万
国
式
試
視
力
表
に
よ
り
検

査
し
た
視
力
で
、
矯
正
視
力
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

が
両
眼
で
〇
・
五
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一

眼
が
見
え
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
他
眼
の
視
野
が
左

右
一
五
〇
度
以
上
で
、
視
力
が
〇
・
五
以
上
で
あ
る

こ
と
。

二
　
第
一
種
銃
猟
免
許
又
は
第
二
種
銃
猟
免
許
に
係

る
適
性
試
験
に
あ
っ
て
は
、
視
力
が
両
眼
で
〇
・
七

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
一
眼
で
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
三
以

上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
眼
の
視
力
が
〇
・
三

に
満
た
な
い
者
又
は
一
眼
が
見
え
な
い
者
に
つ
い
て

は
、
他
眼
の
視
野
が
左
右
一
五
〇
度
以
上
で
、
視
力

が
〇
・
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。

聴力

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
、
九
〇
デ
シ
ベ
ル
の
警
音

器
の
音
が
聞
こ
え
る
聴
力
（
補
聴
器
に
よ
り
補
正
さ

れ
た
聴
力
を
含
む
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

運動能力

狩
猟
を
安
全
に
行
う
こ
と
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
四

し肢
又
は
体
幹
の
障
害
が
な
い
こ
と
。
た
だ

し
、
狩
猟
を
安
全
に
行
う
こ
と
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
四

し肢
又
は
体
幹
の
障
害
が
あ
る
者
に
つ

い
て
は
、
そ
の
者
の
身
体
の
状
態
に
応
じ
た
補
助
手

段
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
狩
猟
を
行
う
こ
と
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

（
技
能
試
験
）

第
五
十
三
条
　
法
第
四
十
八
条
第
二
号
の
狩
猟
に
つ
い
て

必
要
な
技
能
に
つ
い
て
行
う
試
験
（
以
下
「
技
能
試

験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
狩
猟

免
許
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
課
題
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

狩

猟

免

許

の

種

類

課
題

網

猟

免
許

一
　
銃
器
及
び
わ
な
以
外
の
猟
具
を
見
て
当
該
猟

具
の
使
用
の
是
非
を
判
別
す
る
こ
と
。

二
　
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
網
の
一
つ
を
架
設

す
る
こ
と
。

三
　
鳥
獣
の
図
画
、
写
真
又
は
は
く
製
を
見
て
そ

の
鳥
獣
の
判
別
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
。

わ

な

猟

免

許

一
　
わ
な
を
見
て
当
該
わ
な
の
使
用
の
是
非
を
判

別
す
る
こ
と
。

二
　
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
わ
な
の
一
つ
を
架

設
す
る
こ
と
。

三
　
獣
類
の
図
画
、
写
真
又
は
は
く
製
を
見
て
そ

の
獣
類
の
判
別
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
。

第

一

種

銃

猟

免

許

一
　
模
造
銃
（
空
気
銃
以
外
の
銃
器
を
模
し
た
物

を
い
う
。
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
つ
い
て
点
検
、
分
解
及
び
結
合
の
操
作
を
行

う
こ
と
。

二
　
模
造
銃
に
模
造
弾
を
装

て
ん塡

し
、
射
撃
姿
勢
を

と
っ
た
後
模
造
弾
の
脱
包
を
行
う
こ
と
。

三
　
二
人
以
上
で
行
動
す
る
場
合
に
お
け
る
銃
器

の
保
持
及
び
携
行
並
び
に
そ
の
受
渡
し
を
模
造
銃

を
用
い
て
行
う
こ
と
。

四
　
休
憩
の
際
必
要
な
銃
器
の
操
作
を
模
造
銃
を

用
い
て
行
う
こ
と
。

五
　
空
気
銃
を
模
し
た
物
に
つ
い
て
圧
縮
操
作
を

し
、
弾
丸
を
用
い
な
い
で
装

て
ん塡

の
操
作
を
行
っ
た

後
射
撃
姿
勢
を
と
る
こ
と
。

六
　
距
離
の
目
測
を
行
う
こ
と
。

七
　
鳥
獣
の
図
画
、
写
真
又
は
は
く
製
を
見
て
そ

の
鳥
獣
の
判
別
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
。

第

二

種

銃

猟

免

許

一
　
空
気
銃
を
模
し
た
物
に
つ
い
て
圧
縮
操
作
を

し
、
弾
丸
を
用
い
な
い
で
装

て
ん塡

の
操
作
を
行
っ
た

後
射
撃
姿
勢
を
と
る
こ
と
。

二
　
距
離
の
目
測
を
行
う
こ
と
。

三
　
鳥
獣
の
図
画
、
写
真
又
は
は
く
製
を
見
て
そ

の
鳥
獣
の
判
別
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
。

２
　
技
能
試
験
の
採
点
は
、
減
点
式
採
点
方
法
に
よ
り
行

う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
七
十
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
知
識
試
験
）

第
五
十
四
条
　
法
第
四
十
八
条
第
三
号
の
狩
猟
に
つ
い
て

必
要
な
知
識
に
つ
い
て
行
う
試
験
（
以
下
「
知
識
試

験
」
と
い
う
。
）
は
、
記
述
式
、
択
一
式
又
は
正
誤
式

の
筆
記
試
験
に
よ
り
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
、
鳥
獣
並
び
に
鳥

獣
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
行
う
も

の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

の
成
績
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
試
験
の
順
序
等
）

第
五
十
五
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
免
許
試
験
を
行
う
場

合
に
お
い
て
は
、
適
性
試
験
及
び
知
識
試
験
を
技
能
試

験
の
前
に
行
う
も
の
と
し
、
当
該
適
性
試
験
又
は
知
識

試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て

は
、
他
の
試
験
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
が
二
以
上
の
種
類
の
狩
猟
免
許
に
係

る
免
許
試
験
を
併
せ
て
行
う
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
免
許
試
験
の
う
ち
二
以
上
の
種
類
の
狩
猟
免
許
に
係

る
免
許
試
験
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
第
一
種
銃
猟
免
許

又
は
第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る
適
性
試
験
を
行
っ
た
と

き
は
、
当
該
者
に
つ
い
て
当
該
狩
猟
免
許
以
外
の
種
類

の
狩
猟
免
許
に
係
る
適
性
試
験
を
行
っ
た
も
の
と
み
な

す
。

３
　
都
道
府
県
知
事
が
二
以
上
の
種
類
の
狩
猟
免
許
に
係

る
免
許
試
験
を
併
せ
て
行
う
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
免
許
試
験
の
う
ち
網
猟
免
許
及
び
わ
な
猟
免
許
に
係

る
免
許
試
験
の
み
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
網
猟
免
許
又

は
わ
な
猟
免
許
に
係
る
適
性
試
験
を
行
っ
た
と
き
は
、

当
該
者
に
つ
い
て
当
該
狩
猟
免
許
以
外
の
種
類
の
狩
猟

免
許
に
係
る
適
性
試
験
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
試
験
の
免
除
）

第
五
十
六
条
　
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
狩
猟
免
許
の
申

請
者
が
法
第
四
十
九
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

と
き
は
知
識
試
験
（
猟
具
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、

同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
同
号
の
事

由
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
同
号
に
該

当
す
る
者
で
あ
る
旨
及
び
同
号
の
事
由
が
や
ん
だ
日
を

証
す
る
書
類
を
添
え
て
免
許
申
請
書
を
提
出
し
た
場
合

に
限
り
、
技
能
試
験
及
び
知
識
試
験
を
免
除
す
る
も
の

と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
九
条
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
や
む

を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一
　
海
外
旅
行
を
し
て
い
た
こ
と
。

二
　
病
気
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
て
い
た
こ
と
。

三
　
法
令
の
規
定
に
よ
り
身
体
の
自
由
を
拘
束
さ
れ
て

い
た
こ
と
。

四
　
社
会
の
慣
習
上
又
は
業
務
の
遂
行
上
や
む
を
得
な

い
緊
急
の
用
務
が
生
じ
て
い
た
こ
と
。

（
免
許
試
験
の
受
験
禁
止
の
通
知
）

第
五
十
七
条
　
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
五
十
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
試
験
の
受
験
を
禁
止
し
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
次
に
掲
げ
る
事
項
を
環
境
大
臣
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
禁
止
に
係
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年

月
日

二
　
当
該
禁
止
の
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

三
　
当
該
禁
止
の
期
間

（
免
許
更
新
申
請
書
）

第
五
十
八
条
　
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
免
許
更
新
申
請

書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
、
当

該
狩
猟
免
許
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
名
並
び
に
当

該
狩
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
交
付
年

月
日

三
　
第
一
種
銃
猟
免
許
又
は
第
二
種
銃
猟
免
許
の
更
新

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
銃
器
の
所
持
に

つ
い
て
申
請
者
が
現
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可

証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

四
　
更
新
の
申
請
者
が
一
の
登
録
年
度
に
お
い
て
、
更

新
を
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
と
異
な
る
種
類
の

狩
猟
免
許
に
係
る
免
許
申
請
書
又
は
免
許
更
新
申
請

書
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

２
　
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
免
許
更
新
申
請
書

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
適
性
検
査
）

第
五
十
九
条
　
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
五
十
一
条

第
二
項
の
適
性
試
験
（
以
下
「
適
性
検
査
」
と
い
う
。
）

を
、
毎
登
録
年
度
一
回
以
上
、
そ
の
登
録
年
度
に
お
い

て
有
効
期
間
が
満
了
す
る
狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
二
条
並
び
に
第
五
十

五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
適
性
検
査
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
一
条

第
二
項
中
「
免
許
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
更
新

申
請
書
」
と
、
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

「
免
許
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
適
性
検
査
」
と
、
「
適
性

試
験
」
と
あ
る
の
は
「
適
性
検
査
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
狩
猟
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
の
確
認
方
法
）

第
五
十
九
条
の
二
　
法
第
五
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
狩
猟
免
許
の
更
新
の
申

請
書
に
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
が
作
成
し
た
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
さ
せ
、
そ
の
内

容
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
対
象
と
な
る
事
業
従
事
者
の
氏
名

二
　
適
性
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
日

三
　
適
性
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
方
法
及
び
そ
の

結
果
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（
狩
猟
免
許
の
更
新
）

第
六
十
条
　
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
狩
猟
免
許
の
有
効

期
間
が
満
了
し
た
日
の
翌
日
に
お
い
て
法
第
五
十
一
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
狩
猟
免
許
を
更
新
す
る
も

の
と
す
る
。

２
　
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
種
類
及
び
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
異
な
る
二

以
上
の
狩
猟
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
狩
猟
免
許

の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

狩
猟
免
許
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た

日
の
翌
日
に
お
い
て
当
該
有
効
期
間
が
満
了
し
た
狩
猟

免
許
及
び
当
該
有
効
期
間
が
満
了
し
た
狩
猟
免
許
以
外

の
種
類
の
狩
猟
免
許
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
効
期
間
が
満
了
し
た
狩
猟

免
許
以
外
の
種
類
の
狩
猟
免
許
の
有
効
期
間
は
、
更
新

の
日
か
ら
三
年
と
す
る
。

３
　
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
適
性
検
査
又
は
法
第
五
十

一
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
結
果
か

ら
判
断
し
て
、
狩
猟
免
許
の
更
新
を
申
請
し
た
者
が
狩

猟
を
す
る
こ
と
が
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
当

該
申
請
者
の
現
に
有
す
る
狩
猟
免
状
と
引
換
え
に
、
新

た
な
狩
猟
免
状
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
更
新
に
係
る
狩
猟
免
許
の

効
力
が
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
停
止
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
交
付

し
た
狩
猟
免
状
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
講
習
）

第
六
十
一
条
　
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
五
十
一
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
に
対
し
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に

狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
、
鳥
獣
並
び
に

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
に
つ
い
て
、
三
時
間
以
上
の
講

習
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
講
習
は
、
適
性
検
査
に
併
せ
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
違
反
行
為
等
の
通
知
）

第
六
十
二
条
　
管
轄
都
道
府
県
知
事
以
外
の
都
道
府
県
知

事
は
、
狩
猟
免
許
を
受
け
た
者
が
法
又
は
法
の
規
定
に

基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
こ
と
を
知
っ
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
次
に
掲
げ
る
事
項
を
管
轄
都
道
府

県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
違
反
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
違
反
者
が
受
け
て
い
る
狩
猟
免
許
の
種
類
並
び
に

当
該
狩
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
交
付

年
月
日

三
　
当
該
違
反
の
内
容

２
　
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
狩
猟
免
許
の
取
消
し
又
は
停
止
を
行
っ
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
次
に
掲
げ
る
事
項
を
環
境
大
臣
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
取
消
し
又
は
停
止
に
係
る
者
の
住
所
、
氏
名

及
び
生
年
月
日

二
　
当
該
取
消
し
又
は
停
止
の
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

三
　
当
該
取
消
し
又
は
停
止
に
係
る
狩
猟
免
許
の
種
類

（
狩
猟
免
許
の
効
力
停
止
の
記
載
）

第
六
十
三
条
　
狩
猟
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
法
第

五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
狩
猟
免
許
の
効
力
が

停
止
さ
れ
た
と
き
は
、
管
轄
都
道
府
県
知
事
に
狩
猟
免

状
を
提
出
し
て
狩
猟
免
状
に
そ
の
旨
の
記
載
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
狩
猟
免
状
の
返
納
）

第
六
十
四
条
　
狩
猟
免
状
は
、
法
第
五
十
四
条
第
一
号
又

は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
そ
の
日

か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、

同
条
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
速
や

か
に
、
管
轄
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
狩
猟
者
登
録
の
申
請
等
）

第
六
十
五
条
　
法
第
五
十
六
条
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
を
与
え
た
都

道
府
県
知
事
名
並
び
に
当
該
狩
猟
免
許
に
係
る
狩
猟

免
状
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

二
　
申
請
者
の
職
業

三
　
使
用
し
よ
う
と
す
る
猟
具
の
種
類

四
　
狩
猟
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
効

力
が
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
停
止
さ

れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

五
　
第
一
種
銃
猟
免
許
又
は
第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
銃
器
の
所

持
に
つ
い
て
申
請
者
が
現
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取

締
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る

許
可
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

六
　
申
請
者
が
備
え
て
い
る
第
六
十
七
条
の
要
件

七
　
申
請
前
一
年
以
内
に
、
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可

（
鳥
獣
の
管
理
の
目
的
で
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
係

る
も
の
で
あ
っ
て
、
登
録
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
す

る
区
域
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
、
当
該
許
可
に
係
る
捕

獲
等
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
三
号
に
お
い
て

「
許
可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
（
申
請
前
一

年
以
内
に
、
申
請
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い

て
「
今
般
の
申
請
」
と
い
う
。
）
に
係
る
狩
猟
者
登

録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に

つ
い
て
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
と
し
て
の
狩

猟
者
登
録
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
直

近
期
間
の
第
七
号
該
当
登
録
」
と
い
う
。
）
又
は
次

号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
と
し
て
の
狩
猟
者
登
録

（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
直
近
期
間
の

第
八
号
該
当
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
直
近
期
間
の
第
七
号
該
当
登
録
に
つ
い

て
の
法
第
五
十
六
条
の
申
請
書
（
以
下
こ
の
号
及
び

次
号
に
お
い
て
単
に
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
し
た
日
又
は
直
近
期
間
の
第
八
号
該
当
登
録
に
つ

い
て
の
申
請
書
を
提
出
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
方

の
日
か
ら
今
般
の
申
請
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る

日
の
前
日
ま
で
の
間
に
許
可
捕
獲
等
を
し
た
者
）
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

八
　
申
請
前
一
年
以
内
に
、
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可

を
受
け
た
者
（
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に

よ
り
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な

さ
れ
た
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
従

事
者
（
法
第
九
条
第
八
項
（
法
第
十
四
条
の
二
第
九

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
従
事
者
証

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
単
に
「
従
事
者

証
」
と
い
う
。
）
に
係
る
従
事
者
で
あ
っ
て
、
次
号

に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
次
項
第
四
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
し
て
、
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
従
事
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
に
従
事
」
と
い

う
。
）
し
た
者
（
申
請
前
一
年
以
内
に
、
直
近
期
間

の
第
七
号
該
当
登
録
又
は
直
近
期
間
の
第
八
号
該
当

登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
近
期
間
の
第

七
号
該
当
登
録
に
つ
い
て
の
申
請
書
を
提
出
し
た
日

又
は
直
近
期
間
の
第
八
号
該
当
登
録
に
つ
い
て
の
申

請
書
を
提
出
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
方
の
日
か
ら

今
般
の
申
請
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
前
日

ま
で
の
間
に
許
可
捕
獲
等
に
従
事
し
た
者
）
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

九
　
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
捕
獲
従
事
者
で
あ

り
、
か
つ
、
申
請
前
一
年
以
内
に
、
登
録
都
道
府
県

知
事
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
お
い
て
、
認
定
鳥
獣
捕

獲
等
事
業
者
（
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

者
に
限
る
。
）
の
従
事
者
証
に
係
る
従
事
者
と
し
て
、

当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
よ
る
認
定
鳥
獣
捕

獲
等
事
業
と
し
て
さ
れ
た
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
従
事
し

た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

２
　
法
第
五
十
六
条
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
六
号
に
規
定
す
る
要
件
を
申
請
者
が
備
え

て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真

で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し

た
も
の
二
枚

三
　
前
項
第
七
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て

は
、
許
可
捕
獲
等
に
係
る
法
第
九
条
第
七
項
の
許
可

証
の
写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
及
び
当
該
許
可

捕
獲
等
に
係
る
法
第
九
条
第
十
三
項
の
報
告
を
記
載

し
た
書
類
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

四
　
前
項
第
八
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て

は
、
従
事
者
証
の
写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
並

び
に
従
事
者
と
し
て
従
事
し
た
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
結

果
と
し
て
捕
獲
等
に
従
事
し
た
場
所
、
そ
の
捕
獲
等

を
さ
れ
た
鳥
獣
の
種
類
別
の
員
数
及
び
処
置
の
概
要

を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

五
　
前
項
第
九
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
捕
獲
従
事
者
と
し
て
所
属
す
る
認
定
鳥
獣

捕
獲
等
事
業
者
が
受
け
て
い
る
認
定
に
係
る
認
定
証

の
写
し
、
様
式
第
十
六
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
証
明

書
（
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
が
、
申
請
者
が

そ
の
捕
獲
従
事
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
い

う
。
）
、
申
請
前
一
年
以
内
に
登
録
都
道
府
県
知
事
の

管
轄
す
る
区
域
内
に
お
い
て
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業

者
に
よ
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
鳥
獣
の
捕

獲
等
が
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
並
び
に
当
該
鳥

獣
の
捕
獲
等
に
係
る
従
事
者
証
の
写
し
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
書
面

３
　
登
録
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
管
轄
す
る
区
域
内
に

住
所
を
有
し
な
い
者
か
ら
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
前
項
の
資
料
の
ほ
か

そ
の
者
が
現
に
狩
猟
免
許
を
受
け
て
い
る
か
ど
う
か
及

び
そ
の
効
力
を
確
認
す
る
た
め
必
要
と
認
め
る
も
の
の

提
示
又
は
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
狩
猟
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
管
轄
都
道
府
県

知
事
以
外
の
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
四
十
六
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
状
の
再
交
付
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
六
十
条
の
狩
猟
者
登
録
証
及
び
狩
猟
者
記
章
の

様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
十
七
及
び
様
式
第
十
八
の

と
お
り
と
す
る
。

６
　
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
登
録
の

申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
登

録
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
狩
猟
者
登
録
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

14



三
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

７
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年

月
日
を
記
載
し
た
も
の
二
枚
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

８
　
法
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
登
録
都
道
府
県

知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
狩
猟
者
登
録
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

三
　
変
更
し
た
事
項

四
　
変
更
し
た
年
月
日

五
　
変
更
の
理
由

９
　
法
第
六
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
者
登
録

証
又
は
狩
猟
者
記
章
の
再
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
登
録
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日

二
　
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
の
番
号
及
び
交

付
年
月
日

三
　
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
を
亡
失
し
、
滅

失
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た
事
情

10
　
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
の
交
付
を
受
け
た

者
は
、
こ
れ
を
亡
失
し
た
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅

滞
な
く
そ
の
旨
を
交
付
を
受
け
た
登
録
都
道
府
県
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
の
申

請
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

11
　
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
（
法
第
六
十
五
条

第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
狩
猟
者
登
録
証
に
限
る
。
）
は
、
法
第
六
十
五
条

第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

は
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
に
、
同
条
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
は
速
や
か
に
、
登
録
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

12
　
次
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
別
に
係
る
登
録
を

受
け
た
者
は
、
そ
の
登
録
に
係
る
狩
猟
免
許
に
つ
い
て

同
一
登
録
年
度
内
に
お
い
て
既
に
同
項
第
二
号
に
掲
げ

る
区
別
に
係
る
登
録
を
受
け
て
い
た
と
き
は
、
当
該
登

録
に
係
る
狩
猟
者
登
録
証
及
び
狩
猟
者
記
章
を
、
速
や

か
に
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

13
　
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
鳥
獣
の
捕

獲
等
を
し
た
場
所
及
び
そ
の
捕
獲
等
を
し
た
鳥
獣
の
種

類
別
の
員
数
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
狩
猟
者
登
録
証
を

返
納
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
返
納
し
た
狩
猟
者
登

録
証
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
を
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

（
狩
猟
者
登
録
の
方
法
等
）

第
六
十
六
条
　
狩
猟
者
登
録
は
、
狩
猟
免
許
の
種
類
の

別
、
狩
猟
を
す
る
場
所
の
区
別
及
び
前
条
第
一
項
第
七

号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
あ

る
か
否
か
の
別
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
第
一
種
銃
猟
免
許
を
受
け
た
者
が
空
気
銃
を
使
用
す

る
猟
法
に
よ
り
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
場
合
に

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
銃
猟
免
許

に
係
る
狩
猟
者
登
録
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
第
一
種
銃
猟
免
許
を
受
け
た
者
が
当
該
狩
猟
者
登

録
に
係
る
場
所
に
お
い
て
、
装
薬
銃
及
び
空
気
銃
を
使

用
す
る
猟
法
に
よ
り
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
第
一
項
の
狩
猟
を
す
る
場
所
の
区
別
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
都
道
府
県
の
区
域
の
全
部

二
　
都
道
府
県
の
区
域
の
う
ち
放
鳥
獣
猟
区
の
区
域

４
　
登
録
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
狩
猟
者
登
録
の
申
請
に
係
る

狩
猟
免
許
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
名
を
登
録
す
る
も

の
と
す
る
。

（
狩
猟
に
よ
り
生
ず
る
危
害
の
防
止
又
は
損
害
の
賠
償

に
係
る
要
件
）

第
六
十
七
条
　
法
第
五
十
八
条
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定

め
る
危
害
の
防
止
に
係
る
要
件
は
、
前
条
第
一
項
に
基

づ
く
適
切
な
区
分
に
従
い
狩
猟
者
登
録
を
受
け
る
こ
と

と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
八
条
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
損
害

の
賠
償
に
係
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
損
害
保
険
会
社
が
損
害
の
塡
補
を
約
す
る
損
害
保

険
契
約
（
狩
猟
に
起
因
す
る
事
故
の
た
め
に
他
人
の

生
命
又
は
身
体
を
害
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
法

律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
被
る

損
害
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
保
険
金
額
が
三
千
万

円
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
被
保
険
者
で
あ

る
こ
と
。

二
　
前
号
に
準
ず
る
資
力
信
用
を
有
す
る
こ
と
。

（
鳥
獣
保
護
区
等
の
区
域
等
の
図
面
の
交
付
）

第
六
十
八
条
　
登
録
都
道
府
県
知
事
は
、
狩
猟
者
登
録
を

行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
お
け
る
指

定
猟
法
禁
止
区
域
、
鳥
獣
保
護
区
、
休
猟
区
、
特
定
猟

具
使
用
禁
止
区
域
、
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
及
び
猟

区
（
以
下
「
鳥
獣
保
護
区
等
」
と
い
う
。
）
の
区
域
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。

（
様
式
）

第
六
十
九
条
　
前
条
の
鳥
獣
保
護
区
等
の
区
域
を
示
す
図

面
の
様
式
は
、
様
式
第
十
九
の
と
お
り
と
す
る
。

（
猟
具
ご
と
に
表
示
す
る
事
項
）

第
七
十
条
　
法
第
六
十
二
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
狩
猟
者
登
録
証
に
記
載
さ
れ
た
都
道
府
県

知
事
名
、
登
録
年
度
及
び
登
録
番
号
と
す
る
。

２
　
前
項
の
事
項
は
、
金
属
製
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

標
識
に
、
一
字
の
大
き
さ
が
縦
一
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
、
横
一
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
文
字
で

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
等
の
通
知
）

第
七
十
一
条
　
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
は
、
登
録
を
行
っ
た
日
以
後
遅
滞
な
く
、
法
第
五
十

六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
登

録
を
抹
消
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
以
後
速
や
か
に
、

当
該
者
の
住
所
及
び
氏
名
、
当
該
者
に
行
っ
た
狩
猟
免

許
の
種
類
、
当
該
狩
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
免
状
の
番
号

及
び
交
付
年
月
日
、
登
録
を
抹
消
す
べ
き
事
由
が
生
じ

た
年
月
日
並
び
に
当
該
事
由
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
猟
区
設
定
手
続
）

第
七
十
二
条
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

に
、
猟
区
管
理
規
程
、
猟
区
の
区
域
及
び
位
置
を
示
す

二
万
五
千
分
の
一
以
上
の
地
形
図
、
法
第
六
十
九
条
の

同
意
を
証
す
る
書
面
並
び
に
猟
区
設
定
に
関
す
る
予
算

を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
猟
区
の
区
域
に
編
入
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
地
目

別
面
積
及
び
水
面
の
面
積
並
び
に
そ
の
土
地
及
び
水

面
に
お
け
る
鳥
獣
の
生
息
状
況
並
び
に
猟
区
の
維
持

管
理
に
関
す
る
事
務
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
旨

二
　
設
定
す
る
日
が
属
す
る
登
録
年
度
及
び
翌
登
録
年

度
に
お
け
る
狩
猟
鳥
獣
の
保
護
施
設
の
設
置
、
狩
猟

鳥
獣
の
人
工
増
殖
又
は
放
鳥
獣
に
関
す
る
事
業
計
画

三
　
一
狩
猟
期
間
（
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
法
第
十
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
期

間
）
の
月
別
の
入
猟
者
（
狩
猟
者
登
録
に
係
る
狩
猟

免
許
の
種
類
別
）
及
び
捕
獲
等
を
さ
れ
る
鳥
獣
の
種

類
別
の
見
込
数

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
に
対
し
同
項
の
申
請
書
及
び
資
料
の
ほ
か
必
要
と
認

め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
猟
区
に
お
け
る
狩
猟
の
停
止
に
係
る
法
第
六
十
八
条

第
一
項
の
認
可
の
申
請
は
、
そ
の
事
由
を
記
載
し
た
書

面
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
猟
区
に
係
る
公
示
事
項
）

第
七
十
三
条
　
法
第
七
十
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
猟
区
設
定
者
の
名
称
、
事
務
所
の
位
置
及

び
入
猟
承
認
料
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
猟
区
の
標
識
）

第
七
十
四
条
　
法
第
七
十
条
第
二
項
の
猟
区
の
標
識
は
、

様
式
第
二
十
の
と
お
り
と
す
る
。

（
猟
区
管
理
規
程
）

第
七
十
五
条
　
令
第
三
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
猟
区
管

理
規
程
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
狩
猟
鳥
獣
の
生
息
及
び
繁
殖
に
必
要
な
施
設
の
設

置
に
関
す
る
事
項

二
　
狩
猟
鳥
獣
の
人
工
増
殖
又
は
放
鳥
獣
に
関
す
る

事
項

三
　
狩
猟
を
禁
止
す
る
区
域
の
指
定
に
関
す
る
事
項

四
　
捕
獲
等
の
数
の
制
限
に
関
す
る
事
項

五
　
猟
法
又
は
猟
具
の
制
限
に
関
す
る
事
項

六
　
猟
区
内
に
お
け
る
鳥
獣
に
よ
る
損
失
の
補
償
に
関

す
る
事
項

（
猟
区
の
事
業
の
報
告
等
）

第
七
十
六
条
　
猟
区
設
定
者
は
、
毎
登
録
年
度
終
了
後
三

十
日
以
内
に
、
当
該
登
録
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
猟
区
の
成
績
報
告
書
に
、
狩
猟
鳥
獣

の
生
息
及
び
繁
殖
に
必
要
な
施
設
の
設
置
、
狩
猟
鳥
獣

の
人
工
増
殖
又
は
放
鳥
獣
に
関
す
る
当
該
登
録
年
度
の

事
業
報
告
書
並
び
に
翌
登
録
年
度
の
事
業
計
画
書
を
添

え
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
開
猟
日
数

二
　
入
猟
申
込
者
数
及
び
入
猟
者
数

三
　
鳥
獣
の
種
類
別
の
捕
獲
等
の
数

２
　
猟
区
設
定
者
は
、
法
第
七
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
猟
区
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
務
を

委
託
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
委
託
に
係
る
委

託
契
約
書
の
写
し
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
証
明
書
の
様
式
）

第
七
十
七
条
　
法
第
七
十
五
条
第
五
項
及
び
法
第
七
十
七

条
第
二
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
二

十
一
及
び
様
式
第
二
十
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
法
の
適
用
除
外
と
な
る
鳥
獣
）

第
七
十
八
条
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め

る
鳥
獣
の
う
ち
、
環
境
衛
生
の
維
持
に
重
大
な
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
鳥
獣
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
鳥

獣
と
す
る
。

科
名

種
名

動
物
界

哺
乳
綱

ね
ず
み
目

ね
ず
み
科
Ｒ
ａ
ｔ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ｏ
ｒ
ｖ
ｅ
ｇ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ

（
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
）

Ｒ
ａ
ｔ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｒ
ａ
ｔ
ｔ
ｕ
ｓ
（
ク
マ
ネ

ズ
ミ
）

Ｍ
ｕ
ｓ
　
ｍ
ｕ
ｓ
ｃ
ｕ
ｌ
ｕ
ｓ
（
ハ
ツ
カ
ネ

ズ
ミ
）

備
考

括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す
る
和
名

で
あ
る
。

２
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
鳥
獣
の

う
ち
、
他
の
法
令
に
よ
り
捕
獲
等
に
つ
い
て
適
切
な
保

護
又
は
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
鳥
獣
は
、
次
の
表
に
掲

げ
る
鳥
獣
以
外
の
海
棲
哺
乳
類
と
す
る
。

科
名

種
名

動
物
界

哺
乳
綱

（
一
）
　
ね
こ
目

あ
し
か
科

Ｚ
ａ
ｌ
ｏ
ｐ
ｈ
ｕ
ｓ
　
ｊ
ａ
ｐ
ｏ
ｎ
ｉ
ｃ

ｕ
ｓ
（
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
）

あ
ざ
ら
し
科
Ｐ
ｈ
ｏ
ｃ
ａ
　
ｖ
ｉ
ｔ
ｕ
ｌ
ｉ
ｎ
ａ
（
ゼ

ニ
ガ
タ
ア
ザ
ラ
シ
）

Ｐ
ｈ
ｏ
ｃ
ａ
　
ｌ
ａ
ｒ
ｇ
ｈ
ａ
（
ゴ
マ
フ

ア
ザ
ラ
シ
）

Ｐ
ｕ
ｓ
ａ
　
ｈ
ｉ
ｓ
ｐ
ｉ
ｄ
ａ
（
ワ
モ
ン

ア
ザ
ラ
シ
）

Ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
ｒ
ｉ
ｏ
ｐ
ｈ
ｏ
ｃ
ａ
　
ｆ
ａ
ｓ

ｃ
ｉ
ａ
ｔ
ａ
（
ク
ラ
カ
ケ
ア
ザ
ラ
シ
）

Ｅ
ｒ
ｉ
ｇ
ｎ
ａ
ｔ
ｈ
ｕ
ｓ
　
ｂ
ａ
ｒ
ｂ
ａ

ｔ
ｕ
ｓ
（
ア
ゴ
ヒ
ゲ
ア
ザ
ラ
シ
）

（
二
）
　
か
い
ぎ
ゅ
う
目

じ
ゅ
ご
ん
科
Ｄ
ｕ
ｇ
ｏ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｕ
ｇ
ｏ
ｎ
（
ジ
ュ
ゴ

ン
）

備
考

括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す
る
和
名

で
あ
る
。

（
公
聴
会
）

第
七
十
九
条
　
環
境
大
臣
は
、
法
第
二
条
第
十
項
（
法
第

十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
法
第
二
十
八
条
第
六
項
（
法
第
二
十
九
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、

公
聴
会
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
日
時
、
場
所

及
び
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件
を

公
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
案
件
に
関
し
意
見
を
聴
く

必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
公
述
人
」
と
い
う
。
）
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

２
　
前
項
の
公
示
は
、
公
聴
会
の
日
の
三
週
間
前
ま
で
に

官
報
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
公
述
人
は
、
当
該
公
聴
会

の
日
か
ら
一
週
間
前
ま
で
に
当
該
公
聴
会
に
お
い
て
聴

こ
う
と
す
る
案
件
に
対
す
る
意
見
の
要
旨
及
び
理
由
を

記
載
し
た
文
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
　
公
聴
会
は
、
環
境
大
臣
又
は
そ
の
指
名
す
る
者
が
議

長
と
し
て
主
宰
す
る
。

５
　
公
聴
会
に
お
い
て
は
、
議
長
は
、
ま
ず
公
述
人
の
う

ち
で
聴
こ
う
と
す
る
案
件
に
対
し
て
異
議
を
有
す
る
者

に
異
議
の
要
旨
及
び
理
由
を
陳
述
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
出
席
し
て
い
な
い
と
き

は
、
議
長
は
、
そ
の
提
出
し
た
第
三
項
の
意
見
書
の
朗

読
を
も
っ
て
そ
の
陳
述
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
公
述
人
は
、
発
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
長
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
議
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
公
聴

会
を
傍
聴
し
て
い
る
者
に
発
言
を
許
す
こ
と
が
で
き

る
。

８
　
公
述
人
及
び
発
言
を
許
さ
れ
た
者
の
発
言
は
、
そ
の

意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件
の
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
。

９
　
公
述
人
及
び
発
言
を
許
さ
れ
た
者
が
前
項
の
範
囲
を

超
え
て
発
言
し
、
又
は
不
穏
当
な
言
動
が
あ
っ
た
と
き

は
、
議
長
は
、
そ
の
発
言
を
禁
止
し
、
又
は
退
場
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

10
　
議
長
は
、
公
聴
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
秩
序
を
妨
げ
、
又
は
不
穏
な
言
動

を
し
た
者
を
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

11
　
議
長
は
、
公
聴
会
の
終
了
後
遅
滞
な
く
公
聴
会
の
経

過
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
記
載
し
た
調
書
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
八
十
条
　
法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の

権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
環
境
事
務

所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第

五
号
（
法
第
十
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

七
号
（
法
第
十
五
条
第
十
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
八
号
（
法
第
二
十
五
条
第
六
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
（
法
第
三
十
七
条
第
十

項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号

に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
自
ら
行
う

こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
七
条
第
六
項
（
法
第
七
条
の
二
第
三
項
及
び

法
第
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限

二
　
法
第
七
条
の
三
第
四
項
（
法
第
七
条
の
四
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第

五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第

五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
権
限

三
　
法
第
七
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
法
第
七
条
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る

権
限

四
　
法
第
九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
（
法
第
十

五
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
五
項
、
第
七
項
（
法
第
十
五
条
第
十
一
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八

項
（
同
項
に
規
定
す
る
法
人
の
指
定
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
、
第
九
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
に
規

定
す
る
権
限

五
　
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
十
五
条
第

十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
権
限

六
　
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

七
　
法
第
十
五
条
第
四
項
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
九

項
及
び
第
十
項
に
規
定
す
る
権
限

八
　
法
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項

ま
で
に
規
定
す
る
権
限

九
　
法
第
二
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る

権
限

十
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限

十
一
　
法
第
二
十
九
条
第
七
項
（
同
項
に
規
定
す
る
許

可
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
項
及
び
第
十
項
に

規
定
す
る
権
限

十
二
　
法
第
三
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定

す
る
権
限

十
三
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す

る
権
限

十
四
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
か

ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に

規
定
す
る
権
限

十
五
　
法
第
七
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規

定
す
る
権
限

十
六
　
法
第
七
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
権
限

十
七
　
第
七
条
第
三
項
、
第
八
項
及
び
第
十
一
項
か
ら

第
十
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

十
八
　
第
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五
項
、

第
七
項
、
第
九
項
、
第
十
項
に
規
定
す
る
権
限

十
九
　
第
十
五
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規

定
す
る
権
限

二
十
　
第
二
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る

権
限

二
十
一
　
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
二
　
第
三
十
八
条
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
権
限

二
十
三
　
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
四
　
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項

に
規
定
す
る
権
限

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年

四
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
法
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
獣
保
護
及
狩

猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
一

条
ノ
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
し
て

い
る
禁
止
又
は
制
限
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
し
た
禁
止
又
は
制
限
と
み
な

す
。

２
　
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
一
条
ノ
六
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
し
て
い
る
禁
止
又
は
制
限

は
、
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知

事
が
し
た
環
境
大
臣
が
行
う
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
と

み
な
す
。

（
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
期
間
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
三
条
　
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
八
条
ノ
三
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
し
て
い
る
狩
猟
期
間

の
拡
大
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
知
事
が
し
た
狩
猟
期
間
の
延
長
と
み
な
す
。

（
従
事
者
証
に
係
る
法
人
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
十
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
て
い
る
法
人
は
、
法
第

九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
た
法
人

と
み
な
す
。

（
狩
猟
に
関
す
る
事
業
を
行
う
法
人
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
獣
保

護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
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則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
環

境
大
臣
が
指
定
し
て
い
る
法
人
は
、
第
六
十
七
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
法
人
と
み
な

す
。

（
鳥
獣
保
護
区
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
十
条

（
旧
規
則
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

が
し
て
い
る
告
示
は
、
法
第
二
十
八
条
第
九
項
若
し
く

は
第
十
項
又
は
法
第
二
十
九
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
し
た
公
示
と
み

な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
十
二
条
の

規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
し
て
い

る
告
示
は
、
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
又

は
都
道
府
県
知
事
が
し
た
公
示
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
設
け
て

い
る
標
識
は
、
法
第
二
十
八
条
第
九
項
若
し
く
は
法
第

二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第

十
三
項
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境

大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
設
置
し
た
標
識
と
み
な

す
。

（
休
猟
区
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
十
六

条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
し
て
い
る
告
示

は
、
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
が
し
た
公
示
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
十
六
条
の

規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
設
け
て
い
る
標
識
は
、

法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

が
設
置
し
た
標
識
と
み
な
す
。

（
銃
猟
禁
止
区
域
及
び
銃
猟
制
限
区
域
に
関
す
る
経
過

措
置
）

第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
規
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に

よ
り
都
道
府
県
知
事
が
し
て
い
る
告
示
は
、
法
第
三
十

五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
し
た
公
示
と
み

な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
旧
規
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
が
設
け
て
い
る
標
識
は
、
法
第
三
十
五

条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
設
置
し
た
標
識
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
環
境
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
六
日
環
境
省
令

第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
九
日
環
境
省
令

第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
二
〇
日
環
境
省
令

第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
環
境
大
臣
が
法
令
の
規

定
に
よ
り
し
た
登
録
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他

の
行
為
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省

令
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
た

権
限
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
処
分
等
」
と
い

う
。
）
は
、
相
当
の
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
処
分

等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に

よ
り
環
境
大
臣
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の

行
為
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
た
権

限
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）

は
、
相
当
の
地
方
環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
し
た
申
請

等
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
環
境
大

臣
に
対
し
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長

に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
こ

の
省
令
の
施
行
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
当
該
法
令
の
規
定
に
よ
り
地

方
環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の

他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ

の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
法

令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
一
七
日
環
境
省
令

第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
二
九
日
環
境
省
令

第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月

十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
二
五
日
環
境
省
令

第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
六
月
一
日
よ
り
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
二
一
日
環
境
省
令

第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
環
境
省
令

第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
環
境
省
令

第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
十
六
日
よ

り
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
二
九
日
環
境
省
令

第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
自
然
公
園
法
及
び
自
然
環
境
保

全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律

第
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
三
〇
日
環
境
省
令

第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
狩
猟
に
よ
り
生
ず
る
損
害
の
賠
償
に
係
る
要
件

に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
獣
の
保

護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

狩
猟
に
関
す
る
事
業
を
行
う
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般

財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
附
則
第
二

条
第
七
項
第
一
号
ホ
（
７
）
に
規
定
す
る
認
可
特
定
保

険
業
者
が
行
う
共
済
事
業
（
狩
猟
に
起
因
す
る
事
故
の

た
め
に
他
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
た
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ

っ
て
被
る
損
害
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
給
付
額
が
三

千
万
円
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
被
共
済
者
で

あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
六
十
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
が
行
う
共
済
事
業
の
被

共
済
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日

ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
九
日
環
境
省
令

第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
環
境
省
令

第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め

る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
環
境
省

令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
十
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る

ま
で
の
間
は
、
同
規
則
第
三
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書

き
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
五
日
環
境
省
令

第
一
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
十
五
日
よ

り
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
一
四
日
環
境
省
令

第
一
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
十
五
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
一
〇
日
環
境
省
令

第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め

る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
九
月
十
四
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
二
〇
日
環
境
省
令

第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
四
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
損
害
保
険
契
約
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
二

第
二
項
第
十
四
号
及
び
第
十
九
条
の
八
第
四
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
十
九
条
の
二
第

二
項
第
十
四
号
中
「
損
害
保
険
契
約
書
の
写
し
」
と
あ

る
の
は
、
「
損
害
保
険
契
約
書
の
写
し
又
は
同
号
に
規

定
す
る
共
済
事
業
の
被
共
済
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
」
と
、
第
十
九
条
の
八
第
四
号
中
「
同
じ
。
）
」
と

あ
る
の
は
、
「
同
じ
。
）
又
は
共
済
事
業
（
狩
猟
に
関
す

る
事
業
を
行
う
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で

あ
っ
て
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
七
項
第
一

号
ホ
（
７
）
に
規
定
す
る
認
可
特
定
保
険
業
者
が
行
う

共
済
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
又
は
被

共
済
者
」
と
、
「
申
請
者
が
」
と
あ
る
の
は
「
損
害
保

険
契
約
に
あ
っ
て
は
申
請
者
が
」
と
、
「
に
係
る
損
害

保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
損
害
保
険
契
約
又

は
共
済
事
業
」
と
、
「
保
険
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
保

険
金
額
又
は
給
付
額
」
と
、
「
複
数
の
損
害
保
険
契
約
」

と
あ
る
の
は
「
複
数
の
損
害
保
険
契
約
又
は
共
済
事

業
」
と
、
「
各
損
害
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
各
損

害
保
険
契
約
又
は
共
済
事
業
」
と
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て

い
る
書
類
等
は
、
新
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

（
検
討
）

第
五
条
　
環
境
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
お
お
む
ね

三
年
以
内
に
新
規
則
第
十
三
条
の
六
か
ら
第
十
三
条
の

八
ま
で
及
び
第
十
九
条
の
二
か
ら
第
十
九
条
の
十
三
ま

で
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
〇
日
環
境
省
令

第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
四
日
環
境
省

令
第
四
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
十
五
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
鳥
獣
の
保
護
及
び

管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
二
の
認
定
を
受
け
て
い

る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
に
同
条
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
者
に
係
る
認
定
の
有
効
期
間
は
、
施
行
日
に

お
け
る
そ
の
者
に
係
る
同
条
の
認
定
の
有
効
期
間
の
残

存
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
法
第
十
八
条
の
三
第

一
項
（
法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
際
、
認
定
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が

さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
認
定
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
第
十
八
条
の
二
の
認
定

を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
及
び
前
項
の
規
定
に

基
づ
き
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
に
関

す
る
法
第
十
八
条
の
六
の
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
維

持
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
一
五
日
環
境
省
令

第
一
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
九
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
一
日
環
境
省
令
第

二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
九
条
及
び
第
二

十
九
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
四
月
三
日
環
境
省
令
第

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物

の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
五
月
七
日
環
境
省
令
第

一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
環
境
省
令

第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
環
境
省
令

第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
一
九
日
環
境
省
令
第

一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
環
境
省
令
第

一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲

内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
一
五
日
環
境
省
令
第

二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
九
月
十
五
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
一
　
希
少
鳥
獣
（
第
一
条
の
二
関
係
）

科
名

種
名

動
物
界

一
　
鳥
綱

（
一
）
　
き
じ
目

き
じ
科
Ｌ
ａ
ｇ
ｏ
ｐ
ｕ
ｓ
　
ｍ
ｕ
ｔ
ａ
　
ｊ
ａ
ｐ
ｏ
ｎ

ｉ
ｃ
ａ
（
ラ
イ
チ
ョ
ウ
）

Ｃ
ｏ
ｔ
ｕ
ｒ
ｎ
ｉ
ｘ
　
ｊ
ａ
ｐ
ｏ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ

（
ウ
ズ
ラ
）

（
二
）
　
か
も
目

か
も
科
Ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
　
ｆ
ａ
ｂ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
　
ｓ
ｅ
ｒ
ｒ

ｉ
ｒ
ｏ
ｓ
ｔ
ｒ
ｉ
ｓ
（
ヒ
シ
ク
イ
）

Ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｒ
ｙ
ｔ
ｈ
ｒ
ｏ
ｐ
ｕ
ｓ
（
カ

リ
ガ
ネ
）

Ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
　
ｃ
ａ
ｅ
ｒ
ｕ
ｌ
ｅ
ｓ
ｃ
ｅ
ｎ
ｓ

　
ｃ
ａ
ｅ
ｒ
ｕ
ｌ
ｅ
ｓ
ｃ
ｅ
ｎ
ｓ
（
ハ
ク
ガ
ン
）

Ｂ
ｒ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
　
ｈ
ｕ
ｔ
ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｓ
ｉ
ｉ
　

ｌ
ｅ
ｕ
ｃ
ｏ
ｐ
ａ
ｒ
ｅ
ｉ
ａ
（
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ

ガ
ン
）

Ｂ
ｒ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
　
ｂ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉ
ｃ
ｌ
ａ
　
ｏ
ｒ

ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
（
コ
ク
ガ
ン
）

Ｔ
ａ
ｄ
ｏ
ｒ
ｎ
ａ
　
ｔ
ａ
ｄ
ｏ
ｒ
ｎ
ａ
（
ツ
ク

シ
ガ
モ
）

Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｏ
ｓ
ａ
（
ト
モ
エ
ガ
モ
）
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（
三
）
　
ね
っ
た
い
ち
ょ
う
目

ね
っ
た

い
ち
ょ

う
科

Ｐ
ｈ
ａ
ｅ
ｔ
ｈ
ｏ
ｎ
　
ｒ
ｕ
ｂ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｕ
ｄ

ａ
　
ｒ
ｏ
ｔ
ｈ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｄ
ｉ
（
ア
カ
オ
ネ

ッ
タ
イ
チ
ョ
ウ
）

（
四
）
　
は
と
目

は
と
科
Ｃ
ｏ
ｌ
ｕ
ｍ
ｂ
ａ
　
ｊ
ａ
ｎ
ｔ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
　
ｎ

ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
ｓ
（
ア
カ
ガ
シ
ラ
カ
ラ
ス
バ
ト
）

Ｃ
ｏ
ｌ
ｕ
ｍ
ｂ
ａ
　
ｊ
ａ
ｎ
ｔ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
　
ｓ

ｔ
ｅ
ｊ
ｎ
ｅ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
（
ヨ
ナ
グ
ニ
カ
ラ
ス
バ

ト
）

Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｐ
ｔ
ｏ
ｐ
ｅ
ｌ
ｉ
ａ
　
ｄ
ｅ
ｃ
ａ
ｏ

ｃ
ｔ
ｏ
　
ｄ
ｅ
ｃ
ａ
ｏ
ｃ
ｔ
ｏ
（
シ
ラ
コ
バ
ト
）

Ｃ
ｈ
ａ
ｌ
ｃ
ｏ
ｐ
ｈ
ａ
ｐ
ｓ
　
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｃ
ａ

　
ｙ
ａ
ｍ
ａ
ｓ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
ｉ
（
キ
ン
バ
ト
）

（
五
）
　
み
ず
な
ぎ
ど
り
目

あ
ほ
う

ど
り
科

Ｐ
ｈ
ｏ
ｅ
ｂ
ａ
ｓ
ｔ
ｒ
ｉ
ａ
　
ｉ
ｍ
ｍ
ｕ
ｔ
ａ

ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｓ
（
コ
ア
ホ
ウ
ド
リ
）

Ｐ
ｈ
ｏ
ｅ
ｂ
ａ
ｓ
ｔ
ｒ
ｉ
ａ
　
ａ
ｌ
ｂ
ａ
ｔ
ｒ

ｕ
ｓ
（
ア
ホ
ウ
ド
リ
）

み
ず
な

ぎ
ど
り

科

Ｐ
ｕ
ｆ
ｆ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ｌ
ｈ
ｅ
ｒ
ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
ｅ

ｒ
ｉ
　
ｂ
ａ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
（
セ
グ
ロ
ミ

ズ
ナ
ギ
ド
リ
）

Ｐ
ｕ
ｆ
ｆ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ｂ
ｒ
ｙ
ａ
ｎ
ｉ
（
オ
ガ

サ
ワ
ラ
ヒ
メ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
）

う
み
つ

ば
め
科

Ｏ
ｃ
ｅ
ａ
ｎ
ｏ
ｄ
ｒ
ｏ
ｍ
ａ
　
ｃ
ａ
ｓ
ｔ
ｒ
ｏ

（
ク
ロ
コ
シ
ジ
ロ
ウ
ミ
ツ
バ
メ
）

Ｏ
ｃ
ｅ
ａ
ｎ
ｏ
ｄ
ｒ
ｏ
ｍ
ａ
　
ｍ
ｏ
ｎ
ｏ
ｒ
ｈ

ｉ
ｓ
（
ヒ
メ
ク
ロ
ウ
ミ
ツ
バ
メ
）

（
六
）
　
こ
う
の
と
り
目

こ
う
の

と
り
科

Ｃ
ｉ
ｃ
ｏ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｂ
ｏ
ｙ
ｃ
ｉ
ａ
ｎ
ａ
（
コ

ウ
ノ
ト
リ
）

（
七
）
　
か
つ
お
ど
り
目

か
つ
お

ど
り
科

Ｓ
ｕ
ｌ
ａ
　
ｓ
ｕ
ｌ
ａ
　
ｒ
ｕ
ｂ
ｒ
ｉ
ｐ
ｅ
ｓ

（
ア
カ
ア
シ
カ
ツ
オ
ド
リ
）

う
科

Ｐ
ｈ
ａ
ｌ
ａ
ｃ
ｒ
ｏ
ｃ
ｏ
ｒ
ａ
ｘ
　
ｐ
ｅ
ｌ
ａ

ｇ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｐ
ｅ
ｌ
ａ
ｇ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
（
ヒ
メ

ウ
）

Ｐ
ｈ
ａ
ｌ
ａ
ｃ
ｒ
ｏ
ｃ
ｏ
ｒ
ａ
ｘ
　
ｕ
ｒ
ｉ
ｌ

ｅ
（
チ
シ
マ
ウ
ガ
ラ
ス
）

（
八
）
　
ぺ
り
か
ん
目

さ
ぎ
科
Ｂ
ｏ
ｔ
ａ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ

　
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
（
サ
ン
カ
ノ
ゴ
イ
）

Ｉ
ｘ
ｏ
ｂ
ｒ
ｙ
ｃ
ｈ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｕ
ｒ
ｈ
ｙ
ｔ
ｈ

ｍ
ｕ
ｓ
（
オ
オ
ヨ
シ
ゴ
イ
）

Ｇ
ｏ
ｒ
ｓ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｇ
ｏ
ｉ
ｓ
ａ
ｇ
ｉ

（
ミ
ゾ
ゴ
イ
）

Ｇ
ｏ
ｒ
ｓ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｍ
ｅ
ｌ
ａ
ｎ
ｏ
ｌ

ｏ
ｐ
ｈ
ｕ
ｓ
（
ズ
グ
ロ
ミ
ゾ
ゴ
イ
）

と
き
科
Ｎ
ｉ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｎ
ｉ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
（
ト
キ
）

Ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ａ
ｌ
ｅ
ａ
　
ｍ
ｉ
ｎ
ｏ
ｒ
（
ク
ロ
ツ

ラ
ヘ
ラ
サ
ギ
）

（
九
）
　
つ
る
目

つ
る
科
Ｇ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｖ
ｉ
ｐ
ｉ
ｏ
（
マ
ナ
ヅ
ル
）

Ｇ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｊ
ａ
ｐ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
（
タ
ン

チ
ョ
ウ
）

Ｇ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｍ
ｏ
ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ａ
（
ナ
ベ
ヅ
ル
）

く
い
な

科

Ｃ
ｏ
ｔ
ｕ
ｒ
ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｐ
ｓ
　
ｅ
ｘ
ｑ
ｕ
ｉ
ｓ

ｉ
ｔ
ｕ
ｓ
（
シ
マ
ク
イ
ナ
）

Ｒ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ａ
　
ｅ
ｕ
ｒ
ｉ
ｚ
ｏ
ｎ
ｏ
ｉ
ｄ

ｅ
ｓ
　
ｓ
ｅ
ｐ
ｉ
ａ
ｒ
ｉ
ａ
（
オ
オ
ク
イ
ナ
）

Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｒ
ａ
ｌ
ｌ
ｕ
ｓ
　
ｏ
ｋ
ｉ
ｎ
ａ
ｗ

ａ
ｅ
（
ヤ
ン
バ
ル
ク
イ
ナ
）

（
一
〇
）
　
ち
ど
り
目

ち
ど
り

科

Ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｒ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｌ
ｅ
ｘ
ａ
ｎ
ｄ

ｒ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｌ
ｅ
ｘ
ａ
ｎ
ｄ
ｒ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ

（
ハ
シ
ボ
ソ
シ
ロ
チ
ド
リ
）

Ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｒ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｌ
ｅ
ｘ
ａ
ｎ
ｄ

ｒ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ａ
ｌ
ｂ
ａ
ｔ
ｕ
ｓ
（
シ
ロ

チ
ド
リ
）

せ
い
た

か
し
ぎ

科

Ｈ
ｉ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｏ
ｐ
ｕ
ｓ
　
ｈ
ｉ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｏ

ｐ
ｕ
ｓ
　
ｈ
ｉ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｏ
ｐ
ｕ
ｓ
（
セ
イ
タ

カ
シ
ギ
）

し
ぎ
科
Ｓ
ｃ
ｏ
ｌ
ｏ
ｐ
ａ
ｘ
　
ｍ
ｉ
ｒ
ａ
（
ア
マ
ミ
ヤ

マ
シ
ギ
）

Ｌ
ｉ
ｍ
ｏ
ｓ
ａ
　
ｌ
ａ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
　
ｍ

ｅ
ｎ
ｚ
ｂ
ｉ
ｅ
ｒ
ｉ
（
コ
シ
ジ
ロ
オ
オ
ソ
リ
ハ

シ
シ
ギ
）

Ｌ
ｉ
ｍ
ｏ
ｓ
ａ
　
ｌ
ａ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
　
ｂ

ａ
ｕ
ｅ
ｒ
ｉ
（
オ
オ
ソ
リ
ハ
シ
シ
ギ
）

Ｎ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｍ
ｉ
ｎ
ｕ
ｔ
ｕ
ｓ
（
コ

シ
ャ
ク
シ
ギ
）

Ｎ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｍ
ａ
ｄ
ａ
ｇ
ａ
ｓ
ｃ
ａ

ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
（
ホ
ウ
ロ
ク
シ
ギ
）

Ｔ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ａ
　
ｅ
ｒ
ｙ
ｔ
ｈ
ｒ
ｏ
ｐ
ｕ
ｓ

（
ツ
ル
シ
ギ
）

Ｔ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ａ
　
ｔ
ｏ
ｔ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ｕ
ｓ
ｓ

ｕ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
（
ア
カ
ア
シ
シ
ギ
）

Ｔ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ａ
　
ｇ
ｕ
ｔ
ｔ
ｉ
ｆ
ｅ
ｒ
（
カ
ラ

フ
ト
ア
オ
ア
シ
シ
ギ
）

Ｔ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ａ
　
ｇ
ｌ
ａ
ｒ
ｅ
ｏ
ｌ
ａ
（
タ
カ

ブ
シ
ギ
）

Ｅ
ｕ
ｒ
ｙ
ｎ
ｏ
ｒ
ｈ
ｙ
ｎ
ｃ
ｈ
ｕ
ｓ
　
ｐ
ｙ
ｇ

ｍ
ｅ
ｕ
ｓ
（
ヘ
ラ
シ
ギ
）

た
ま
し

ぎ
科

Ｒ
ｏ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｔ
ｕ
ｌ
ａ
　
ｂ
ｅ
ｎ
ｇ
ｈ
ａ
ｌ

ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
　
ｂ
ｅ
ｎ
ｇ
ｈ
ａ
ｌ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ

（
タ
マ
シ
ギ
）

つ
ば
め

ち
ど
り

科

Ｇ
ｌ
ａ
ｒ
ｅ
ｏ
ｌ
ａ
　
ｍ
ａ
ｌ
ｄ
ｉ
ｖ
ａ
ｒ
ｕ

ｍ
（
ツ
バ
メ
チ
ド
リ
）

か
も
め

科

Ｌ
ａ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ａ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
（
ズ
グ

ロ
カ
モ
メ
）

Ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
　
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ｉ
ｉ
　
ｃ
ｒ
ｉ
ｓ

ｔ
ａ
ｔ
ａ
（
オ
オ
ア
ジ
サ
シ
）

Ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
　
ａ
ｌ
ｂ
ｉ
ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ｓ

ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
（
コ
ア
ジ
サ
シ
）

Ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
　
ｄ
ｏ
ｕ
ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｉ
　
ｂ

ａ
ｎ
ｇ
ｓ
ｉ
（
ベ
ニ
ア
ジ
サ
シ
）

Ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
　
ｓ
ｕ
ｍ
ａ
ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ａ
（
エ

リ
グ
ロ
ア
ジ
サ
シ
）

う
み
す

ず
め
科

Ｕ
ｒ
ｉ
ａ
　
ａ
ａ
ｌ
ｇ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｏ
ｒ
ｎ
ａ
ｔ

ａ
（
ウ
ミ
ガ
ラ
ス
）

Ｃ
ｅ
ｐ
ｐ
ｈ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ａ
ｒ
ｂ
ｏ
（
ケ
イ
マ
フ

リ
）

Ｓ
ｙ
ｎ
ｔ
ｈ
ｌ
ｉ
ｂ
ｏ
ｒ
ａ
ｍ
ｐ
ｈ
ｕ
ｓ
　
ａ

ｎ
ｔ
ｉ
ｑ
ｕ
ｕ
ｓ
（
ウ
ミ
ス
ズ
メ
）

Ｓ
ｙ
ｎ
ｔ
ｈ
ｌ
ｉ
ｂ
ｏ
ｒ
ａ
ｍ
ｐ
ｈ
ｕ
ｓ
　
ｗ

ｕ
ｍ
ｉ
ｚ
ｕ
ｓ
ｕ
ｍ
ｅ
（
カ
ン
ム
リ
ウ
ミ
ス
ズ

メ
）

Ｆ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｃ
ｕ
ｌ
ａ
　
ｃ
ｉ
ｒ
ｒ
ｈ
ａ
ｔ

ａ
（
エ
ト
ピ
リ
カ
）

（
一
一
）
　
た
か
目

た
か
科
Ｈ
ａ
ｌ
ｉ
ａ
ｅ
ｅ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｌ
ｂ
ｉ
ｃ
ｉ
ｌ

ｌ
ａ
　
ａ
ｌ
ｂ
ｉ
ｃ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ
（
オ
ジ
ロ
ワ
シ
）

Ｈ
ａ
ｌ
ｉ
ａ
ｅ
ｅ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｐ
ｅ
ｌ
ａ
ｇ
ｉ
ｃ

ｕ
ｓ
（
オ
オ
ワ
シ
）

Ｓ
ｐ
ｉ
ｌ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ
ｓ
　
ｃ
ｈ
ｅ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｐ

ｅ
ｒ
ｐ
ｌ
ｅ
ｘ
ｕ
ｓ
（
カ
ン
ム
リ
ワ
シ
）

Ｃ
ｉ
ｒ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｌ
ｏ
ｎ
ｏ
ｔ
ｕ
ｓ
　

ｓ
ｐ
ｉ
ｌ
ｏ
ｎ
ｏ
ｔ
ｕ
ｓ
（
チ
ュ
ウ
ヒ
）

Ａ
ｃ
ｃ
ｉ
ｐ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｇ
ｕ
ｌ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
　

ｉ
ｗ
ａ
ｓ
ａ
ｋ
ｉ
ｉ
（
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ツ
ミ
）

Ｂ
ｕ
ｔ
ａ
ｓ
ｔ
ｕ
ｒ
　
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
（
サ

シ
バ
）

Ｂ
ｕ
ｔ
ｅ
ｏ
　
ｂ
ｕ
ｔ
ｅ
ｏ
　
ｔ
ｏ
ｙ
ｏ
ｓ
ｈ

ｉ
ｍ
ａ
ｉ
（
オ
ガ
サ
ワ
ラ
ノ
ス
リ
）

Ａ
ｑ
ｕ
ｉ
ｌ
ａ
　
ｃ
ｈ
ｒ
ｙ
ｓ
ａ
ｅ
ｔ
ｏ
ｓ
　

ｊ
ａ
ｐ
ｏ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
（
イ
ヌ
ワ
シ
）

Ｎ
ｉ
ｓ
ａ
ｅ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ｉ
ｐ
ａ
ｌ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ

ｓ
　
ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
（
ク
マ
タ
カ
）
）

（
一
二
）
　
ふ
く
ろ
う
目

ふ
く
ろ

う
科

Ｏ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｌ
ｅ
ｍ
ｐ
ｉ
ｊ
ｉ
　
ｐ
ｒ
ｙ
ｅ
ｒ

ｉ
（
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
オ
オ
コ
ノ
ハ
ズ
ク
）

Ｏ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｌ
ｅ
ｇ
ａ
ｎ
ｓ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ

ｐ
ｏ
ｓ
ｉ
ｔ
ｕ
ｓ
（
ダ
イ
ト
ウ
コ
ノ
ハ
ズ
ク
）

Ｂ
ｕ
ｂ
ｏ
　
ｂ
ｕ
ｂ
ｏ
　
ｂ
ｏ
ｒ
ｉ
ｓ
ｓ
ｏ
ｗ

ｉ
（
ワ
シ
ミ
ミ
ズ
ク
）

Ｋ
ｅ
ｔ
ｕ
ｐ
ａ
　
ｂ
ｌ
ａ
ｋ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
　

ｂ
ｌ
ａ
ｋ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
（
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
）

Ａ
ｅ
ｇ
ｏ
ｌ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｆ
ｕ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
ｕ
ｓ
　

ｍ
ａ
ｇ
ｎ
ｕ
ｓ
（
キ
ン
メ
フ
ク
ロ
ウ
）

（
一
三
）
　
ぶ
っ
ぽ
う
そ
う
目

ぶ
っ
ぽ

う
そ
う

科

Ｅ
ｕ
ｒ
ｙ
ｓ
ｔ
ｏ
ｍ
ｕ
ｓ
　
ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ

ｌ
ｉ
ｓ
　
ｃ
ａ
ｌ
ｏ
ｎ
ｙ
ｘ
（
ブ
ッ
ポ
ウ
ソ
ウ
）

（
一
四
）
　
き
つ
つ
き
目

き
つ
つ

き
科

Ｄ
ｅ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ
ｃ
ｏ
ｐ
ｏ
ｓ
　
ｌ
ｅ
ｕ
ｃ
ｏ
ｔ

ｏ
ｓ
　
ｏ
ｗ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
（
オ
ー
ス
ト
ン
オ
オ

ア
カ
ゲ
ラ
）

Ｐ
ｉ
ｃ
ｏ
ｉ
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｔ
ｒ
ｉ
ｄ
ａ
ｃ
ｔ
ｙ
ｌ

ｕ
ｓ
　
ｉ
ｎ
ｏ
ｕ
ｙ
ｅ
ｉ
（
ミ
ユ
ビ
ゲ
ラ
）

Ｄ
ｒ
ｙ
ｏ
ｃ
ｏ
ｐ
ｕ
ｓ
　
ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｕ
ｓ
　

ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｕ
ｓ
（
ク
マ
ゲ
ラ
）

Ｓ
ａ
ｐ
ｈ
ｅ
ｏ
ｐ
ｉ
ｐ
ｏ
　
ｎ
ｏ
ｇ
ｕ
ｃ
ｈ
ｉ

ｉ
（
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
）

（
一
五
）
　
は
や
ぶ
さ
目

は
や
ぶ

さ
科

Ｆ
ａ
ｌ
ｃ
ｏ
　
ｐ
ｅ
ｒ
ｅ
ｇ
ｒ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ｊ

ａ
ｐ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
（
ハ
ヤ
ブ
サ
）

（
一
六
）
　
す
ず
め
目

や
い
ろ

ち
ょ
う

科

Ｐ
ｉ
ｔ
ｔ
ａ
　
ｎ
ｙ
ｍ
ｐ
ｈ
ａ
（
ヤ
イ
ロ
チ
ョ

ウ
）

さ
ん
し

ょ
う
く

い
科

Ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ｒ
ｏ
ｃ
ｏ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｉ
ｖ
ａ
ｒ

ｉ
ｃ
ａ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｉ
ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｔ
ｕ
ｓ

（
サ
ン
シ
ョ
ウ
ク
イ
）

も
ず
科
Ｌ
ａ
ｎ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｉ
ｇ
ｒ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ
（
チ
ゴ

モ
ズ
）

Ｌ
ａ
ｎ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｓ

ｕ
ｐ
ｅ
ｒ
ｃ
ｉ
ｌ
ｉ
ｏ
ｓ
ｕ
ｓ
（
ア
カ
モ
ズ
）

し
じ
ゅ

う
か
ら

科

Ｐ
ｏ
ｅ
ｃ
ｉ
ｌ
ｅ
　
ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ａ
ｍ

ｉ
ｙ
ｅ
ｉ
（
ナ
ミ
エ
ヤ
マ
ガ
ラ
）

Ｐ
ｏ
ｅ
ｃ
ｉ
ｌ
ｅ
　
ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｏ
ｗ
ｓ

ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
（
オ
ー
ス
ト
ン
ヤ
マ
ガ
ラ
）
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む
し
く

い
科

Ｐ
ｈ
ｙ
ｌ
ｌ
ｏ
ｓ
ｃ
ｏ
ｐ
ｕ
ｓ
　
ｉ
ｊ
ｉ
ｍ
ａ

ｅ
（
イ
イ
ジ
マ
ム
シ
ク
イ
）

め
じ
ろ

科

Ａ
ｐ
ａ
ｌ
ｏ
ｐ
ｔ
ｅ
ｒ
ｏ
ｎ
　
ｆ
ａ
ｍ
ｉ
ｌ
ｉ

ａ
ｒ
ｅ
　
ｈ
ａ
ｈ
ａ
ｓ
ｉ
ｍ
ａ
（
ハ
ハ
ジ
マ
メ

グ
ロ
）

せ
ん
に

ゅ
う
科

Ｌ
ｏ
ｃ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ａ
　
ｐ
ｌ
ｅ
ｓ
ｋ
ｅ
ｉ

（
ウ
チ
ヤ
マ
セ
ン
ニ
ュ
ウ
）

Ｌ
ｏ
ｃ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ａ
　
ｐ
ｒ
ｙ
ｅ
ｒ
ｉ
　

ｐ
ｒ
ｙ
ｅ
ｒ
ｉ
（
オ
オ
セ
ッ
カ
）

み
そ
さ

ざ
い
科

Ｔ
ｒ
ｏ
ｇ
ｌ
ｏ
ｄ
ｙ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｔ
ｒ
ｏ
ｇ
ｌ
ｏ

ｄ
ｙ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｍ
ｏ
ｓ
ｕ
ｋ
ｅ
ｉ
（
モ
ス
ケ
ミ

ソ
サ
ザ
イ
）

ひ
た
き

科

Ｚ
ｏ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ａ
　
ｄ
ａ
ｕ
ｍ
ａ
　
ｍ
ａ
ｊ

ｏ
ｒ
（
オ
オ
ト
ラ
ツ
グ
ミ
）

Ｔ
ｕ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｅ
ｌ
ａ
ｅ
ｎ
ｏ
ｐ
ｓ
（
ア

カ
コ
ッ
コ
）

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ａ
ｋ
ａ
ｈ
ｉ
ｇ
ｅ
　
ｔ

ａ
ｎ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
（
タ
ネ
コ
マ
ド
リ
）

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｋ
ｏ
ｍ
ａ
ｄ
ｏ
ｒ
ｉ
　

ｋ
ｏ
ｍ
ａ
ｄ
ｏ
ｒ
ｉ
（
ア
カ
ヒ
ゲ
）

Ｌ
ｕ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｋ
ｏ
ｍ
ａ
ｄ
ｏ
ｒ
ｉ
　

ｎ
ａ
ｍ
ｉ
ｙ
ｅ
ｉ
（
ホ
ン
ト
ウ
ア
カ
ヒ
ゲ
）

あ
と
り

科

Ｃ
ｈ
ｌ
ｏ
ｒ
ｉ
ｓ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
　
ｋ
ｉ
ｔ

ｔ
ｌ
ｉ
ｔ
ｚ
ｉ
（
オ
ガ
サ
ワ
ラ
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
）

ほ
お
じ

ろ
科

Ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
　
ａ
ｕ
ｒ
ｅ
ｏ
ｌ
ａ
　
ｏ

ｒ
ｎ
ａ
ｔ
ａ
（
シ
マ
ア
オ
ジ
）

Ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
　
ｙ
ｅ
ｓ
ｓ
ｏ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ

ｓ
　
ｙ
ｅ
ｓ
ｓ
ｏ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
（
コ
ジ
ュ
リ
ン
）

二
　
哺
乳
綱

（
一
）
　
も
ぐ
ら
目

と
が
り

ね
ず
み

科

Ｓ
ｏ
ｒ
ｅ
ｘ
　
ｍ
ｉ
ｎ
ｕ
ｔ
ｉ
ｓ
ｓ
ｉ
ｍ
ｕ
ｓ

　
ｈ
ａ
ｗ
ｋ
ｅ
ｒ
ｉ
（
ト
ウ
キ
ョ
ウ
ト
ガ
リ
ネ

ズ
ミ
）

Ｃ
ｒ
ｏ
ｃ
ｉ
ｄ
ｕ
ｒ
ａ
　
ｏ
ｒ
ｉ
ｉ
（
オ
リ
イ

ジ
ネ
ズ
ミ
）

も
ぐ
ら

科

Ｍ
ｏ
ｇ
ｅ
ｒ
ａ
　
ｕ
ｃ
ｈ
ｉ
ｄ
ａ
ｉ
（
セ
ン
カ

ク
モ
グ
ラ
）

Ｍ
ｏ
ｇ
ｅ
ｒ
ａ
　
ｅ
ｔ
ｉ
ｇ
ｏ
（
エ
チ
ゴ
モ
グ

ラ
）

（
二
）
　
こ
う
も
り
目

お
お
こ

う
も
り

科

Ｐ
ｔ
ｅ
ｒ
ｏ
ｐ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ａ
ｓ
ｙ
ｍ
ａ
ｌ
ｌ
ｕ

ｓ
　
ｄ
ａ
ｉ
ｔ
ｏ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
（
ダ
イ
ト
ウ
オ

オ
コ
ウ
モ
リ
）

Ｐ
ｔ
ｅ
ｒ
ｏ
ｐ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ａ
ｓ
ｙ
ｍ
ａ
ｌ
ｌ
ｕ

ｓ
　
ｄ
ａ
ｓ
ｙ
ｍ
ａ
ｌ
ｌ
ｕ
ｓ
（
エ
ラ
ブ
オ
オ

コ
ウ
モ
リ
）

Ｐ
ｔ
ｅ
ｒ
ｏ
ｐ
ｕ
ｓ
　
ｐ
ｓ
ｅ
ｌ
ａ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ

（
オ
ガ
サ
ワ
ラ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
）

き
く
が

し
ら
こ

う
も
り

科

Ｒ
ｈ
ｉ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ
ｐ
ｈ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｏ
ｒ
ｎ
ｕ
ｔ

ｕ
ｓ
　
ｏ
ｒ
ｉ
ｉ
（
オ
リ
イ
コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ

ウ
モ
リ
）

Ｒ
ｈ
ｉ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ
ｐ
ｈ
ｕ
ｓ
　
ｐ
ｕ
ｍ
ｉ
ｌ
ｕ

ｓ
　
ｐ
ｕ
ｍ
ｉ
ｌ
ｕ
ｓ
（
オ
キ
ナ
ワ
コ
キ
ク
ガ

シ
ラ
コ
ウ
モ
リ
）

Ｒ
ｈ
ｉ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ
ｐ
ｈ
ｕ
ｓ
　
ｐ
ｅ
ｒ
ｄ
ｉ
ｔ

ｕ
ｓ
（
ヤ
エ
ヤ
マ
コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ
ウ
モ
リ
）

ひ
な
こ

う
も
り

科

Ｍ
ｙ
ｏ
ｔ
ｉ
ｓ
　
ｇ
ｒ
ａ
ｃ
ｉ
ｌ
ｉ
ｓ
（
ウ
ス

リ
ホ
オ
ヒ
ゲ
コ
ウ
モ
リ
）

Ｍ
ｙ
ｏ
ｔ
ｉ
ｓ
　
ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｏ
ｓ
ｕ
ｓ
（
ク
ロ

ア
カ
コ
ウ
モ
リ
）

Ｍ
ｙ
ｏ
ｔ
ｉ
ｓ
　
ｐ
ｒ
ｕ
ｉ
ｎ
ｏ
ｓ
ｕ
ｓ
（
ク

ロ
ホ
オ
ヒ
ゲ
コ
ウ
モ
リ
）

Ｍ
ｙ
ｏ
ｔ
ｉ
ｓ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
ｒ
ｉ
　
ｂ

ｏ
ｍ
ｂ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ
（
ホ
ン
ド
ノ
レ
ン
コ
ウ
モ
リ
）

Ｍ
ｙ
ｏ
ｔ
ｉ
ｓ
　
ｙ
ａ
ｎ
ｂ
ａ
ｒ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ

（
ヤ
ン
バ
ル
ホ
オ
ヒ
ゲ
コ
ウ
モ
リ
）

Ｐ
ｉ
ｐ
ｉ
ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｌ
ｌ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｎ
ｄ
ｏ
ｉ

（
モ
リ
ア
ブ
ラ
コ
ウ
モ
リ
）

Ｅ
ｐ
ｔ
ｅ
ｓ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｊ
ａ
ｐ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
ｓ

ｉ
ｓ
（
ク
ビ
ワ
コ
ウ
モ
リ
）

Ｎ
ｙ
ｃ
ｔ
ａ
ｌ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｖ
ｉ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
（
ヤ

マ
コ
ウ
モ
リ
）

Ｎ
ｙ
ｃ
ｔ
ａ
ｌ
ｕ
ｓ
　
ｆ
ｕ
ｒ
ｖ
ｕ
ｓ
（
コ
ヤ

マ
コ
ウ
モ
リ
）

Ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
ｏ
ｐ
ｔ
ｅ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｆ
ｕ
ｓ
ｃ
ｕ
ｓ

（
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ユ
ビ
ナ
ガ
コ
ウ
モ
リ
）

Ｍ
ｕ
ｒ
ｉ
ｎ
ａ
　
ｒ
ｙ
ｕ
ｋ
ｙ
ｕ
ａ
ｎ
ａ
（
リ

ュ
ウ
キ
ュ
ウ
テ
ン
グ
コ
ウ
モ
リ
）

お
ひ
き

こ
う
も

り
科

Ｔ
ａ
ｄ
ａ
ｒ
ｉ
ｄ
ａ
　
ｉ
ｎ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ
ｉ
ｓ

（
オ
ヒ
キ
コ
ウ
モ
リ
）

（
三
）
　
ね
こ
目

ね
こ
科
Ｐ
ｒ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｉ
ｌ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｂ
ｅ
ｎ
ｇ
ａ

ｌ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
　
ｅ
ｕ
ｐ
ｔ
ｉ
ｌ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ

（
ツ
シ
マ
ヤ
マ
ネ
コ
）

Ｐ
ｒ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｉ
ｌ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｂ
ｅ
ｎ
ｇ
ａ

ｌ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
　
ｉ
ｒ
ｉ
ｏ
ｍ
ｏ
ｔ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ

ｓ
（
イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
）

い
た
ち

科

Ｍ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｓ
ｉ
ｂ
ｉ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
（
シ

ベ
リ
ア
イ
タ
チ
）
（
長
崎
県
対
馬
市
の
個
体
群
）

あ
し
か

科

Ｚ
ａ
ｌ
ｏ
ｐ
ｈ
ｕ
ｓ
　
ｊ
ａ
ｐ
ｏ
ｎ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ

（
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
）

あ
ざ
ら

し
科

Ｐ
ｈ
ｏ
ｃ
ａ
　
ｖ
ｉ
ｔ
ｕ
ｌ
ｉ
ｎ
ａ
（
ゼ
ニ
ガ

タ
ア
ザ
ラ
シ
）

（
四
）
　
か
い
ぎ
ゅ
う
目

じ
ゅ
ご

ん
科

Ｄ
ｕ
ｇ
ｏ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｕ
ｇ
ｏ
ｎ
（
ジ
ュ
ゴ
ン
）

（
五
）
　
ね
ず
み
目

ね
ず
み

科

Ａ
ｐ
ｏ
ｄ
ｅ
ｍ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｇ
ｒ
ａ
ｒ
ｉ
ｕ
ｓ

（
セ
ス
ジ
ネ
ズ
ミ
）

Ｔ
ｏ
ｋ
ｕ
ｄ
ａ
ｉ
ａ
　
ｍ
ｕ
ｅ
ｎ
ｎ
ｉ
ｎ
ｋ
ｉ

（
オ
キ
ナ
ワ
ト
ゲ
ネ
ズ
ミ
）

Ｔ
ｏ
ｋ
ｕ
ｄ
ａ
ｉ
ａ
　
ｏ
ｓ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ

（
ア
マ
ミ
ト
ゲ
ネ
ズ
ミ
）

Ｔ
ｏ
ｋ
ｕ
ｄ
ａ
ｉ
ａ
　
ｔ
ｏ
ｋ
ｕ
ｎ
ｏ
ｓ
ｈ
ｉ

ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
（
ト
ク
ノ
シ
マ
ト
ゲ
ネ
ズ
ミ
）

Ｄ
ｉ
ｐ
ｌ
ｏ
ｔ
ｈ
ｒ
ｉ
ｘ
　
ｌ
ｅ
ｇ
ａ
ｔ
ａ

（
ケ
ナ
ガ
ネ
ズ
ミ
）

（
六
）
　
う
さ
ぎ
目

う
さ
ぎ

科

Ｐ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
ａ
ｇ
ｕ
ｓ
　
ｆ
ｕ
ｒ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ

ｉ
（
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
）

備
考

括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
で
あ
る
。

別
表
第
二
　
狩
猟
鳥
獣
（
第
三
条
関
係
）

科
名

種
名

動
物
界

一
　
鳥
綱

（
一
）
　
き
じ
目

き
じ
科

Ｔ
ｅ
ｔ
ｒ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｂ
ｏ
ｎ
ａ
ｓ
ｉ
ａ

（
エ
ゾ
ラ
イ
チ
ョ
ウ
）

Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｏ
ｅ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ

ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｉ
（
ヤ
マ
ド
リ
）
（
Ｓ
ｙ
ｒ
ｍ
ａ

ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｏ
ｅ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ

ｉ
　
ｉ
ｊ
ｉ
ｍ
ａ
ｅ
（
亜
種
コ
シ
ジ
ロ
ヤ
マ
ド

リ
）
を
除
く
。
）

Ｐ
ｈ
ａ
ｓ
ｉ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｏ
ｌ
ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ｕ

ｓ
（
キ
ジ
）

Ｂ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｓ
ｉ
ｃ
ｏ
ｌ
ａ
　
ｔ
ｈ
ｏ
ｒ
ａ
ｃ

ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｈ
ｏ
ｒ
ａ
ｃ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
（
コ
ジ

ュ
ケ
イ
）

（
二
）
　
か
も
目

か
も
科

Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｆ
ａ
ｌ
ｃ
ａ
ｔ
ａ
（
ヨ
シ
ガ
モ
）

Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｐ
ｅ
ｎ
ｅ
ｌ
ｏ
ｐ
ｅ
（
ヒ
ド
リ
ガ

モ
）

Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｙ
ｒ
ｈ
ｙ
ｎ
ｃ
ｈ
ｏ
ｓ

（
マ
ガ
モ
）

Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｚ
ｏ
ｎ
ｏ
ｒ
ｈ
ｙ
ｎ
ｃ
ｈ
ａ
（
カ

ル
ガ
モ
）

Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｃ
ｌ
ｙ
ｐ
ｅ
ａ
ｔ
ａ
（
ハ
シ
ビ
ロ

ガ
モ
）

Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ａ
ｃ
ｕ
ｔ
ａ
（
オ
ナ
ガ
ガ
モ
）

Ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｃ
ｒ
ｅ
ｃ
ｃ
ａ
（
コ
ガ
モ
）

Ａ
ｙ
ｔ
ｈ
ｙ
ａ
　
ｆ
ｅ
ｒ
ｉ
ｎ
ａ
（
ホ
シ
ハ
ジ

ロ
）

Ａ
ｙ
ｔ
ｈ
ｙ
ａ
　
ｆ
ｕ
ｌ
ｉ
ｇ
ｕ
ｌ
ａ
（
キ
ン

ク
ロ
ハ
ジ
ロ
）

Ａ
ｙ
ｔ
ｈ
ｙ
ａ
　
ｍ
ａ
ｒ
ｉ
ｌ
ａ
（
ス
ズ
ガ

モ
）

Ｍ
ｅ
ｌ
ａ
ｎ
ｉ
ｔ
ｔ
ａ
　
ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ

ａ
（
ク
ロ
ガ
モ
）

（
三
）
　
は
と
目

は
と
科

Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｐ
ｔ
ｏ
ｐ
ｅ
ｌ
ｉ
ａ
　
ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ

ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
（
キ
ジ
バ
ト
）

（
四
）
　
か
つ
お
ど
り
目

う
科

Ｐ
ｈ
ａ
ｌ
ａ
ｃ
ｒ
ｏ
ｃ
ｏ
ｒ
ａ
ｘ
　
ｃ
ａ
ｒ
ｂ

ｏ
（
カ
ワ
ウ
）

（
五
）
　
ち
ど
り
目

し
ぎ
科

Ｓ
ｃ
ｏ
ｌ
ｏ
ｐ
ａ
ｘ
　
ｒ
ｕ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
ｏ
ｌ
ａ

（
ヤ
マ
シ
ギ
）

Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ａ
ｇ
ｏ
　
ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ａ
ｇ

ｏ
（
タ
シ
ギ
）

（
六
）
　
す
ず
め
目

か

ら

す

科

Ｃ
ｏ
ｒ
ｖ
ｕ
ｓ
　
ｆ
ｒ
ｕ
ｇ
ｉ
ｌ
ｅ
ｇ
ｕ
ｓ

（
ミ
ヤ
マ
ガ
ラ
ス
）

Ｃ
ｏ
ｒ
ｖ
ｕ
ｓ
　
ｃ
ｏ
ｒ
ｏ
ｎ
ｅ
（
ハ
シ
ボ
ソ

ガ
ラ
ス
）

Ｃ
ｏ
ｒ
ｖ
ｕ
ｓ
　
ｍ
ａ
ｃ
ｒ
ｏ
ｒ
ｈ
ｙ
ｎ
ｃ
ｈ

ｏ
ｓ
（
ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
）

ひ

よ

ど

り
科

Ｈ
ｙ
ｐ
ｓ
ｉ
ｐ
ｅ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｍ
ａ
ｕ
ｒ
ｏ
ｔ

ｉ
ｓ
（
ヒ
ヨ
ド
リ
）

む

く

ど

り
科

Ｓ
ｐ
ｏ
ｄ
ｉ
ｏ
ｐ
ｓ
ａ
ｒ
　
ｃ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
ａ
ｃ

ｅ
ｕ
ｓ
（
ム
ク
ド
リ
）

す

ず

め

科

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｕ
ｔ
ｉ
ｌ
ａ
ｎ
ｓ
（
ニ
ュ

ウ
ナ
イ
ス
ズ
メ
）

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
　
ｍ
ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
（
ス
ズ

メ
）

二
　
哺
乳
綱

（
一
）
　
ね
こ
目

い
ぬ
科

Ｎ
ｙ
ｃ
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
ｕ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｃ
ｙ
ｏ

ｎ
ｏ
ｉ
ｄ
ｅ
ｓ
（
タ
ヌ
キ
）

Ｖ
ｕ
ｌ
ｐ
ｅ
ｓ
　
ｖ
ｕ
ｌ
ｐ
ｅ
ｓ
（
キ
ツ
ネ
）
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Ｃ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
　
ｆ
ａ
ｍ
ｉ
ｌ
ｉ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
（
ノ

イ
ヌ
）

ね
こ
科

Ｆ
ｅ
ｌ
ｉ
ｓ
　
ｃ
ａ
ｔ
ｕ
ｓ
（
ノ
ネ
コ
）

い

た

ち

科

Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｍ
ｅ
ｌ
ａ
ｍ
ｐ
ｕ
ｓ
（
テ

ン
）
（
Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｍ
ｅ
ｌ
ａ
ｍ
ｐ
ｕ
ｓ

　
ｔ
ｓ
ｕ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
（
亜
種
ツ
シ
マ
テ
ン
）

を
除
く
。
）

Ｍ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
ｓ
ｉ
（
イ
タ

チ
）
（
オ
ス
に
限
る
。
）

Ｍ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
　
ｓ
ｉ
ｂ
ｉ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
（
シ

ベ
リ
ア
イ
タ
チ
）
（
長
崎
県
対
馬
市
の
個
体
群

以
外
の
個
体
群
）

Ｎ
ｅ
ｏ
ｖ
ｉ
ｓ
ｏ
ｎ
　
ｖ
ｉ
ｓ
ｏ
ｎ
（
ミ
ン

ク
）

Ｍ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｎ
ａ
ｋ
ｕ
ｍ
ａ
（
ア
ナ
グ

マ
）

あ

ら

い

ぐ
ま
科

Ｐ
ｒ
ｏ
ｃ
ｙ
ｏ
ｎ
　
ｌ
ｏ
ｔ
ｏ
ｒ
（
ア
ラ
イ
グ

マ
）

く
ま
科

Ｕ
ｒ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｒ
ｃ
ｔ
ｏ
ｓ
（
ヒ
グ
マ
）

Ｕ
ｒ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｈ
ｉ
ｂ
ｅ
ｔ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
（
ツ

キ
ノ
ワ
グ
マ
）

じ

ゃ

こ

う

ね

こ

科

Ｐ
ａ
ｇ
ｕ
ｍ
ａ
　
ｌ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｔ
ａ
（
ハ
ク
ビ

シ
ン
）

（
二
）
　
う
し
目

い

の

し

し
科

Ｓ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｃ
ｒ
ｏ
ｆ
ａ
（
イ
ノ
シ
シ
）

し
か
科

Ｃ
ｅ
ｒ
ｖ
ｕ
ｓ
　
ｎ
ｉ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
（
ニ
ホ
ン
ジ

カ
）

（
三
）
　
ね
ず
み
目

り
す
科

Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｏ
ｓ
ｃ
ｉ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｒ
ｙ
ｔ
ｈ

ｒ
ａ
ｅ
ｕ
ｓ
（
タ
イ
ワ
ン
リ
ス
）

Ｔ
ａ
ｍ
ｉ
ａ
ｓ
　
ｓ
ｉ
ｂ
ｉ
ｒ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
（
シ

マ
リ
ス
）

ヌ

ー

ト

リ
ア
科

Ｍ
ｙ
ｏ
ｃ
ａ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
　
ｃ
ｏ
ｙ
ｐ
ｕ
ｓ
（
ヌ

ー
ト
リ
ア
）

（
四
）
　
う
さ
ぎ
目

う

さ

ぎ

科

Ｌ
ｅ
ｐ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｉ
ｍ
ｉ
ｄ
ｕ
ｓ
（
ユ
キ
ウ
サ

ギ
）

Ｌ
ｅ
ｐ
ｕ
ｓ
　
ｂ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｙ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
（
ノ

ウ
サ
ギ
）

備
考

括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す
る
和
名

そ
の
他
の
名
称
で
あ
る
。

様
式
第
１
（
第
７
条
第
６
項
関
係
）

様式第1(第7条第6項関係) 

(表面) 
 12.5cm 

折 
12.5cm 

目 

 
 
 
 
 
8.8cm 
 
 
 
 
折 

第      号 

 年  月  日 

有効  年  月  日から   

期間  年  月  日まで   

許 可 証 

(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等) 

環 境 大 臣    印  

(都道府県知事)       

注 意 事 項 
1 この許可証は、捕獲等又は採取等に際しては必ず携帯しなけれ
ばならず、かつ、他人に使用させてはならない。 

2 この許可証は、国若しくは地方公共団体の権限ある職員、警察
官又は鳥獣保護管理員その他関係者が提示を求めたときは、これ
を拒んではならない。 

3 この許可証は、その効力を失った日から30日以内に、環境大
臣(交付を受けた都道府県知事)に返納し、かつ、捕獲等又は採取
等についての報告をしなければならない。 

4 返納の際に報告欄に所要事項を記入することにより、鳥獣の保
護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第13項の報告
とすることができる。 

 住 所   

氏 名 

(法人の名称 ) 

 

生 年 月 日 

(代表者の氏名) 

 

目 
 
 
 
 
8.8cm 
 
 
 
 
 

   
 報 告 欄  

鳥獣等の種類及

び 数 量 

 捕獲等又は

採取等した

場所 

鳥獣等の種

類 

捕獲等又は

採取等した

数量 

処 置 の

概要 
備 考 

目 的       

区 域       

方 法       

捕獲等又は採取

等の後の処置 

      
     

条 件       

  

 備 考 1 用紙の大きさは、やむを得ない場合を除き、25cm×17.6cmとし、4つ折り等により容易に携帯できるようにすること。 

     2 報告欄の処置の概要欄には、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵に行った具体的処置を記載すること。 

     3 報告欄の捕獲等又は採取等した場所欄には、鳥獣保護区等の区域を示す図面に記載されたメッシュ番号を記載すること。 

     4 報告欄の備考欄には、地域における状況を考慮して記載事項を決定し、必要に応じて( )書きするなどその旨を明示すること。 
 

(裏面) 
 12.5cm 

折 
12.5cm 

目 

 
 
 
 
 
8.8cm 
 
 
 
 
折 

  

 

報 告 欄 

  

報 告 欄 

 

捕獲等又は

採取等した

場所 

鳥獣等の種

類 

捕獲等又は

採取等した

数量 

処 置 の

概要 
備 考 

捕獲等又は

採取等した

場所 

鳥獣等の種

類 

捕獲等又は

採取等した

数量 

処 置 の

概要 
備 考 

          

          

          

          

          

          

          

目 
 
 
 
 
8.8cm 
 
 
 
 
  

  

 

          

          

          

          

          

          

          

          

  
 

様
式
第
２
（
第
７
条
第
９
項
関
係
）

様式第2(第7条第9項関係) 
 12.5cm 

折 
12.5cm 

目 

 
 
 
 
 
8.8cm 
 
 
 
 
折 

第      号 

 年  月  日 

有効  年  月  日から   

期間  年  月  日まで   

従 事 者 証 
 

環 境 大 臣    印  

(都道府県知事)       

注 意 事 項 

1 従事者証は、鳥獣の捕獲等又は採取等に際しては必ず携帯しな

ければならず、かつ、他人に使用させてはならない。 

2 従事者証は、国若しくは地方公共団体の権限ある職員、警察官

又は鳥獣保護管理員その他関係者が提示を求めたときは、これを

拒んではならない。 

3 許可を受けた者は、この従事者証を、その効力が失われた日か

ら30日以内に、環境大臣(交付を受けた都道府県知事)に返納し、

かつ、捕獲等又は採取等についての報告をしなければならない。 

許 可 の 内 容 

 
許可証の番号  

 

目 
 
 
 
 
8.8cm 
 
 
 
 
 

    
法 人 の 名 称  

 

住 所 

 

鳥獣等の種類及

び 数 量 
 

氏 名 

 
目 的 

 

区 域 
 

生 年 月 日 

 
方 法 

 

条 件 
 

  
 備 考 用紙の大きさは、やむを得ない場合を除き、25cm×17.6cmとし、4つ折り等により容易に携帯できるようにすること。 
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様
式
第
２
の
２
（
第
１
１
条
の
２
第
６
項
関
係
）

様式第2の2(第11条の2第6項関係) 
 12.5cm 

折 
12.5cm 

目 

 
 
 
 
 
8.8cm 
 
 
 
 
折 

第      号 

 年  月  日 

有効  年  月  日から   

期間  年  月  日まで   
 

承 認 証 

(対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認) 
 

環 境 大 臣    印  

(都道府県知事)       

注 意 事 項 

1 承認証は、承認を受けた捕獲等をする区域内で捕獲等を行うに

際しては必ず携帯しなければならず、かつ、他人に使用させては

ならない。 

2 承認証は、国若しくは地方公共団体の権限ある職員、警察官又

は鳥獣保護管理員その他関係者が提示を求めたときは、これを拒

んではならない。 

3 承認証は、その効力を失ったときは効力を失った日から30日

以内に、亡失により承認証の再交付を受けた後において亡失した

承認証を発見し、又は回復したときは速やかに、交付を受けた環

境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。 

目 
 
 
 
 
8.8cm 
 
 
 
 
 

 住 所      
報 告 欄 

氏 名  
捕獲等をした日 捕 獲 場 所 鳥獣の数量 備 考 

生 年 月 日  
    

捕獲等をする区

域の名称 

     

    

捕獲等をする鳥

獣の種類 

     
    

    

備 考 
 

    
    

  
 備 考 1 用紙の大きさは、やむを得ない場合を除き、25cm×17.6cmとし、4つ折り等により容易に携帯できるようにすること。 

     2 捕獲場所の欄については、鳥獣保護区等の区域を示す図面に記載されたメッシュ番号等を記載すること。 

様
式
第
２
の
３
（
第
１
３
条
の
９
第
３
項
関
係
）

様式第2の3(第13条の9第3項関係) 
  12.5cm 

折 

12.5cm 

目 

8.8cm 

第       号 

  年  月  日 

注 意 事 項 
 

1 従事者証は、鳥獣の捕獲等に際しては必ず携帯しなければな

らず、かつ、他人に使用させてはならない。 

2 従事者証は、国若しくは地方公共団体の権限ある職員、警察

官又は鳥獣保護管理員その他関係者が提示を求めたときは、こ

れを拒んではならない。 

3 許可を受けた者とみなされた者は、この従事者証を、その効

力が失われた日から30日以内に、交付を受けた都道府県知事に

返納しなければならない。 
 
 

指定管理鳥獣捕獲等事業の内容 

  実 施

期 間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

  

指定管理鳥獣捕獲等事業

従 事 者 証 

  

 
都道府県知事   印     

折 目 
 
 
 
 
 
 
8.8cm 

        事業を実施する都道府

県又は国の機関 

    

住 所 

  

(委託を受けた場合) 

法 人 の 名 称 

  

指 定 管 理 鳥 獣

の 種 類 

  

氏 名 

  

区 域 
  

方 法 
  

生年月日 

  

備 考 

  

    
 備 考 用紙の大きさは、やむを得ない場合を除き、25cm×17.6cmとし、4つ折り等により容易に携帯できるようにすること。 

様
式
第
３
（
第
１
５
条
第
４
項
関
係
）

様式第3(第15条第4項関係) 
 12.5cm 

折 
12.5cm 

目 

8.8cm 
 
 
 
 
折 

第      号 

 年  月  日 

有効  年  月  日から   

期間  年  月  日まで   
 

指 定 猟 法 許 可 証 
 

環 境 大 臣    印  

(都道府県知事)       

注 意 事 項 

1 指定猟法許可証は、指定猟法により鳥獣の捕獲等を行うに際し

ては必ず携帯しなければならず、かつ、他人に使用させてはなら

ない。 

2 指定猟法許可証は、国若しくは地方公共団体の権限ある職員、

警察官又は鳥獣保護管理員その他関係者が提示を求めたときは、

これを拒んではならない。 

3 指定猟法許可証は、その効力を失った日から30日以内に、環

境大臣(交付を受けた都道府県知事)に返納しなければならない。 

 
住 所 

  

目 
 
 

 
 
8.8cm 

   
氏 名  

生 年 月 日  

指定猟法の種類 
 

区 域 
 

鳥獣の種類及び

数量 

 

条 件 
 

 
 備 考 用紙の大きさは、やむを得ない場合を除き、25cm×17.6cmとし、4つ折り等により容易に携帯できるようにすること。 

様
式
第
四
（
第
十
六
条
関
係
）

 
 

備
考 

 
 

 

一 

立
木
竹
等
に
固
定
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
上
一
五
〇
㎝
以
上
の
場
所
で
固
定
さ
せ

る
こ
と
。 

 
 

 

二 

支
柱
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
柱
の
地
上
部
分
の
長
さ
は
八
〇
㎝
以
上
と
し
、
支

柱
の
先
端
部
分
は
、
地
中
に
埋
め
込
む
か
、
又
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
で
包
み
込
む
こ
と
に

よ
り
移
動
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

 

三 

制
札
へ
の
英
語
表
記
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
表
記
を
行
う
場
合
の
英
文
は
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 
 

指
定
猟
法
禁
止
区
域 

D
esign

ated
 

W
ay o

f H
u

n
tin

g P
ro

h
ib

ited
 A

rea 

 
 
 
 
 

※
指
定
猟
法
の
例 

 
 
 
 
 
 

鉛
製
散
弾
の
使
用
禁
止 

N
o

 H
u

n
tin

g w
ith

 L
ead

 Sh
o

t 

 
 

 

四 

制
札
に
シ
ー
ル
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
容
易
に
剥
離
、
汚
損
及
び
色
あ
せ
し
な
い

素
材
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

五 

既
存
工
作
物
を
利
用
し
た
効
果
的
な
設
置
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
制
札
を
容
易

に
視
認
で
き
る
場
合
の
当
該
制
札
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

様
式
第
四(

第
十
六
条
関
係) 
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様
式
第
４
の
２
（
第
１
９
条
の
９
第
２
項
及
び
第
１
９
条

の
１
１
第
５
項
関
係
）

様式第4の2(第19条の9第2項及び第19条の11第5項関係) 

 第     号 

 

認 定 証 

(鳥獣捕獲等事業の認定) 

  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号) 
第18条の2 

第18条の7第1項 

 の認定をする。 

  よってこの証を交付する。 

    年  月  日 

都道府県知事   印     

     有効期間     年  月  日まで 

  

法人 

名 称     

住 所 〒 

電話番号           

代表者の氏名   

事業管理責任者の氏名   

事業の

内容 

捕獲等をする鳥獣の
種類及びその方法 

  

夜間銃猟をする際の
安全管理を図るため
の体制が基準に適合
する場合はその旨 

  

  

 注意事項 
  1 この認定証は、認定鳥獣捕獲等事業者として事業を受託する場合に、必要に応じて提示しなけ

ればならず、かつ、他人に使用させてはならない。 
  2 この認定証は、国若しくは地方公共団体の権限ある職員、警察官又は鳥獣保護管理員その他関

係者が提示を求めたときは、これを拒んではならない。 
 
 備 考 
  1 「事業の内容」のうち、「捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法」の組み合わせが複数ある場

合は、全て記載すること。方法については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法
律施行規則(以下「施行規則」という。)第2条に定める銃器、綱又はわなを使用する4つの猟法(銃
器(装薬銃)、銃器(空気銃)、網、わな)から該当する猟法を記載するものとする。 

    なお、施行規則第19条の8第1項第5号ただし書の事業については「銃器(装薬銃)※2名以上」と
記載するものとする。 

  2 「事業の内容」のうち、「夜間銃猟をする際の安全管理を図るための体制が基準に適合する場
合はその旨」の欄には、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の5第1項第2
号の基準に適合する場合に限って、「適合」と記載すること。 

  3 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

様
式
第
五
（
第
二
十
条
第
三
項
関
係
）

(裏面)  (表面) 様
式
第
五(

第
二
十
条
第
三
項
関
係) 

 

一 

鳥
類
に
係
る
登
録
票 

 
 

１ 

申
請
者
が
保
有
す
る
も
の 

捕獲等又は採取等

の許可年月日及び

番号 

捕獲又は採取の許可を受けた者又は登

録票の更新を受けた者の住所及び氏名

(法人の名称) 

    年  月  日 
 

有効  年  月  日から  

期間  年  月  日まで  
 
 
 
 

 番 号 

   

受 領 年 月 日 
譲り受けた者の住所及び

氏名(法人の名称) 
押 印 

 

    

    

    
 鳥 獣 名 

雄 
雌 

     
 
 
 

登 録 票 

(飼 養 登 録) 
 
 

都道府県知事    印  
 

    

    

    

    

    

    

    備考 登録票の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
 

  

備
考 

 
 

一 

材
質
は
、
陽
極
酸
化
皮
膜
を
施
し
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

申
請
者
が
保
有
す
る
登
録
票
の
番
号
及
び
次
の
様
式
に
よ
る
極
印
を
側
面
に

打
刻
す
る
こ
と
。 

 
 
 

極
印
の
様
式 

 
 
 
 
 
 
 

可 

 
 

三 

鳥
の
脚
に
脱
落
し
な
い
よ
う
に
装
着
す
る
こ
と
。 

K J I H G F E D C B A 
区

分 

 

２ 

鳥
に
装
着
す
る
も
の(

次
表
に
掲
げ
る
区
分
の
う
ち
か
ら
都
道
府
県
知
事
が
指

定
す
る
も
の) 

 

 

形

状 

25.5 22.0 17.5 13.5 9.5 6.5 5.0 3.3 2.8 2.3 2.1 a 
寸

法(

ミ
リ
メ
ー
ト
ル) 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 b 

13.0 13.0 13.0 13.0 10.0 6.5 6.5 5.0 5.0 5.0 5.0 c 

5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 d 

 

 
(裏面)  (表面) 

 

二 

哺
乳
類
に
係
る
登
録
票 

 
 

１ 

申
請
者
が
保
有
す
る
も
の 

 
 
 
 

一
の
１
と
同
じ
も
の 

 
 

２ 

飼
養
す
る
お
り
そ
の
他
容
器
に
着
け
る
も
の
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この登録票は、おりその他の容器に常に着けておくこ

と。 

    年  月  日 
 

有効  年  月  日から 

期間  年  月  日まで 
 
 
 

 番 号 

 鳥 獣 名 
雄 

雌 
 
 
 
 
 

登 録 票 

(飼 養 登 録) 
 
 

都道府県知事    印  

  備考 登録票の大きさは、日本産業規格A7とすること。 
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様
式
第
６
（
第
２
４
条
第
３
項
関
係
）

様式第6(第24条第3項関係) 

 (表面)   (裏面) 

 第      号 

  年  月  日 

  
注 意 事 項 

 
1 販売許可証は、販売禁止鳥獣等の販売を行うに際しては必ず携

帯しなければならず、かつ、他人に使用させてはならない。 

2 販売許可証は、国若しくは地方公共団体の権限ある職員、警察

官又は鳥獣保護管理員その他関係者が提示を求めたときは、これ

を拒んではならない。 

3 販売許可証は、その効力を失った日から30日以内に、交付を受

けた都道府県知事に返納しなければならない。 

 
有効

期間 

年  月  日から   

年  月  日まで   

 
販 売 許 可 証 

 
都道府県知事     印  

 
住 所 

  

氏 名 

(法人の名称) 

 

生 年 月 日 

(代表者の氏名) 

 

鳥獣等の種類及

び数量 

 

鳥獣等の所在地 
 

販 売 の 事 由 
 

条 件 
 

 

 備 考 販売許可証の用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
 

様
式
第
７
（
第
２
６
条
第
３
項
関
係
）

様式第7(第26条第3項関係) 
Certificate referred to in Article XXV 
Paragraph 3 of the Law concerning 

Protection and Control of Wild Birds and Mammals and Hunting Management Law 
Date：                   

Subject ：Application for certificate of lawful acquirement of export. 

To    ：The Minister of the Environment 

From  ： Applicant ： 

     Address  ： 
 The above cited company has concluded negotiation of export business on hereunder 
mentioned and arranged the shipment thereof according to the schedule shown below,and in 
this connection the undersigned respectfully requests an official certificate to the effect that in 
question had been lawfully acquired pursuant to the relevant Japanese Laws and Regulations. 

Schedules of Export 
1. Bank certificate No. ： 

2. Name of Export ： 

3. Quantity by a standard ： 

4. Value ： 

5. Marks and numbers on shipping packages ： 

6. Port of shipment ： 

7. Destination ： 

8. Name of buyer ： 

9. Address of buyer ： 
 Certifies by  Applicant 

        The Minister of the Environment (Signature)           
 Date of Certificate ：         

          No ：         

様
式
第
七
の
二
（
第
二
十
九
条
の
三
関
係
）

備
考 

 

一 

材
質
は
、
陽
極
酸
化
皮
膜
を
施
し
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

個
体
識
別
番
号
及
び
次
の
様
式
に
よ
る
極
印
を
側
面
に
レ
ー
ザ
ー
マ
ー
カ
ー

を
用
い
て
表
示
す
る
こ
と
。 

 
 

極
印
の
様
式 

  
 
 

 

  

三 

鳥
の
脚
に
脱
落
し
な
い
よ
う
に
装
着
す
る
こ
と
。 

K J I H G F E D C B A 
区

分 

様
式
第
七
の
二(

第
二
十
九
条
の
三
関
係) 

 

 

 

形

状 

25.5 22.0 17.5 13.5 9.5 6.5 5.0 3.3 2.8 2.3 2.1 a 
寸
法(

ミ
リ
メ
ー
ト
ル) 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 b 

13.0 13.0 13.0 13.0 10.0 6.5 6.5 5.0 5.0 5.0 5.0 c 

5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 d 

 

様
式
第
八
（
第
三
十
三
条
関
係
）

 

備
考 

 
 

一 

制
札
へ
の
英
語
表
記
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
表
記
を
行
う
場
合
の

英
文
は W

ild
life P

ro
tectio

n
 A

rea 

と
す
る
。 

 
 

二 

支
柱
の
太
さ
の
寸
法
は
、
木
材
を
使
用
す
る
場
合
を
示
し
て
い
る
が
、
鉄
材
等

を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
程
度
以
上
の
強
度
が
あ
れ
ば
寸
法
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

三 

標
柱
及
び
制
札
に
シ
ー
ル
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
容
易
に
剥
離
、
汚
損

及
び
色
あ
せ
し
な
い
素
材
と
す
る
こ
と
。 

 
 

四 

既
存
工
作
物
を
利
用
し
た
効
果
的
な
設
置
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
制

札
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
の
当
該
制
札
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

様
式
第
八(

第
三
十
三
条
関
係) 

 

標
柱 

   
 

     

制
札 
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様
式
第
九
（
第
三
十
五
条
関
係
）

 

備
考 

 
 

一 

制
札
へ
の
英
語
表
記
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
表
記
を
行
う
場
合
の

英
文
は 

Sp
ecial 

P
ro

tectio
n

 A
rea 

と
す
る
。 

 
 

二 

支
柱
の
太
さ
の
寸
法
は
、
木
材
を
使
用
す
る
場
合
を
示
し
て
い
る
が
、
鉄
材
等

を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
程
度
以
上
の
強
度
が
あ
れ
ば
寸
法
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

三 

標
柱
及
び
制
札
に
シ
ー
ル
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
容
易
に
剥
離
、
汚
損

及
び
色
あ
せ
し
な
い
素
材
と
す
る
こ
と
。 

 
 

四 

既
存
工
作
物
を
利
用
し
た
効
果
的
な
設
置
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
制

札
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
の
当
該
制
札
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

様
式
第
九(

第
三
十
五
条
関
係) 

 
標
柱 

   
 

     

制
札 

   
 

 

様
式
第
十
（
第
三
十
七
条
第
二
項
関
係
）

 

備
考 

 
 

一 

注
意
事
項
に
は
、
区
域
を
指
定
し
た
趣
旨
及
び
令
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為

を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

制
札
へ
の
英
語
表
記
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
表
記
を
行
う
場
合
の

英
文
は Sp

ecial 
R

estricted
 P

ro
tectio

n
 A

rea 

と
す
る
。 

 
 

三 

制
札
に
シ
ー
ル
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
容
易
に
剥
離
、
汚
損
及
び
色
あ

せ
し
な
い
素
材
と
す
る
こ
と
。 

 
 

四 

既
存
工
作
物
を
利
用
し
た
効
果
的
な
設
置
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
制

札
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
の
当
該
制
札
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

様
式
第
十(

第
三
十
七
条
第
二
項
関
係) 

 

制
札 

   
 

 

様
式
第
十
一
（
第
四
十
一
条
関
係
）

 

備
考 

 
 

一 

立
木
竹
等
に
固
定
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
上
一
五
〇
㎝
以
上
の
場
所
で

固
定
さ
せ
る
こ
と
。 

 
 

二 

支
柱
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
柱
の
地
上
部
分
の
長
さ
は
八
〇
㎝
以
上

と
し
、
支
柱
の
先
端
部
分
は
、
地
中
に
埋
め
込
む
か
、
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
で

包
み
込
む
こ
と
に
よ
り
移
動
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

三 

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
が
第
二
種
特
定
鳥
獣

に
関
し
、
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る
様
式
の
標
識
を
設
置
す
る
こ
と
。 

 

標
柱 

   
 

様
式
第
十
一(

第
四
十
一
条
関
係) 

 

標
柱 

   
 

   

制
札 

   
 

 

 

 
 
 
 

※
○
○
の
部
分
に
は
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が

指
定
し
た
区
域
に
お
い
て
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
第
二
種
特
定
鳥
獣

の
種
類
を
表
記
す
る
こ
と
。 

 
 

四 

制
札
へ
の
英
語
表
記
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
表
記
を
行
う
場
合
の

英
文
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 

休
猟
区 

 
 
 

T
em

p
o

rary G
am

e P
reserve A

rea 

 
 
 

休
猟
区
の
う
ち
第
二
種
特
定
鳥
獣
に
関
し
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域 

 
 
 

T
em

p
o

rary G
am

e P
reserve A

rea(E
xcep

t

○
○) 

 
 
 
 

※
○
○
の
部
分
に
は
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
第
二
種
特
定
鳥
獣
の
種
類

を
表
記
す
る
こ
と
。 

 
 

五 

標
柱
及
び
制
札
に
シ
ー
ル
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
容
易
に
剥
離
、
汚
損

及
び
色
あ
せ
し
な
い
素
材
と
す
る
こ
と
。 

 
 

六 

既
存
工
作
物
を
利
用
し
た
効
果
的
な
設
置
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
制

札
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
の
当
該
制
札
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

 

制
札 
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様
式
第
１
２
（
第
４
２
条
第
３
項
関
係
）

様式第12(第42条第3項関係) 
 12.5cm 

折 
12.5cm 

目 

8.8cm 

 
 
 
 

折 

第      号 

 年  月  日 

注 意 事 項 

1 承認証は、特定猟具使用制限区域内で捕獲等を行うに際して

は必ず携帯しなければならず、かつ、他人に使用させてはなら

ない。 

2 承認証は、国若しくは地方公共団体の権限ある職員、警察官

又は鳥獣保護管理員その他関係者が提示を求めたときは、これ

を拒んではならない。 

3 承認証は、その効力を失った日から30日以内に、交付を受け

た都道府県知事に返納しなければならない。 

 有 効

期 間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

 
承 認 証 

(特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認) 
 

都道府県知事    印  

目 
 
 
 
 

8.8cm 

 住 所    

氏 名  

生 年 月 日  

使用する特定猟

具の種類 

 

特定猟具使用制

限区域の名称 

 

条 件  

  

 備 考 用紙の大きさは、やむを得ない場合を除き、25cm×17.6cmとし、4つ折り等により容易に携帯できるようにすること。 

様
式
第
十
三
（
第
四
十
四
条
関
係
）

 

備
考 

 
 

一 

○
○
の
部
分
に
は
、
使
用
を
禁
止
す
る
猟
具
の
種
類
を
表
記
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

制
札
へ
の
英
語
表
記
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
表
記
を
行
う
場
合
の

英
文
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

C
ertain

 H
u

n
tin

g E
q

u
ip

m
en

t 
P

ro
h

ib
ited

 A
rea 

 
 
 
 

※
特
定
猟
具
の
例 

 
 
 
 
 

銃 
 
 
 

G
u

n
 

 
 
 
 
 

は
こ
わ
な 

B
o

x T
rap

 

 
 

三 

支
柱
の
太
さ
の
寸
法
は
、
木
材
を
使
用
す
る
場
合
を
示
し
て
い
る
が
、
鉄
材
等

を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
程
度
以
上
の
強
度
が
あ
れ
ば
寸
法
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

四 

標
柱
及
び
制
札
に
シ
ー
ル
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
容
易
に
剥
離
、
汚
損

及
び
色
あ
せ
し
な
い
素
材
と
す
る
こ
と
。 

 
 

五 

既
存
工
作
物
を
利
用
し
た
効
果
的
な
設
置
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
制

札
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
の
当
該
制
札
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

様
式
第
十
三(

第
四
十
四
条
関
係) 

 

標
柱 

   
 

   

制
札 

   
 

 

様
式
第
十
四
（
第
四
十
四
条
関
係
）

 

備
考 

 
 

一 

○
○
の
部
分
に
は
、
使
用
を
制
限
す
る
猟
具
の
種
類
を
表
記
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

立
木
竹
等
に
固
定
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
上
一
五
〇
㎝
以
上
の
場
所
で

固
定
さ
せ
る
こ
と
。 

 
 

三 

支
柱
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
柱
の
地
上
部
分
の
長
さ
は
八
〇
㎝
以
上

と
し
、
支
柱
の
先
端
部
分
は
、
地
中
に
埋
め
込
む
か
、
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
で

包
み
込
む
こ
と
に
よ
り
移
動
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

四 

制
札
へ
の
英
語
表
記
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
表
記
を
行
う
場
合
の

英
文
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 

特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域 

C
ertain

 H
u

n
tin

g E
q

u
ip

m
en

t 
R

estricted
 A

rea 

 
 
 
 

※
特
定
猟
具
の
例 

 
 
 
 
 

銃 
G

u
n

 

 
 

五 

制
札
に
シ
ー
ル
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
容
易
に
剥
離
、
汚
損
及
び
色
あ

せ
し
な
い
素
材
と
す
る
こ
と
。 

 
 

六 

既
存
工
作
物
を
利
用
し
た
効
果
的
な
設
置
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
制

札
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
の
当
該
制
札
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

様
式
第
十
四(

第
四
十
四
条
関
係) 

 

制
札 

   
 

 

様
式
第
１
５
（
第
４
６
条
第
３
項
関
係
）

様式第15(第46条第3項関係) 
 12.5cm 

折 
12.5cm 

目 

8.8cm 

 
 
 
 

折 

第      号 

 年  月  日 

注 意 事 項 

1 危険猟法許可証は、危険猟法により鳥獣の捕獲等を行うに際

しては必ず携帯しなければならず、かつ、他人に使用させては

ならない。 

2 危険猟法許可証は、国若しくは地方公共団体の権限ある職

員、警察官又は鳥獣保護管理員その他関係者が提示を求めたと

きは、これを拒んではならない。 

3 危険猟法許可証は、その効力を失った日から30日以内に、環

境大臣に返納しなければならない。 

 有 効

期 間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

 
危 険 猟 法 許 可 証 

 
 

環 境 大 臣    印  

目 
 
 
 
 

8.8cm 

 住 所    

氏 名  

生 年 月 日  

危険猟法の種類  

区 域  

鳥獣の種類及び 

数量 

 

条 件  

  

 備 考 用紙の大きさは、やむを得ない場合を除き、25cm×17.6cmとし、4つ折り等により容易に携帯できるようにすること。 
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様
式
第
１
５
の
２
（
第
４
６
条
の
２
第
３
項
関
係
）

様式第15の2(第46条の2第3項関係) 

  12.5cm 
折 

12.5cm 
目 

 

 

 

 

 

8.8cm 

 

 

 

 

 

 

折 

第      号 

 年  月  日 
 

注 意 事 項 

 
1 この許可証は、住居集合地域等において麻酔銃猟により鳥獣の捕
獲等を行うに際しては必ず携帯しなければならず、かつ、他人に使
用させてはならない。 

2 この許可証は、国若しくは地方公共団体の権限ある職員、警察官
又は鳥獣保護管理員その他関係者が提示を求めたときは、これを拒
んではならない。 

3 この許可証は、その効力を失った日から30日以内に、交付を受け
た都道府県知事に返納しなければならない。 

 有 効
期 間 

年  月  日から 
年  月  日まで 

 
 

麻 酔 銃 猟 許 可 証 

(住居集合地域等における麻酔銃猟) 

 
 

都道府県知事   印    

  
住 所 

    

目 

 

 

 

 

 

8.8cm 

  
氏 名 

      

生 年 月 日 
  

使用する麻酔薬

の名称及び量 

  

区 域 
  

鳥 獣 の 種 類

及 び 数 量 

  

条 件 
  

  

 備 考 用紙の大きさは、やむを得ない場合を除き、25cm×17.6cmとし、4つ折り等により容易に携帯できるようにすること。 

様
式
第
１
６
（
第
４
８
条
第
３
項
関
係
）

 

 

様
式
第
１
６
の
２
（
第
６
５
条
第
２
項
第
５
号
関
係
）

様式第16の2(第65条第2項第5号関係) 

第     号  

 

 

認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書 

 

 

 下記の者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の6第1項に

規定する認定鳥獣捕獲等事業において捕獲等に従事する者であることを証明する。 

 

 

住所：                 

氏名：                 

 

 

年  月  日   発行  

 

認定鳥獣捕獲等事業者名        

代表者氏名     印  

 

 

認定をした都道府県知事名        

認定証の交付年月日        

認定証の番号        

 

 

 (注) この証明書は、本証明書が発行された日から3か月以内に限り有効とする。 

 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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様
式
第
１
７
（
第
６
５
条
第
５
項
関
係
）

 

 

様
式
第
１
８
（
第
６
５
条
第
５
項
関
係
）

様式第18(第65条第5項関係) 

 
 備考 

  1 材質は、金属とし、「狩猟」の文字、都道府県名及び年号を浮き彫りで表示する

こと。 

  2 放鳥獣猟区の区域のみに係るものにあっては、「放鳥獣猟区」と表示すること。 

  3 地色は、次によること。 

    網猟免許に係る狩猟者記章は黄色 

    わな猟免許に係る狩猟者記章は赤色 

    第一種銃猟免許に係る狩猟者記章は紫色 

    第二種銃猟免許に係る狩猟者記章は緑色 

  4 記章の形及び図案については、都道府県知事の定めるところによる。 

様
式
第
１
９
（
第
６
９
条
関
係
）

様式第19(第69条関係) 

鳥獣保護区等の名称 区域を表示する色 区域を表示する模様 

鳥獣保護区 赤(淡) 
 
    

鳥獣保護区特別保護地区 赤(濃) 
 
    

鳥獣保護区特別保護地区特別保護指定

区域 
赤(濃) 

 
   
 

指定猟法禁止区域 青(濃) 
 
    

特定猟具使用禁止区域 青(淡) 
 
    

特定猟具使用制限区域 青(濃) 
 
    

猟区 黄(淡) 
 
    

放鳥獣猟区 黄(濃) 
 
    

休猟区 緑(淡) 
 
    

休猟区のうち第二種特定鳥獣に関し捕

獲等をすることができる区域として都

道府県知事が指定する区域 

緑(濃) 

 
   

 

捕獲禁止区域 ※ 緑(濃) 
 
    

 

   ※ 社寺境内、墓地等の狩猟の禁止されている区域 

 備考 

  1 指定猟法禁止区域にあっては指定猟法の種類について、特定猟具使用禁止区域又

は特定猟具使用制限区域にあっては使用を禁止又は制限する猟具の種類について、

休猟区のうち第二種特定鳥獣に関し捕獲等をすることができる区域として都道府県

知事が指定する区域にあっては捕獲等をすることができる第二種特定鳥獣の種類に

ついて記載すること。 

  2 縮尺は、原則として10万分の1とすること。 

  3 一区画に表示される区域が縦5キロメートル、幅5キロメートルとなるように区画

を設定し各区画ごとに番号をつけること。 

  4 英語表記は必要に応じて行うものとし、表記を行う場合の英文は次のとおりとす

ること。 

   (1) 鳥 獣 保 護 区 Wildlife Protection Area 

   (2) 鳥 獣 保 護 区 特 別 保 護 地 区 Special Protection Area 

   (3) 鳥獣保護区特別保護地区特別保

護指定区域 

Special Restricted Protection Area 

   (4) 指 定 猟 法 禁 止 区 域 Designated Hunting Prohibited Area 
(No Hunting with ○○)(※1) 

   (5) 特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 Certain Hunting Equipment Prohibited Area 
(○○)(※2) 

   (6) 特 定 猟 具 使 用 制 限 区 域 Certain Hunting Equipment Restricted Area 
(○○)(※2) 

   (7) 猟 区 Paid Game Hunting Area 

   (8) 放 鳥 獣 猟 区 Released Game Hunting Area 

   (9) 休 猟 区 Temporary Game Preserve Area 

   (10) 休猟区のうち第二種特定鳥獣に

関し捕獲等をすることができる

Temporary Game Preserve Area 
(Except ○○)(※3) 
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区域として都道府県知事が指定

する区域 

   (11) 捕 獲 禁 止 区 域 Hunting Prohibited Area 

      ※1 ○○の部分には指定猟法の種類を表記すること。 

      ※2 ○○の部分には使用を禁止又は制限する猟具の種類を表記すること。 

      ※3 ○○の部分には捕獲等をすることができる第二種特定鳥獣の種類を

表記すること。 

  5 入猟者の制限を行っている区域、自然公園特別保護地区、天然記念物、野鳥愛護

林等この表に記載された区域以外の区域及び鳥獣保護区、休猟区等の区域の変更箇

所についても、表示することができる。 

様
式
第
二
十
（
第
七
十
四
条
関
係
）

 

備
考 

 
 

一 

制
札
へ
の
英
語
表
記
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
表
記
を
行
う
場
合
の

英
文
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 

１ 

猟
区 

 
 
 

P
aid

 
G

am
e H

u
n

tin
g A

rea 

 
 
 

２ 

放
鳥
獣
猟
区 

R
eleased

 G
am

e H
u

n
tin

g A
rea 

 
 

二 

支
柱
の
太
さ
の
寸
法
は
、
木
材
を
使
用
す
る
場
合
を
示
し
て
い
る
が
、
鉄
材
等

を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
程
度
以
上
の
強
度
が
あ
れ
ば
寸
法
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い
。 

様
式
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二
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七
十
四
条
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制
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様
式
第
二
十
一
（
第
七
十
七
条
関
係
）

様式第二十一(第七十七条関係) 

(表面) 

 

 

第    号 
 

交付年月日    年  月  日  

 

使 用 期 限    年  月  日  

  

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第75条第5項の規定

による身分証明書 

 

  

    官職、氏名及び生年月日 
  

写 真   環 境 大 臣 

(都道府県知事) 
印   

  

  

備考 この身分証明書の大きさは、原則として日本産業規格A6とすること。 

(裏面) 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律抜すい 

第75条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第9条第

1項の許可を受けた者、認定鳥獣捕獲等事業者、鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥

類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内に

おいて第29条第7項各号に掲げる行為をした者、狩猟免許を受けた者若しくは狩猟者登

録を受けた者又は猟区設定者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について

報告を求めることができる。 

2 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、

特別保護地区の区域内において第29条第7項各号に掲げる行為をした者が所有し、又

は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しく

は関係者に質問させ、又はその行為が鳥獣の保護若しくは鳥獣の生息地の保護に及ぼ

す影響について調査をさせることができる。 

3 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、

鳥獣保護区、休猟区、猟区、店舗その他の必要な場所に立ち入り、狩猟をする者その

他の者の所持する鳥獣(その加工品を含む。)又は鳥類の卵を検査させることができ

る。 

4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定鳥獣捕獲

等事業者の事務所その他の必要な場所に立ち入り、認定鳥獣捕獲等事業の実施状況又

は帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係者に質問させることができ

る。 

5 第2項の規定による立入検査若しくは立入調査又は前二項の規定による立入検査をす

る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

6 第1項から第4項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

第86条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

 (1)～(8) (略) 

 (9) 第75条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 (10)・(11) (略) 
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様
式
第
二
十
二
（
第
七
十
七
条
関
係
）

様式第二十二(第七十七条関係) 

 (表面) 

 第   号 
 

交付年月日  年  月  日   

使 用 期 限  年  月  日   
 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律第77条第2項の規定による身分証明書 

 

写 真 

官職、氏名及び生年月日 
 
 
 

環 境 大 臣  印  

 

備考 この身分証明書の大きさは、日本産業規格A6とすること。 

 (裏面) 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律抜すい 
 
第77条 環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第10条第1

項、第15条第10項、第25条第6項、第30条第1項若しくは第2項、第37条第10項又は第

75条第1項に規定する権限の一部を行わせることができる。 

2 前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員は、その権限を行うときは、その

身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

3 (略) 

第83条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に

処する。 

 (1)～(2)の2 (略) 

 (3) 第10条第1項、第25条第6項、第37条第10項又は第38条の2第10項の規定による命

令に違反した者 

 (4)～(6) (略) 

第84条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に

処する。 

 (1)～(5) (略) 

 (6) 第15条第10項、第18条の6第2項、第22条第1項、第24条第9項、第30条第2項又は

第35条第11項の規定による命令に違反した者 

 (7) (略) 
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